


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

京都市上下水道局からのお知らせ 

 

節水型社会の定着や人口減少により水需要が減少
する（収⼊が減少する）とともに，管路や施設の⽼
朽化が更に進む（必要となる事業費が増⼤する）な
ど，今後，本市の水道事業及び公共下水道事業を取
り巻く経営環境は，更に厳しさを増す⾒通しとなっ
ています。 

 
上下水道局では，このような状況にあっても，市

⺠の皆さまの⽣活を⽀える重要なライフラインであ
る⽔道・下⽔道を50 年後，100 年後の未来にしっ
かりとつなぎ，安全・安心を守り続けるため，平成
30 年度以降の基本理念や取組をまとめた次期経営
ビジョンを平成30 年３⽉に，策定・公表します。 
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今後，水需要の

減少は更に進行！

● 水需要の見通し

● 管路の老朽化の見通し
km

千 /年

下水道管は約20年後

老朽化がピークに！

大量に整備した管路が

40～50年経ち老朽化！

（例）4 ⼈家族なら，少なくとも … 3 ×4 人×3 日間＝36 （疏水物語約３ケース）

災害⽤備蓄飲料⽔「京の⽔道 疏⽔物語」は，ご家庭での飲料⽔備蓄に役⽴てていただける

よう，京都市が誇るおいしい⽔道⽔を，ろ過・加熱処理し，アルミボトルに詰めたものです。 

・製造後，常温・未開封で５年間保存が可能です。直射⽇光のあたる場所を避け，室内冷暗所

での保管をお願いします。 

・「疏⽔物語」1ケースで４⼈家族が災害発⽣時に必要といわれている飲料⽔の１⽇分に相当

します。（４９０ｍ /本×２４本） 

・ケース24本入2,400円（税込）／１本当たり100円（税込） 

・最寄りの上下水道局の各営業所，本庁舎お客さま窓口サービスコーナーにてケース単位で販

売。また，市役所本庁舎，上下⽔道局本庁舎前，琵琶湖疏⽔記念館，地下鉄烏丸御池駅構内

に設置の自動販売機にて1本単位で販売。 

「京の水道 疏水物語」で災害に備えよう！

○水道水は十分に洗った清潔なフタのできる容器（ペットボトルやポリタンクなど）に保存しましょう。 

○容器内部に空気が残らないように水道水を口元いっぱいまで入れて，しっかりとふたをしましょう。 

○浄水器を通した水は，塩素による消毒効果がなくなっている可能性がありますので，じゃ口から直接注ぎましょう。  

○直射日光の当たらないすずしい場所に保管すると，約３日間保存できます。 

○保存期間が過ぎたらお花の水やりや打ち水などに使用しましょう。 

⽔道⽔を使った飲料⽔の保存⽅法

災害時には，１人１日最低３リットルの飲料⽔が必要だと⾔われています。 

ご家庭でも家族の人数の３日分を目安に飲料⽔を確保しましょう。 

次の製造分（平成３０年３⽉頃）から賞味期限を１０年に延⻑し，より皆さまに親しんでいただき，⼿に取ってもらいやす
くするために，新名称（「京のかがやき 疏水物語」）及び新デザインに変更するよ！
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ポイント 

右下に「＊」を付した用語には，巻末に用語解説（五十音順）を記載しています。 

（例）  高機能ダクタイル鋳鉄管＊ 

ポイント 

ポイント 

ホタルの澄都
す み と

くん 

上下水道局マスコット 

キャラクター 

ホタルのひかりちゃん

上下水道局マスコット 

キャラクター 



Action（ 反 映 ） 

 

Do（ 実 ⾏ ） 

 

Plan（ 計 画 ） 

 

Check（ 評 価 ） 

「経営評価」 

 

第１章 経営評価の概要 
 

１ 経営戦略 
水道事業，公共下水道事業においては，節水型社会の定

着による水需要の減少，水質に対する関心の高まり，施設

の老朽化や災害等への備え，多様化する市民ニーズに応じ

た良質なサービスの提供，事業経営をめぐる内外の動きな

ど事業をとりまく課題が山積みとなっています。 

京都市上下水道局では，限られた財源のなかで，これら

の課題に対応していくために，平成20年度からの10年間

に取り組むべき課題や目標をまとめた「京（みやこ）の水

ビジョン」を平成19年12月に策定し，その中で，水道事

業，公共下水道事業の基本理念を定めました。 

水ビジョンの前期5箇年の実施計画である「中期経営 

プラン（2008-2012）」を着実に推進し，継続的な業務   

改善や市民サービスの向上等を進めるとともに，平成25

年3月には，水ビジョンの後期5箇年の実施計画である「中

期経営プラン（2013-2017）」を策定し，水ビジョンに掲

げた5つの施策目標の実現を目指しています。 

具体的な事業の推進においては，上下水道局の経営戦略である「京の水ビジョン」及び「中期経営プ

ラン」の下に，毎年度，運営方針及び事業推進方針を策定し，年度毎の重点事項や事業計画，目標水準

を設定することにより事業を計画的に進め，安全・安心で市民の皆さまに信頼されるサービスの提供に

努めています。 
 

２ 経営評価の目的 

 上下水道局では，「京の水ビジョン」及び「中期経営プラン」の下，水道事業，公共下水道事業の    

適切な執行管理や継続的な改善と市民サービスの向上を図るとともに，結果を公表することにより，  

市民に対する説明責任を果たし，市民の視点に立った市政の実現を図ることを目的として，「経営評価」

を実施しています。 

また，経営評価は，「京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例」で義務付けられた特

定分野に関する行政評価であり，この行政評価制度の趣旨を踏まえ，水道事業，公共下水道事業を推進

する経営戦略のＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）に位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA サイクル 

くらしのなかにはいつも水があります。 

私たち京都市上下水道局は， 

先人から受け継いだ，水道，下水道を守り，

育むことにより，皆さまのくらしに安らぎと

潤いをお届けしたいと考えています。 

そして，ひと まち くらしを支える 

京の水をあすへつなぎます。 

プランに基づいて 

事業を推進します！ 

事業の実施状況を 

分析・評価します！ 

経営評価の結果を今後の

事業に反映します！ 

翌年度の方針を 

作成します！ 

京(みやこ)の水ビジョンに掲げた基本理念
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３ これまでの取組経過 

地方公共団体においては，評価システム（行政評価）の導入が進み，これらは財政状況の分析や事業

の進捗管理，事業効果の点検・改善はもとより，市民の皆さまへの業務状況の説明などに活用されてい

ます。 

京都市上下水道局では，平成15年度から水道事業及び公共下水道事業の「事務事業評価」（個々の事

務事業や取組を個別に評価）を実施・公表してきました。しかしながら，水道事業や公共下水道事業は

それ自体が一つの事業であり，一般行政とは事業形態が異なるため，平成17年度からは，公営企業の特

質を勘案した経営の観点等を踏まえた評価手法として「経営評価」の実施を始め，さらに，平成18年度

からは，「経営指標評価」と「取組項目評価」の2つの方法を用いた評価を実施しています。 

また，この経営評価の透明性・客観性を高めるとともに，制度の一層の充実を図っていくため，平成

21年7月に市民，学識経験者及び民間有識者で構成する「京都市上下水道事業経営評価審議委員会」を

設置し，経営評価制度等について，第三者の視点から審議いただいてきました。平成25年7月には，こ

れまでの「京都市上下水道事業経営評価審議委員会」を発展させる形で，「京都市上下水道事業経営審

議委員会」（付属資料1参照）を設置し，審議委員会からの意見を参考に，改善に取り組んでいます。

「京都市上下水道事業経営審議委員会」では，これまで議論いただいてきた経営評価制度の改善に対す

る提案・助言に加え，水道事業，公共下水道事業の進捗状況の点検や直面する課題，広報・広聴の充実

に対する提案・助言をいただいております。 

 

４ 経営指標評価と取組項目評価 

評価の方法としては，①財務指標を中心とした業務指標により，経営状況の改善度の確認や中長期的

な経営分析を行う「経営指標評価」と，②水道事業，公共下水道事業を進めるための個々の取組状況の

達成度を評価する「取組項目評価」の2つの評価を用いています。 

 

評価方法 主 な 特 徴 

①「経営指標評価」 
（Ｐ9～13 参照） 

・水道事業，公共下水道事業それぞれのガイドラインに基づく業務指標評価を行う。 
・より効率的な経営を目指し，財務指標を中心とした指標による中長期的な経営分析
を行う。 
・指標値の前年度数値との比較により，事業の改善度を確認する。 
・偏差値による大都市平均との比較を行う。 

②「取組項目評価」 
（Ｐ39～40 参照） 

・上下水道局事業推進方針に掲げる93の取組項目の目標水準に対する達成度について，
5段階評価を実施し，進捗状況等を明確化する。 
・最小事業単位である取組項目ごとの評価結果に基づいて，上位の22の重点推進施策
ごとに5段階評価を実施し，最上位の5つの施策目標の達成状況を分析することに
より，体系的な評価を行う。 
・平成26年度経営評価からは，中期経営プラン（2013-2017）に新たに掲げた５つの
重点項目別に評価を行う。 
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５ 事業の現状と課題 

（１）水道事業（地域水道＊事業及び京北地域水道事業を除く。） 

ア 給水人口の増加と施設能力の向上 

 京都市の水道事業は，明治45年 3 月の蹴上

浄水場の竣工により始まりました。その後，京

都市の発展に伴う人口増加と水需要の増大に

対応するため，昭和 30 年代から浄水場の拡張

による施設能力の拡大と，管路の延伸に力を入

れてきました。この結果，平成8年度には1日

当たりの施設能力が105万立方メートルとなり

ました。現在の施設能力は，平成24年度末の山ノ内浄水場の廃止を含む施設規模の適正化を図ったこ

とにより，77万 1千立方メートルとなりました。計画給水区域内の普及率は，現在99.9パーセント

に達しています。 

 

イ 施設等の改築更新及び耐震化 

 昭和 30 年代から，順次，配水管の布設替え

や給水の相互融通を可能とする連絡幹線配水

管＊の整備，浄水場の増強等を実施しており，

平成7年度からは，これらに加えて，新たに地

震対策として上水道安全対策事業を推進して

きましたが，平成23年 3 月に発生した東日本

大震災等を契機に，地震，災害時においてもラ

イフラインとしての水道が機能するよう耐震化を進める必要性が高まっています。 

こういった現状を踏まえ，今後も，施設等の老朽化に伴う継続した改築更新が必要であり，鉛製給

水管の解消を含め，災害等危機時にも強く，環境にやさしい水道の構築を目指し，計画的な水道施設

の改築更新及び耐震化を進めています。また，安全性や年々強化される水質基準への適合の観点から

必要となる施設の高水準化等の課題もあり，総費用の抑制に努めていますが，建設投資の需要や，減

価償却費の増加傾向が見込まれます。 

 

ウ 財務の状況 

水道事業を支える施設や管路の建設，整備に

多額の経費を要し，その財源の多くを企業債

（借金）で賄っています。企業債の残高は，平

成 14 年度をピークに減少してきましたが，平

成 25 年度から老朽化した配水管の更新をスピ

ードアップしたことにより，投資額が増加する

ため，残高は増加していく見込みです。 

 また，自己資本構成比率は，平成 24 年度の山ノ内浄水場の廃止に伴う繰上償還の実施や，平成 26

年度の地方公営企業会計制度の見直し＊に伴う退職給付引当金等の計上により，わずかに低下したもの

の，上昇傾向にあります。 
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億円％ 企業債未償還残高と自己資本構成比率

0

240

480

720

960

1,200

60

80

100

120

140

160

S27 37 47 57 H4 14 24

千 /日万人 施設能力と期末給水人口

28

期末給水人口 

（左目盛り） 

施設能力 

（右目盛り） 

28

自己資本構成比率

（左目盛り） 

企業債未償還残高

（右目盛り） 

0

100

200

300

S27 37 47 57 H4 14 24

億円
施設整備の状況

建設改良費
建設企業債償還金
給水収益
総費用

28

-3-



エ 有収水量の減少傾向 

京都市の水道事業は，独立採算を基本とし，

そのほとんどを水道料金として得た給水収

益によって経営しています。この貴重な財源

である給水収益に大きな影響を与える有収

水量は，給水人口に大きな変化がないにもか

かわらず，平成2年度の2億1千万立方メー

トルをピークとして減少傾向にあります。こ

の主な要因は，産業分野において，節水型への構造転換や地下水利用の増加により大口需要者の使用

水量が減少し続けていることに加え，平成27年度に実施した「水に関する意識調査」では，回答者の

73％が「節水している」と回答されたように，各世帯においても節水意識の定着や，節水機器の普及

などにより使用水量が減少していることが考えられます。 

 

オ 施設能力と給水量の動向 

 このような水需要の減少傾向から，平成

15 年度には 1 日当たりの施設能力をそれま

での105万立方メートルから95万1千立方

メートルへと見直しました。平成24 年度末

には更なる施設規模の適正化を図るため，山

ノ内浄水場を廃止し，施設能力は77万1千

立方メートルとなりました。平成28 年度に

おける1日平均給水量は約50万3千立方メートル，また，1日最大給水量は約53万6千立方メート

ルとなっており，減少傾向が続いています。 

 

 

（２）公共下水道事業（京北及び北部地域特定環境保全公共下水道＊事業を除く。） 

ア 下水道の普及促進 

京都市の公共下水道事業は，昭和5年に失

業応急事業として着手したのが始まりです。

その後，昭和30 年代からの高度経済成長に

より，産業の発展と人口の都市集中が進み，

都市の生活環境が悪化したことによって，下

水道の役割が重要視されるようになりまし

た。そして，公共用水域の水質汚濁の深刻化

に対応するため，昭和45 年に「公害対策基

本法」の制定や「下水道法」の改正が行われ，国を挙げて下水道整備が促進・強化されてきました。

京都市では，平安建都1200年に当たる平成6年度に市街化区域の下水道整備をおおむね完了するに至

り，全市人口に対する普及率は現在99.5パーセントに達しています。 
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推移しているが，総有収水量は
減少傾向にある。 
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イ 施設等の改築更新と質的向上 

本市では，公共下水道事業の着手から80

年以上が経過していることや，過去に発生し

た大規模地震による他都市の被害状況等を

踏まえ，老朽化した施設の改築更新や重要な

施設の耐震化を計画的に進めていく必要が

あります。また，近年増加傾向にある局地的

大雨や台風に伴う浸水被害を軽減させるた

め，関係部局と連携した雨に強いまちづくり

の取組を推進するとともに，合流式下水道の改善や下水の高度処理による水環境対策，大規模太陽光

発電設備の設置や汚泥消化タンクの再整備による創エネルギー対策など，下水道の質的向上に重点を

置いた事業を展開していく必要があります。 
 

 

ウ 財務の状況 

公共下水道事業を支える施設や管路の建

設，整備には多額の経費を要し，その財源の

多くを企業債（借金）で賄っています。施設

整備の推進とともに企業債の残高は増加し，

平成12年度にはピークを迎えましたが，投

資額の抑制などにより，着実にその残高は減

少しています。 

 また，自己資本構成比率は，平成26 年度

の地方公営企業会計制度の見直しに伴う退職給付引当金等の計上により低下したものの，上昇傾向に

あります。 

 

 

エ 有収汚水量の減少傾向 

 整備区域内人口に大きな変化がないにも

かかわらず，水需要の減少により，有収汚水

量の減少傾向は継続するものと予想されま

す。使用料収入が減少していく一方で，施設

への投資も必要となることから，今後も厳し

い財政状況が続くと考えられます。 
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夏場の気温が前年度と比べて上昇したことや使用者数の増加による水需要の増加に伴い，下水
道使用料収入が，前年度と比べ0.4パーセント（8,800万円）増加したことに加え，支出におい
て，職員定数の削減や効率的な運営による費用の抑制に努めた結果，当年度純損益は46億8,900
万円と，7年連続の黒字となりました。このうち現金収入を伴わない利益の増加分を除いた37
億6,900万円を減債積立金として，議会の議決を経て，利益処分します。 
なお，企業債の残高は，発行額を上回る償還を行ったため，前年度と比べ3.1パーセント減少
し，3,153億円となりました。 

６ 平成28年度決算の概要 

（１）水道事業 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共下水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏場の気温が前年度と比べて上昇したことや使用者数の増加による水需要の増加に伴い，水道
料金収入が，前年度と比べ0.4パーセント（1億400万円）増加したことに加え，職員定数の削
減や効率的な運営による費用の抑制に努めた結果，当年度純損益は55億7,400万円と，2年連続
の黒字となりました。このうち現金収入を伴わない利益の増加分を除いた34億7,200万円を建
設改良積立金として，議会の議決を経て，利益処分します。 
なお，企業債の残高は，前年度と比べ1.4パーセント増加し，1,616億円となりました。 

＜損益計算書＞

水道料金 27６億円 (87%)

収入 31９億円

支出 26３億円

維持管理費

1２１億円 (46%)

減価償却費等

11５億円 (44%)

支払利息等

2７億円 (1０%)

長期前受金戻入益

2１億円 (6%)

その他

2２億円 (7%)

当年度純利益

５６億円

＜損益計算書＞

維

収入 5０６億円

その他

1４億円 (３%)

下水道使用料

22２億円 (4４%)

雨水処理の公費負担（税金）

19３億円 (3８%)

支出 45９億円

維持管理費

128億円 (28%)

減価償却費等

27１億円 (59%)

支払利息等

５８億円
(12%) 当年度純利益

4７億円

長期前受金戻入益

7７億円 (1５%)

特別損失

2億円 (1%)

-6-



（３）連結財務諸表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結財務諸表は，水道事業と公共下水道事業という異なる2つの事業の財務諸表＊を，ひとつの財務諸表として

つなぎ合わせたものです（2つの事業間の取引は内部取引＊として消去しています。）。 

この連結財務諸表は，多くの市民の皆さまが水道と下水道を一連として利用し，料金・使用料をセットでご負担

いただいていることから，水道事業，公共下水道事業を一体的に理解していただくために作成しているものです。 

 

＊財務諸表とは？ 

財務諸表とは，資産・債務の管理やサービスにかかる費用などの詳細を分析することで企業の財政状況を表す，

貸借対照表や損益計算書などの総称です。 

 

＊内部取引とは？ 

内部取引とは，例えば，水道事業の施設である浄水場から排出した汚水を，公共下水道事業の施設である水環境

保全センターで処理するときに，その費用を水道事業から公共下水道事業に対して支出することなど，連結の対象

となる事業間での取引を指します。 

連結財務諸表では，このような内部取引を消去することで，連結した事業全体での経営状況をより正確に把握す

ることができるようになります。 
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１ 主な⾒直し項目 

⾒直し項目 ⾒直し内容

借⼊資本⾦ 

（企業債） 

・これまで「借⼊資本⾦」として「資本」に計上していた企業債を「負債」に計上 

・1年以内に返済期限が到来する債務は流動負債に分類

補助⾦等により 

取得した固定資産

の償却制度等 

・任意適⽤が認められていた「みなし償却制度＊」の廃⽌。みなし償却を⾏っていた資産は過去に

遡って追加償却を⾏う。 

・償却資産の取得⼜は改良に伴い交付される国庫補助⾦等については，「⻑期前受⾦」として負債

（繰延収益）に計上した上で，減価償却に合わせて収益的収入として順次収益化

引当⾦ ・退職給付引当⾦の計上を義務化。その他の引当⾦についても，要件を踏まえて計上
 

２ 貸借対照表への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧会計制度】             【新会計制度】 
 

３ 損益計算書への影響 

 

 

 

 

【旧会計制度】 

 

 

 

 

 

資産 

負債 

 

 

 

 

 

資本

資産 

負債 

資本 

 

 

 

 

 

 

企業債 

資本剰余金 
(国庫補助金等)

企業債 

資本剰余金 
(国庫補助金等)

引当金 

みなし償却制度を適用していた場合，
制度廃止により資産及び資本が減少 

地⽅公営企業会計制度の⾒直し 

収益的収入 

 
 

   収益的収入 
 

 

 

⻑期前受⾦戻⼊益 
（現⾦収⼊を伴わない収益） 

収益的支出 

 
 

    収益的支出 

 

 

<みなし償却制度を適⽤していた場合>

減価償却費（増加分）

<移⾏初年度のみ>

特別損失（退職給付引当⾦等）

【新会計制度】 

会計制度の⾒直しの背景と内容 
 
地⽅公営企業会計制度については，昭和41 年以降⼤幅な改正が⾏われてきませんでしたが，⺠間

企業等との⽐較を容易にし，経営の状況を的確に把握できるようにすることなどを目的に，平成２６

年度決算から全⾯的な⾒直しが⾏われました。 

これまで貸借対照表上「資本」に計上してきた企業債の「負債」への計上や，⻑期前受⾦戻⼊益（現

⾦収⼊を伴わない収益）の計上，各種引当⾦＊の計上義務化等の⾒直しが⾏われたことにより，公営

企業の経営実態に変化はないものの，貸借対照表や損益計算書などの財務諸表が変わることとなりま

した。 

会計制度の⾒直しにより，⾒直し前と⽐べて「負債」が増加し，「資本」が減少することとなります。

⇒「⾃⼰資本構成⽐率」や「流動⽐率」などの経営指標値（第2 章参照）に影響があります。

会計制度の⾒直しにより，収益的収⼊が増加し，みなし償却制度を適⽤していた場合は収益的⽀出も

増加します。また，移⾏初年度は，過年度に引き当てておくべき経費等が特別損失として計上されます。

⇒「経常収⽀⽐率」や「経費回収率」などの経営指標値（第2 章参照）に影響があります。 

【旧会計制度】 【新会計制度】
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第２章 経営指標評価 
 

１ 経営指標評価について 
「経営指標評価」は，財務指標を中心とした業務指標を活用し，事業活動について数値を用いて成果

を示すものであり，事業の改善度を示す「指標値の前年度比較」と，偏差値を用いて「大都市比較から

見る京都市の特徴」について分析しています。 

各比較における経営状況の分析は，水道事業（地域水道＊事業及び京北地域水道事業を除く。）と公共

下水道事業（京北及び北部地域特定環境保全公共下水道＊事業を除く。）の平成28年度決算について，

① 収益性，② 資産・財務，③ 老朽化，④ 施設の効率性，⑤ 生産性，⑥ 料金・使用料，⑦ 費用の 

7つの区分について行います。 

  なお，平成27年度から策定・公表が行われた総務省の「決算比較分析表」を踏まえ，28年度経営評価

から「③老朽化」の区分を追加しました。 
 

（１）７つの評価区分について 
 

① 収益性 

評価のポイント 
独立採算により運営している京都市の水道事業，公共下水道事業において，水道料金

や下水道使用料等による収益性を見ることは，経営状況を判断するうえで重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 
経常収支比率（収支の均衡度），料金回収率（料金と費用の均衡度），固定資産回転
率（資産の効率性） 

下水道 
経常収支比率（収支の均衡度），経費回収率（使用料と費用の均衡度），固定資産回
転率（資産の効率性） 

 

② 資産・財務 

評価のポイント 
水道水を供給するには大規模な浄水場や配水管等が，汚水や雨水を処理するには大規模
な処理場や下水道管等が必要となります。これらの重要な施設を維持し，安定した事業運
営を継続して行うため，資産・財務について把握することが重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 

企業債償還元金対減価償却費比率（投下資本と再投資との間のバランス），給水収益に
対する企業債残高の割合（施設を建設する際の借入金の残高の規模），自己資本構成比率
（財務の健全性を示す自己資本が総資本に占める割合），流動比率（事業の安全性・健全
性を示す事業体の支払能力），累積欠損金比率（単年度の営業収益に対して累積欠損金が
占める割合） 

下水道 

固定資産対長期資本比率（固定資産が長期資本によって調達されている割合），企業債
残高対事業規模比率（施設を建設する際の借入金の残高の規模），自己資本構成比率（自
己資本が総資本に占める割合），流動比率（事業体の支払能力），累積欠損金比率（単年
度の営業収益に対して累積欠損金が占める割合） 

 

③ 老朽化 

評価のポイント 
高度経済成長期を中心に整備された水道・下水道施設の老朽化の状況を把握することは，
将来の施設の改築等の必要性を判断するうえで重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 
有形固定資産減価償却率（有形固定資産の減価償却の進捗度），法定耐用年数超過
管路率（法定耐用年数を超過した管路延長の割合），管路の更新率（管路の更新ペース） 

下水道 
有形固定資産減価償却率（有形固定資産の減価償却の進捗度），施設の経年化率（管
きょ）（法定耐用年数を超過した管きょ延長の割合），管きょ改善率（管きょの改善
ペース） 
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④ 施設の効率性 

評価のポイント 
水道事業，公共下水道事業において，施設能力に対する利用状況を把握することは，経
営効率を高めるうえで重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 
施設利用率，最大稼働率（水道施設の経済性），固定資産使用効率（固定資産に対する
配水量の割合），有収率＊（配水量に対する有収水量の割合） 

下水道 

施設利用率（処理能力に対する晴天時平均処理水量の割合），1日最大稼働率（雨天時
を含む最大処理水量の割合），固定資産使用効率（固定資産に対する汚水処理水量の割合），
有収率（汚水処理水量に対する有収汚水量），水洗化率（処理区域内人口に対する水洗便
所設置済人口） 

 

⑤ 生産性 

評価のポイント 
水道事業は水道水を生産・供給して得られる水道料金によって，公共下水道事業は下水
道使用料によって運営しているので，その生産性を把握することは，事業の効率性を判断
するうえで重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 職員1人当たり給水収益，有収水量，配水量（職員１人当たりの生産性） 

下水道 職員1人当たり使用料収入，有収汚水量，総処理水量（職員１人当たりの生産性） 

 

⑥ 料金・使用料 

評価のポイント 

水道事業ではおいしい水道水を安全かつ安定的に供給することを目指し，公共下水道事
業では快適で衛生的な市民生活を支えるとともに，集中豪雨等による浸水被害を防ぐな
ど，市民の生命と財産を守るという社会的な責務を果たしつつ，それぞれできる限りお客
さまの負担を減らすことが求められていることから，料金・使用料が適切な水準にあるか
どうかを検証することが重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 
供給単価（お客さまからお支払いいただく水道料金の 1  当たりの収入），1 箇月 10
 当たり家庭用料金，1 箇月 20  当たり家庭用料金（日常生活で使用される程度の水量
の料金） 

下水道 
使用料単価（お客さまからお支払いいただく下水道使用料の1 当たりの収入），1箇
月10  当たり家庭用使用料，1箇月20  当たり家庭用使用料（日常生活で使用される程
度の水量の使用料） 

 

⑦ 費用 

評価のポイント 

水道事業，公共下水道事業の運営には，施設・管路等の維持管理費や減価償却費，施設・
管路等を建設するために借りた資金の利息など，様々な経費が必要となります。効率的な
事業運営をするうえで，費用が適切な水準にあるかどうかを検証することが重要となりま
す。 

業
務
指
標 

水 道 給水原価（維持管理費，資本費：お客さまへ水道水1 をお届けするのに掛かる経費） 

下水道 
汚水処理原価（維持管理費，資本費：お客さまの御家庭等から流される汚水をきれいに
して，川に流すのに掛かる1 当たりの経費） 
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（２）業務指標の選定について 

これまで京都市では，水道，下水道サービスの国際規格である「水道事業ガイドライン」，「下水

道維持管理サービス向上のためのガイドライン」から財務指標を中心とした業務指標を選定していまし

たが，公営企業の全面的な「見える化」を推進することを目的に，平成27年度から策定・公表が行わ

れた総務省の「経営比較分析表」を踏まえ，経営比較分析表に用いられている業務指標（水道・下水道  

各11指標）を網羅するよう，業務指標の再構成を行いました。 

 
事 業 指 標 数 指標選定 

水 道 24指標 
「水道事業ガイドライン」から 21 指標，「下水道維持管理サービス向上
のためのガイドライン(2003年版・2007年版)」に準拠した3指標を選定 

下水道 25指標 
「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン(2003年版・2007年
版)」から15指標（背景情報1指標を含む），「水道事業ガイドライン」
に準拠した10指標を選定 

 

（参考１）ガイドライン 

名 称 制定主体/年月 制 定 理 由 

水道事業ガイドライン 
(公社)日本水道協会 
平成17年1月 

（平成28年3月改正） 

・サービスの向上を目標に，客観性と透明性を 
持って水道事業経営を遂行するため 
・世界に通用するスタンダードが必要 

下水道維持管理サービス向上 
のためのガイドライン 
（2003年版・2007年版） 

(公社)日本下水道協会 
平成15年5月 
平成19年3月 

・維持管理の成果を数値化した業務指標に基 
 づき，業務改善を実施するため 
・指標値の記号，「Fi」は2003年版,「M」,「O」
「U」,「CI」は2007年版のものとなります。 

 平成19年11月にISO/TC224第7回総会が開催され，上記ガイドラインについては，それぞれ国際標準 
規格ISO 24500シリーズとして承認された（平成19年12月発行）。 

 

（参考２）総務省「経営比較分析表」で用いられている業務指標（水道・下水道 各１１指標） 

（区分） 水道事業 公共下水道事業 

１ 経営の健全性・効率性（８指標） 

１－① 経常収支比率（％） 経常収支比率（％） 

１－② 累積欠損金比率（％） 累積欠損金比率（％） 

１－③ 流動比率（％） 流動比率（％） 

１－④ 企業債残高対給水収益比率（％） 企業債残高対事業規模比率（％） 

１－⑤  料金回収率（％）  経費回収率（％） 

１－⑥  給水原価（円）  汚水処理原価（％） 

１－⑦  施設利用率（％）  施設利用率（％） 

１－⑧  有収率＊（％）  水洗化率（％） 

２ 老朽化の状況（３指標） 

２－①  有形固定資産減価償却率（％）  有形固定資産減価償却率（％） 

２－②  管路経年化率（％）  管きょ老朽化率（％） 

２－③  管路更新率（％）  管きょ改善率（％） 
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（３）評価の手法とメリット・デメリット 

 

（４）前年度比較及び大都市比較の計算方法 

 ア 指標値の前年度比較  

   個々の指標で前年度値を100として当年度値を算出し，評価区分ごとに集計し平均化しました。 

  (a) 百分率（％）で表されている指標 

    当年度値 ＝ （当年度データの値 － 前年度データの値）※ ＋100 

        ※前年度の指標値が200％以上の場合，前年度比較の度合いを合わせるため，次のとおり換算を行います。 

・前年度の指標値が200～400％の場合 １／３で換算 

・前年度の指標値が400～600％の場合 １／５で換算 

  (b) 百分率以外で表される指標（回， ／万円など） 

            （当年度データの値－前年度データの値）※ 
                  前年度データの値 
          ※(a)，(b)ともに指標値が「高い方が良い」場合が上記の式，「低い方が良い」場合は「（前年度－当年度）」 

となります。 

 

イ 偏差値による大都市比較 

  個々の指標では，個別データの値と大都市の平均値からバラつきの度合いを示す標準偏差を求め，

偏差値を算出し，評価区分ごとには，これを集計し平均化しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

評価の手法 メリット / デメリット 

指標値の 
前年度比較 

メリット ・前年度からの事業の改善度が判断できる。 

デメリット 
・中・長期的な動きを見ることが必要な指標もあり，前年度から1年間の数値の 
変動だけでは正確な状況把握が難しい場合もある。 

偏差値に 
よる 

大都市比較 

メリット 
・バラつきのある指標値分布の中で，中心からどれぐらい偏っているかが分かる。 
・平均値を50とした相対的な評価で，「全体の中での偏差値・順位」が分かる。 
・単位の異なる指標についても，同一基準での評価が可能となる。 

デメリット 

・相対的な評価であるために，指標値の改善が必ずしも評価結果の改善につながら 
ない。 
・バラつきが少ない指標（例：累積欠損金比率）の場合，指標値でのわずかな差が，
偏差値では大きな差となる可能性がある。 

（算出例）『1箇月10㎥当たり家庭用料金』  
 

標準偏差 ＝ （個別データの値－大都市平均値）2の総和 

データ総数 

    
     ＝ 

 (970-991)2 +(1,320-991) 2 + ……… 

大都市の数 19 ＝
712,138

19 
＝ 193.6 

    

偏差値   ＝ 
10×（ 平均値991 － 個別データ970 ）※

標準偏差 193.6 
＋50 ＝ 51.1 

当年度値 ＝ ×100＋100 

※ 計算結果が「低い方が良い」場合が上記の式，「高い方が良い」場合は「10×(個別データ － 平均値)」 
となります。 
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（５） 記号の説明 

ア 前年度比較と大都市比較の評価基準 

前年度比較では，前年度を100として高い又は低いかを，大都市比較では大都市の数値分布の中

央の値（50）から，どれくらい高い又は低いかを，「澄都（すみと）くん」の表情の違いにより，

次の3段階で評価しました。 

   

 

 

イ 指標の動向を示す記号の意味 

    個々の指標ごとに，その指標の目指すべき方向を白矢印の向きで示しています（ or  ）。 

指標値について，前年度に比べて改善しているときは目指すべき方向と同じ向きの白矢印で，悪

化しているときは逆方向の黒矢印で示しています（     or     ）。また，数値に変動がないとき

は，横向きの白矢印を用いています（   ）。 

 

 

 

 

 

 

 

【指標の目指すべき方向】 【前年度実績との比較】 

指標の値が  前年度の指標値に比べて  

・高い方が良い  
・高い方が良いもの 

数値改善 
 

数値悪化 
 

・低い方が良い  ・低い方が良いもの 

数値改善      

 

数値悪化 
 

   
 
・数値の変動なし  

99未満 
 
45未満

101以上 
 
55以上 

99以上101未満 
 
45以上55未満 

改善度 
 

偏差値

経営⽐較分析表（総務省） 

 公営企業の全⾯的な「⾒える化」を推進することを目的に，総務省の主導のもと，平成27 年度  

（平成26 年度決算）から各公営企業が「経営⽐較分析表」の策定・公表を⾏うこととなりました。

複数の経営指標を組み合わせた分析から，各公営企業が自らの経営の現状や課題等を客観的に把

握することが可能となりました。 

● 京都市の経営比較分析表については，京都市情報館又は京都市上下水道局ホームページを御覧ください。 

（「経営⽐較分析表」で検索） 

● 全国の経営⽐較分析表については，総務省ホームページを御覧ください。 

総務省トップページ→ 政策 → 地⽅⾏財政 → 地方公営企業等 → 経営比較分析表

経常収⽀⽐率 累積⽋損⾦⽐率 

料⾦回収率 給水原価 施設利⽤率

有形固定資産減価償却率 管路経年化率 

1.経営の健全性・効率性

2.⽼朽化の状況 

流動⽐率

「経営比較分析表」の公表（京都市） 

企業債残⾼給⽔収益⽐率

有収率

管路更新率

「債務残高」

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

H23 H24 H25 H26 H27
当該値 612.97 607.75 594.64 581.95 580.11

平均値 243.43 235.04 226.55 220.35 212.16

④企業債残高対給水収益比率(％)
【276.38】

（棒グラフ）
京都市の指標値

（線グラフ）
類似団体平均値
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２　水道事業の経営指標評価

（１）指標値の前年度比較

99未満 99以上101未満 101以上

110

70

90

色塗り 平成2８年度

実線 平成2７年度(100)

前年度を100として

改善度を示しています。

指標値の
改善度

前年度と比べ,「⑤生産性」の評価区分で指標値が向上しました。
夏場の気温が前年度と比べて上昇したことや使用者数の増加による水需要の増加に伴い，有収

水量が増加した一方で，有収率が向上したことから，配水量は前年度に比べ減少しました。これ
に伴い，「④施設の効率性」の指標値は低下しましたが，職員定数の削減により，「⑤生産性」が
向上しました。
有収水量の増加により給水収益は増加したものの，物件費や減価償却費等の各種経費も増加し

たことから，「①収益性」，「⑥料金」及び「⑦費用」は概ね前年度並みとなりました。
また，管路の更新率のスピードアップを進めているものの，法定耐用年数を超えた管路延長の

増加等により「③老朽化」は前年度並みとなり，当年度純利益の確保等により自己資本が増加し
た一方で，企業債残高の増加や一時的な流動負債の増加により「②資産・財務」は低下しました。
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（２）大都市比較から見る京都市の特徴

 

45未満 45以上55未満 55以上

60

0

40

色塗り 平成28年度

実線 大都市の平均値(50)

数値は京都市の

偏差値を示しています。

偏差値

水道事業及び公共下水道事業は，自然条件や地理的条件をはじめ，施設の設備状況などにより，経
営環境が左右されることから，他都市比較や分析を行うに当たっては，地域特性や事業背景が異なる
ことを考慮する必要があります。このため，偏差値による大都市比較は，あくまでも業務を総合的に
判断するための材料の一つであり，都市間の優劣を競うことを目的とするものではありません。
※ 大都市比較は，東京都及び平成28年度における政令指定都市（県が主に事業を行う千葉市，相模
原市を除く。）計19都市で比較しました。

偏差値による大都市比較は，京都市の水道事業の特徴を表すものです。
京都市の水道事業は，安全・安心な水道水を供給するために必要な施設の改築更新などの財

源について，企業債に依存している割合が高いため，「②資産・財務」が低くなっていますが，
「③老朽化」は大都市の平均値を上回っています。
また，鉛製給水管の割合が高いことなどにより,他都市と比べ漏水量が多いことから「④施設

の効率性」が，他の事業体からの水道水の受水の有無（京都市は琵琶湖から原水を取水）など
の事業の運営形態の違い等により「⑤生産性」がそれぞれ低くなっています。
このような中，効率的な事業運営に努め，少ない「⑦費用」で水を供給することにより，平

成25年10月の料金改定実施後も，安価な「⑥料金」を維持し，「①収益性」は大都市の平均値
を上回っています。

20
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（参考）主な都市との偏差値の比較

① 80年 ⑥ 626人 ① 119年 ⑥ 3,552人 ① 129年 ⑥ 1,567人
② 1,950,181人 ⑦ 6,058km ② 13,345,753人 ⑦ 27,792km ② 3,737,293人 ⑦ 9,375km
③ 835,200 /日 ⑧ 5箇所 ③ 6,859,500 /日 ⑧ 11箇所 ③ 1,820,000 /日 ⑧ 3箇所
④ 177,142千 /年 ⑨ 表流水,ダム ④ 1,469,240千 /年 ⑨ ダム，表流水 ④ 378,919千 /年 ⑨ 受水，ダム

⑤ 37,554,630千円 ⑩ 0% ⑤ 287,211,488千円 地下水　他 ⑤ 64,544,393千円 表流水

⑩ 0% ⑩ 47.9%

① 102年 ⑥ 1,292人 ① 105年 ⑥ 680人 ① 122年 ⑥ 1,428人
② 2,436,411人 ⑦ 8,559km ② 1,457,318人 ⑦ 3,930km ② 2,704,557人 ⑦ 5,231km
③ 1,424,000 /日 ⑧ 3箇所 ③ 771,000 /日 ⑧ 3箇所 ③ 2,430,000 /日 ⑧ 3箇所
④ 261,574千 /年 ⑨ 表流水，ダム ④ 165,842千 /年 ⑨ 表流水 ④ 371,965千 /年 ⑨ 表流水

⑤ 41,887,468千円 ⑩ 0% ⑤ 27,582,646千円 ⑩ 0% ⑤ 59,693,975千円 ⑩ 0%

① 116年 ⑥ 687人 ① 118年 ⑥ 640人 ① 94年 ⑥ 507人
② 1,527,541人 ⑦ 5,155km ② 1,229,392人 ⑦ 4,817km ② 1,507,696人 ⑦ 4,177km
③ 861,901 /日 ⑧ 6箇所 ③ 626,001 /日 ⑧ 9箇所 ③ 777,787 /日 ⑧ 5箇所
④ 173,437千 /年 ⑨ 表流水，ダム ④ 127,414千 /年 ⑨ 表流水，ダム ④ 143,402千 /年 ⑨ 表流水，ダム

⑤ 30,053,082千円 受水 ⑤ 19,147,669千円 伏流水，受水他 ⑤ 31,329,982千円 受水，地下水他

⑩ 92.8% ⑩ 12.5% ⑩ 33.4%

0

25

50

75

広島市

0

25

50

75

福岡市

0

25

50

75

大阪市

水道事業背景情報（凡例） 平成２８年度末時点

①供用開始後経過年数 ②現在給水人口 ③給水能力 ④年間総有収水量 ⑤給水収益

⑥職員数 ⑦導送配水管延長 ⑧浄水場数 ⑨水源の種類 ⑩給水量に占める受水量の割合

他の都市と比べてみよう。

0

25

50

75

札幌市

0

25

50

75

東京都

0

25

50

75

横浜市

0

25

50

75

神戸市

0

25

50

75

名古屋市

0

25

50

75

京都市収益性

資産・財務

老朽化

施設の効率性生産性

料金

費用
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（３）評価区分別データとまとめ
　ア　評価区分別　数値データ一覧

単位
目指すべき
方　　向

偏差値 備考※

121.1 56.1

(121.3) (57.2)

113.8 55.0

(113.8) (55.3)

0.103 43.7

(0.105) (44.1)

74.5 39.5

(77.3) (40.1)

585.7 24.8

(580.1) (25.4)

43.2 25.5

(42.2) (25.9)

89.1 36.4

(101.3) (37.3)

0.0 －

(0.0) (-)

46.5 54.0

(46.0) (53.5)

18.3 51.2

(17.4) (50.7)

1.0 50.1

(0.9) (49.0)

65.2 54.0

(66.1) (56.4)

69.6 51.6

(71.6) (53.5)

6.4 42.1

(6.6) (43.0)

90.4 44.1

(88.7) (34.9)

49,431 43.6

(47,706) (43.2)

297 43.9

(287) (43.4)

329 44.5

(324) (44.4)

166.3 50.8

(166.2) (50.9)

970 51.1

(970) (51.1)

2,740 48.5

(2,740) (48.5)

146.1 53.9

(146.0) (54.2)

 77.4 54.7

(76.2) (55.6)

68.7 49.9

(69.8) (49.3)

※　備考欄で同じ記号の指標は，相互に関連するものであり，併せて見る必要があります。

％

⑤
生
産
性

 職員1人当たり配水量 千㎥/人

 

 最大稼働率 ％
 

④
施
設
の
効
率
性

 固定資産使用効率 ㎥/万円

 施設利用率 ％

③
老
朽
化

 有収率＊

☆

 1箇月10 当たり家庭用料金  円  

 1箇月20 当たり家庭用料金  円  

☆

 給水原価（維持管理費） 円/㎥

％

 職員1人当たり給水収益 千円/人

 職員1人当たり有収水量 千㎥/人

⑦
費
用

 給水原価 円/㎥

⑥
料
金

 供給単価 円/㎥

 給水原価（資本費） 円/㎥

％

 法定耐用年数超過管路率 ％

 流動比率 ％

 給水収益に対する企業債残高の割合 ％

 自己資本構成比率 ％

☆

 固定資産回転率 回

 企業債償還元金対減価償却費比率

 管路の更新率 ％

 累積欠損金比率 ％

業務指標名 指標値

①
収
益
性

 経常収支比率 ％

 料金回収率 ％

②
資
産
・
財
務

 有形固定資産減価償却率

上段28年度

（下段27年度）
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イ 評価結果のまとめと今後の方向性 

 

① 収 益 性 

結
果 

・夏場の気温が前年度と比べて上昇したことや使用者数の増加による水需要の
増加に伴い，給水収益は増加したものの，物件費，減価償却費等の支出が増加
したことによりやや「経常収支比率」が低下しました。 
・水道管の更新等により固定資産が増加したことから，「固定資産回転率」が
低下しました。 

方
向
性 

・今後も水需要の減少傾向が続くことが予想されるため，営業所の再編など，
経営の効率化を図り，各種経費の削減を進めます。 

・「第５期効率化推進計画」による組織の再編に併せた資産の売却・貸付など，
新たな増収策を検討・実施します。 

② 資産・財務 

結
果 

・「給水収益に対する企業債残高の割合」は，企業債残高が増加したことによ
り，上昇しました。 
・「自己資本構成比率」は，当年度純利益の確保や一般会計からの出資金の収
入などにより向上しました。 

方
向
性 

・料金改定による利益を老朽化した水道管の更新財源に充てるとともに，施設
規模の適正化による投資の抑制を図り，財務体質の強化に努めます。 

③ 老 朽 化 

結
果 

・「管路の更新率」は，更新のスピードアップに努めた結果，向上しましたが，
「有形固定資産減価償却率」，「法定耐用年数超過管路率」は，前年に引き続き
上昇しました。 

方
向
性 

・「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，将来にわたって安全・安心な水
道水を安定的に供給するため，必要な改築更新を進めていきます。 

④ 施 設 の 
 効 率 性 

結
果 

・鉛製給水管の取替えや配水管の更新事業の推進等により「有収率＊」が向上
した結果，前年度と比べ配水量が減少したため，「施設利用率」，「最大稼働率」，
「固定資産使用効率」は低下しました。 

方
向
性 

・漏水対策として，老朽化している水道管の更新とともに，道路部分に残存す
る鉛製給水管を全て解消し，更なる有収率の向上に努めます。 

・松ケ崎浄水場の一部施設の廃止など，水需要に見合った施設規模の適正化を
進めます。 

⑤ 生 産 性 

結
果 

・経営の効率化などによる，職員定数の削減を進めたことにより，「職員１人
当たり給水収益」，「職員１人当たり有収水量」，「職員１人当たり配水量」のす
べての指標が向上しました。 

方
向
性 

・「第５期効率化推進計画」に基づき，組織・業務の見直しや民間にノウハウ
が蓄積されている業務について，積極的に民間活力の導入を図るなど、更なる
職員定数の削減を進めます。 

⑥ 料  金 

結
果 

・１立方メートル当たりの水道水の平均価格を示す「供給単価」は，前年度と
比べ微増しましたが，他都市と比べて安価な料金水準を維持しています。 

方
向
性 

・経営の効率化をさらに進め，引き続き「他都市に比べ安価な料金水準」を維
持します。 

⑦ 費  用 

結
果 

・物件費や減価償却費が増加したことから１立方メートル当たりの給水コスト
を示す「給水原価」は，前年度と比べ微増しましたが，他都市と比べて安価な
料金で水道水を供給しています。 

方
向
性 

・営業所の再編など，組織・業務の見直しを図ることにより，更なる経営の効
率化を推進し，各種経費の削減を進めます。 
・自己資金の活用により企業債発行の抑制を図り，支払利息等の削減を図りま
す。 
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３　公共下水道事業の経営指標評価
（１）指標値の前年度比較

99未満 99以上101未満 101以上

前年度と比べ，7つのうち「①収益性」，「⑤生産性」，「⑦費用」の３つの評価区分で指標
値が向上しました。
前年度と比べ職員定数を削減したことにより「⑤生産性」が向上しましたが，処理水量の減

少等により「④施設の効率性」は低下しました。
有収汚水量が前年度と比べ増加したことに伴い下水道使用料収入が増加したこと，支払利息

等が減少したことにより，「①収益性」と「⑦費用」は改善し，「⑥使用料」は，前年度並み
となりました。
また，「③老朽化」は，法定耐用年数を超えた管きょ延長の増加等により前年度と比べ低下

しましたが，「②資産・財務」は，引き続き企業債残高の縮減など財務体質の強化に努め，前
年比で横ばいとなりました。

110

70

90

色塗り 平成28年度

実線 平成27年度(100)

前年度を100として

改善度を示しています。

指標値の
改善度
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（２）大都市比較から見る京都市の特徴

 

　偏差値による大都市比較は，京都市の公共下水道事業の特徴を表すものです。
　京都市の公共下水道事業は，これまでの経営効率化，財政基盤の強化などの取組により
「②資産・財務」が高くなっていますが，事業開始からの経過年数が大都市平均を上回って
いることなどにより「③老朽化」が低くなっています。
　また，他都市と比べ合流式下水道の割合が高く，下水道使用料の対象とならない雨水の流
入量が多いことなどにより「⑤生産性」は低くなっていますが，施設規模の適正化を図るこ
とにより「④施設の効率性」は高くなっています。
　このような中，効率的な事業運営に努め，「⑦費用」を抑え，平成25年10月に平均△3.0
パーセントの改定を行うなど，安価な「⑥使用料」を維持し，「①収益性」は大都市の平均
値を上回っています。

45未満 45以上55未満 55以上

色塗り 平成28年度

実線 大都市の平均値(50)

数値は京都市の

偏差値を示しています。

偏差値

水道事業及び公共下水道事業は，自然条件や地理的条件をはじめ，施設の設備状況などにより，経
営環境が左右されることから，他都市比較や分析を行うに当たっては，地域特性や事業背景が異なる
ことを考慮する必要があります。このため，偏差値による大都市比較は，あくまでも業務を総合的に
判断するための材料の一つであり，都市間の優劣を競うことを目的とするものではありません。
※ 大都市比較は，東京都及び平成28年度における政令指定都市計21都市で比較しました。

0

70

40

20
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（参考）主な都市との偏差値の比較

① 59年 ⑥ 487人 ① 105年 ⑥ 2,145人 ① 66年 ⑥ 823人

② 1,932,394人 ⑦ 2,019km ② 9,329,218人 ⑦ 1,927km ② 3,734,434人 ⑦ 5,034km

③ 1,173,800 /日 ⑧ 2,068km ③ 6,349,000 /日 ⑧ 1,766km ③ 2,244,450 /日 ⑧ 3,648km

④ 367,520千 /年 ⑨ 4,048km ④ 1,645,322千 /年 ⑨ 12,367km ④ 577,435千 /年 ⑨ 3,179km

⑤ 19,363,870千円 ⑩ 10箇所 ⑤ 157,738,544千円 ⑩ 14箇所 ⑤ 56,019,690千円 ⑩ 11箇所

① 109年 ⑥ 972人 ① 86年 ⑥ 521人 ① 105年 ⑥ 410人

② 2,258,000人 ⑦ 2,721km ② 1,402,585人 ⑦ 2,108km ② 2,692,734人 ⑦ 61km

③ 1,910,500 /日 ⑧ 87km ③ 1,305,000 /日 ⑧ 165km ③ 2,722,000 /日 ⑧ 53km

④ 432,102千 /年 ⑨ 5,041km ④ 360,836千 /年 ⑨ 1,831km ④ 619,930千 /年 ⑨ 4,840km

⑤ 31,158,620千円 ⑩ 15箇所 ⑤ 22,227,683千円 ⑩ 4箇所 ⑤ 38,550,999千円 ⑩ 13箇所

① 65年 ⑥ 334人 ① 65年 ⑥ 377人 ① 86年 ⑥ 275人

② 1,505,750人 ⑦ 3,902km ② 1,119,200人 ⑦ 2,126km ② 1,511,100人 ⑦ 3,441km

③ 700,200 /日 ⑧ 655km ③ 506,615 /日 ⑧ 1,439km ③ 704,200 /日 ⑧ 3,003km

④ 179,729千 /年 ⑨ 90km ④ 164,359千 /年 ⑨ 864km ④ 220,539千 /年 ⑨ 700km

⑤ 18,716,422千円 ⑩ 6箇所 ⑤ 19,849,342千円 ⑩ 6箇所 ⑤ 27,922,479千円 ⑩ 6箇所

下水道事業背景情報（凡例） 平成28年度末時点

①建設事業開始後経過年数 ②現在処理区域内人口 ③現在処理能力 ④年間総処理水量

⑤下水道使用料収入 ⑥職員数 ⑦汚水管延長 ⑧雨水管延長 ⑨合流管延長 ⑩終末処理場数

他の都市と比べてみよう。

0

25

50

75

京都市

0

25

50

75 札幌市

0

25

50

75 東京都

0

25

50

75 横浜市

0

25

50

75 名古屋市

0

25

50

75 大阪市

0

25

50

75 神戸市

0

25

50

75 広島市

0

25

50

75 福岡市

収益性

資産・財務

老朽化

施設の効率性生産性

使用料

費用
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（３）評価区分別データとまとめ
　ア　評価区分別　数値データ一覧

単位
目指すべき
方　　向

偏差値 備考※

110.8 59.0
(110.2) (57.0)
120.8 59.7
(119.1) (52.7)
0.060 63.5
(0.060) (63.7)
101.5 52.9
(101.1) (56.0)
519.8 58.2
(539.3) (58.0)
54.8 49.1
(53.9) (49.4)
73.6 52.5
(78.1) (55.5)
0.0 52.2
(0.0) (52.2)
49.9 40.2
(48.6) (40.1)
14.6 39.7
(12.5) (41.2)
0.5 48.5
(0.3) (51.1)
59.1 45.3
(59.8) (46.2)
94.5 57.6
(96.0) (59.1)
5.20 66.3
(5.28) (66.0)
56.6 31.3
(55.7) (31.2)
99.2 55.0
(99.1) (55.0)
60,238 39.8
(57,805) (39.2)
492 42.0
(473) (41.5)
978 46.9
(966) (46.5)
122.4 57.9
(122.3) (58.0)
700 55.2
(700) (55.3)
1,830 53.9
(1,830) (54.3)
101.3 61.5
(102.7) (59.0)

 44.8 63.6
(44.9) (61.8)
56.5 58.6
(57.8) (56.7)

※　備考欄で同じ記号の指標は，相互に関連するものであり，併せて見る必要があります。

％

④
施
設
の
効
率
性

％

 経常収支比率

③
老
朽
化

 有形固定資産減価償却率 ％

 施設の経年化率（管きょ） ％

 管きょ改善率 ％

 職員1人当たり使用料収入

 職員1人当たり総処理水量

業務指標名

⑤
生
産
性

 1日最大稼働率

①
収
益
性

 累積欠損金比率

 自己資本構成比率

②
資
産
・
財
務

 企業債残高対事業規模比率

 施設利用率

 水洗化率

 1箇月10 当たり家庭用使用料

⑥
使
用
料

 

円/ 

円

円/ 

円/ 

円

⑦
費
用

 汚水処理原価

 汚水処理原価（維持管理費）

 汚水処理原価（資本費）

 1箇月20 当たり家庭用使用料

 

 

 

 

 使用料単価 円/ 

％

回

 流動比率

 固定資産対長期資本比率

 職員1人当たり有収汚水量

 /万円 固定資産使用効率

千 /人

％

％

％

 有収率＊

千円/人

千 /人

 

 経費回収率

 固定資産回転率

％

％

指標値

 

％

％

％

上段 28年度

（下段 27年度）
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イ 評価結果のまとめと今後の方向性 

① 収 益 性 

結
果 

・夏場の気温が前年度と比べて上昇したことや使用者数の増加による水需
要の増加に伴い，下水道使用料収入が増加したことに加え，減価償却費や
支払利息等の支出の削減に努めたことにより，「経常収支比率」，「経費回収
率」が改善しました。 

方
向
性 

・今後も水需要の減少傾向が予想されるため，水環境保全センターの運転
管理業務の委託化など，経営の効率化を図り，各種経費の削減を進めます。
・有効活用可能な資産の売却・貸付など，新たな増収策を検討・実施しま
す。 

② 資産・財務 

結
果 

・企業債残高を縮減するなど財務体質の強化に努めた結果，「自己資本構成
比率」，「企業債残高対事業規模比率」が向上しました。 

方
向
性 

・企業債残高を縮減し，財務体質を強化するとともに，将来の利息負担の
軽減を図ります。 
・施設規模の適正化による投資の抑制を図り，財務体質の強化に努めます。

③ 老 朽 化 

結
果 

・「有形固定資産減価償却率」，「施設の経年化率（管きょ）」は，前年に引き続
き上昇しました。 
・「管きょ改善率」は，前年度と比べ上昇しました。 

方
向
性 

・「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，老朽化した管路施設や重要な
管路施設を対象として改築及び耐震化を進めます。 

④ 施 設 の 
 効 率 性 

結
果 

・「固定資産使用効率」について，他都市と比べて処理水量に対する固定資
産の規模が小さく，必要な施設整備を効率的に行ってきたと言えます。 

方
向
性 

・施設マネジメントの実践により，老朽化した管きょに対し計画的な点検
を行うとともに，効率的な改築更新を進めます。 

・施設規模の適正化を図り，より効率的な施設体系を構築します。 

⑤ 生 産 性 

結
果 

・経営の効率化などによる，職員定数の削減を進めたことにより，「職員１人
当たり使用料収入」，「職員 1 人当たり総処理水量」，「職員 1 人当たり有収
汚水量」はそれぞれ前年度と比べ改善しました。 

方
向
性 

・第５期効率化推進計画に基づき，組織・業務の見直しや民間にノウハウ
が蓄積されている業務について，積極的に民間活力の導入を図るなど，更
なる職員定数の削減を進めます。 

⑥ 使 用 料 

結
果 

・１立方メートル当たりの下水道使用にかかる平均価格を示す「使用料単
価」は，前年度と比べ上昇しました。 
・他都市と比べ，安価な使用料水準を維持しています。 

方
向
性 

・経営の効率化を推進し，使用料改定後も引き続き「他都市に比べ安価な
使用料水準」を維持します。 

⑦ 費  用 

結
果 

・支払利息等の削減に努めた結果，１立方メートル当たりの汚水処理コス
トを示す「汚水処理原価」は低下しました。 

方
向
性 

・引き続き経営の効率化を図り，各種経費の削減を進めます。 
・施設規模の適正化により，老朽化した施設への再投資額を抑制し，減価
償却費及び支払利息等の削減を図ります。 
・自己資金の活用により企業債の発行を抑制し，支払利息等の削減を図ります。
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４ 評価区分ごとの分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここから，経営指標値の評価結果を掲載します。 

まず，評価の見方を確認しましょう！ 

評価区分を記載しています。 

①から⑦まであります。 

上段は，過去５箇年の指標値を掲載

しています。 

下段は，前の年度に対して，数値が

改善したのか（白矢印），悪化したの

か（⿊⽮印）を表⽰しています（P13

を参照ください）。 

なお，平成26年度は，会計制度の⾒

直し前後の基準でそれぞれ指標値を算

定しています。 

※左右で同じ数値の場合は，⾒直しに

よる影響がない（又は影響が僅かであ

る）ことを表しています。 

ガイドラインNo.，指標名を記載して

います（詳細はP120 を参照くださ

い）。準拠した水道・下水道のガイドラ

インNo.は括弧書きで示しています。 

指標の目指すべき方向性を上下方向

の矢印で記載しています。 

関連する指標同士を同じ記号で示し

ています。 

評価結果について指標値を中心に分

析しています。特に重要な箇所に下線

を引いて示しています。 

平成2８年度の指標値を記載しています。 

「偏差値，順位」では，上段に偏差値を，下段に各指標ごとの

順位を記載し，大都市（水道19都市，下水道21都市）の中での

京都市の位置を示しています。

ポイント

ポイント 

ポイント 

指標値の推移を確認することがポイントですね！ 

-24-



（１）水道事業

① 収 益 性

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

101.2 107.2 111.6 121.0 121.3 121.1 56.1

  ％   ％   ％ ％ ％ ％ 6位

93.9 99.2 103.0 113.1 113.8 113.8 55.0

％ ％   ％ ％ ％ ％ 8位

0.100 0.105 0.106 0.106 0.105 0.103 43.7

回 回   回 回 回 回 13位

☆は同じ記号で関連する指標を示しています。〈☆⑥料金「供給単価」(P30)，☆⑦費用「給水原価」(P31)〉

＜評価結果の分析＞

平成28年度

☆

平成25年度平成24年度

 C113
料金回収率

平成27年度

 C122
固定資産
回転率

(営業収益－受託工事収益)/[（期首固定資産+期末固定資産）/2]

指標の説明

「経常収支比率」は，給水収益が前年度と比べ増加したものの，物件費，減価償却費等の支出
も増加したことにより，前年度と比べ0.2ポイント低下し，121.1パーセントとなりました。今
後は，さらなる効率化の推進など，経常費用の削減を図ります。

「料金回収率」は，供給単価，給水原価がともに前年度と比べ僅かに増加したことにより，前
年度から横ばいの113.8パーセントとなりました。指標値が100パーセントを上回っていること
から，必要な経費を水道料金収入で確保できていることが分かります。

水道管の更新のスピードアップ等により固定資産が増加したことから，「固定資産回転率」
は，前年度に比べ0.002ポイント低下しました。今後も，節水型社会の定着に加え，人口減少
により水需要の減少傾向が続くことが予想されるため，平成29年度に松ケ崎浄水場のちんでん
池の一部を廃止するなど，水需要に見合った施設規模の適正化を進めます。

●

●

●

（供給単価／給水原価）×100

　給水に係る費用のうち，水道料金で回収している
割合で，経営状況の健全性を示し，高い方が良い。
※100％以上であれば，給水収益で水の供給に要する経費を賄
えていることを示す。

　固定資産に対する営業収益の割合により，1年間
に固定資産の何倍の営業収益があったかを示す。
高い方が固定資産が有効に稼働していると言える。
※未稼働資産がある場合には注意を要する。

 C102
経常
収支比率

算　出　式
指標名・目指すべき方向

　経常費用が経常収益でどの程度賄われているか
を示す。高い方が経常利益の割合が多い。
※100％以上であれば，経常収益で経常費用を賄えており，黒字
であると言える。

〔(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費用)〕×100

平成26年度

水道事業の収益性は
どうなっているんだろう。

繰⼊⾦への依存度を⽰す指標として繰⼊⾦⽐率
がありますが，そのうち維持管理費に充てる繰⼊⾦
の割合を⽰す指数が「繰⼊⾦⽐率（収益的収⼊
分）」，投資的経費に充てる繰⼊⾦の割合を⽰す指
数が「繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分）」です。
京都市では，国の基準で一般会計が負担すべきと
されている経費等を繰り⼊れており，⽔道料⾦を財
源とした独⽴採算による健全な経営が維持できてい
ます。

○繰⼊⾦⽐率

収益的収入分
（損益勘定繰⼊⾦／収益的収⼊）×100

０.２％
資本的収入分
（資本勘定繰⼊⾦／資本的収⼊）×100

７.8％

繰⼊⾦への依存度
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② 資産・財務

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

120.4 76.8 76.5 76.1 77.3 74.5 39.5

％ ％   ％ ％ ％ ％ 17位

607.8 594.6 582.0 582.0 580.1 585.7 24.8

％ ％ ％ ％ ％ ％
19位

42.2 42.2 43.2 41.3 42.2 43.2 25.5

％ ％ ％ ％ ％ ％ 19位

234.4 220.5 261.9 85.4 101.3 89.1 36.4

％ ％ ％ ％ ％ ％ 19位

0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 －

％ ％ ％ ％ ％ ％
－

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

●

　営業収益に対する累積欠損金の割合を示す。事
業の経営状況の健全性により，一概にどの程度まで
の累積欠損金が許容されるかの目安はないが，で
きる限り低い方が望ましい。
※平成28年度末時点で，本市含め全大都市で0.0％であったた
め，偏差値・順位を－としている。

　総資本に占める自己資本の割合から財務の健全
性を示す。事業の安定化のため，高い方が良い。
※水道事業ガイドラインの改正により，「繰延収益」を分子に算入
することとなった。

（企業債残高／給水収益）×100

　給水収益に対する企業債残高の割合を示す。低
いほど効率的と言える。
※平成28年度の指標値585.7％とは，1年間に得られる給水収益
に対して，約6年分の企業債残高があることを示している。

「企業債償還元金対減価償却費比率」は，施設，設備等の減価償却費が増加したことから，
前年度と比べ2.8ポイント改善しました。また，「給水収益に対する企業債残高の割合」は，
企業債残高の増加（21.5億円）により，前年度と比べ5.6ポイント上昇しました。

「自己資本構成比率」は，当年度純利益を確保したことに加え，一般会計からの出資金の収
入などにより自己資本が増加したため，前年度と比べ1.0ポイント向上し，43.2パーセントと
なりました。

１年以内に返済期限が到来する企業債が増加したことから，「流動比率」は，前年度と比べ
12.2ポイント低下し，89.1％と悪化はしているものの，資金については平成29年度予算にお
いて措置しているため，資金不足は発生しません。

「累積欠損金比率」は，引き続き0パーセントとなっており，累積欠損金は発生しておりませ
ん。

「①収益性」,「⑥料金」で示すように，京都市では少ない繰入金の下で料金設定を低く抑え
ています。施設や管路の建設・更新には多額の経費を要しますが，安価な料金の下，減価償
却費で回収する自己資金のほとんどは過去に借り入れた企業債の返済に充てられています。
そのため，新たな建設改良事業に充てる財源の多くを企業債で調達せざるを得ないことか
ら，「②資産・財務」の指標値は全体的に低くなっています。料金改定による利益を建設財
源に充てるとともに，施設マネジメントの実践により，投資を抑制し，財務体質の強化を図
ります。

　短期債務に対する支払能力を示し，高い方が良
い。

〔当年度未処理欠損金/（営業収益－受託工事収益）〕×100

(流動資産/流動負債)×100

 C118
流動比率

 C112
給水収益に対する
企業債残高の割合

 C119
自己資本
構成比率

 C104
累積欠損金比率

〔(資本金＋剰余金＋評価差額など＋繰延収益)/負債・資本合計〕×100

指標の説明

算　出　式
指標名・目指すべき方向

(建設改良のための企業債償還元金/当年度減価償却費)×100

平成25年度平成24年度

 C121
企業債償還元金対
減価償却費比率

　投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る
指標で，低い方が良い。

平成26年度

平成28年度平成27年度

ここでは，水道事業の
財務体質を確認するよ。
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③ 老 朽 化

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

43.8 44.4 45.2 45.2 46.0 46.5 54.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ 8位

13.6 14.7 16.0 16.0 17.4 18.3 51.2

％ ％ ％ ％ ％ ％ 8位

0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 50.1

％ ％

％ ％

％

％

9位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

指標の説明
算　出　式

(Fi3)
有形固定資産
減価償却率

　有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却が
どの程度進んでいるかを表す指標で，資産の老朽
化度合を示している。低い方が良い。

（有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100

指標名・目指すべき方向 平成24年度 平成25年度
平成26年度

平成28年度平成27年度

「有形固定資産減価償却率」は，前年度と比べ0.5ポイント上昇し，46.5パーセントとなりま
した。平成22年度から連続して上昇しており，施設の老朽化が進んでいることが分かります。
可能な限り既存施設を有効活用しつつ，必要な改築更新を進めます。

「法定耐用年数超過管路率」は，前年度と比べ0.9ポイント上昇し，18.3パーセントとなりま
した。今後，昭和40年代から50年代初めにかけて布設した大量の配水管が更新時期を迎えるた
め，更新のスピードアップが喫契の課題となっています。「中期経営プラン（2013-2017）」
に基づき，将来にわたって安全・安心な水道水を安定的に供給するために，計画的・効率的な
更新を進めます。

「管路の更新率」は，前年度と比べ0.1ポイント向上し，1.0パーセント（配水管更新率は
1.1％）となりました。「中期経営プラン（2013-2017）」では，配水管更新のスピードアップ
（平成24年度0.5％→平成29年度1.2％）を掲げ，財源の一部を確保するため，平成25年度10月
に実施した料金改定において，水道料金に新たに資産維持費を導入しました。更新の際には，
耐震性や耐久性に優れ，100年以上の長寿命が期待できる最新の高機能ダクタイル鋳鉄管＊を使
用するなど，効率的な更新を進めています。

 B503
法定耐用年数
超過管路率

　法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示した
指標で，管路の老朽化度合を示している。低い方が
良い。

（法定耐用年数を超過した管路延長/管路延長）×100

 B504
管路の更新率

　当該年度に更新した管路延長（送水管・導水管・
配水管・補助配水管の合計）の割合を表した指標
で，管路の更新ペースや状況を把握できる。一般的
には高い方が望ましい。
※更新率については，管路の実耐用年数と更新に係る事業費
の平準化を勘案し，設定している。

（当該年度に更新した管路延長/管路延長）×100

水道施設の老朽化の状況は

どうなっているのかな。

配⽔管の布設年度

京都市の⽔道事業は，明治45年
に給⽔を開始し，平成28年度末で
105年を迎えました。
⾼度経済成⻑期を中⼼に施設整

備を進めてきたため，昭和40 50
年代が配⽔管の布設延⻑のピーク
となっています。
これらの管路施設が更新時期を

迎えるため，更新のスピードアッ
プを図ることが喫契の課題となっ
ています。
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④ 施設の効率性

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

69.9 68.9 67.4 67.4 66.1 65.2 54.0

％  ％ ％ ％ ％ ％ 7位

76.2 75.0 73.2 73.2 71.6 69.6 51.6

％ ％ ％ ％ ％ ％
9位

7.3 7.0 6.8 6.8 6.6 6.4 42.1

㎥/万円 ㎥/万円 ㎥/万円 ㎥/万円 ㎥/万円 ㎥/万円 17位

86.7 87.3 87.3 87.3 88.7 90.4 44.1

％ ％ ％ ％ ％ ％ 16位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。

＜評価結果の分析＞

●

●

●

平成28年度指標名・目指すべき方向 平成25年度平成24年度
平成26年度

平成27年度

(1日最大配水量/施設能力)×100

算　出　式
指標の説明

　1日当たりの施設能力に対する最大配水量の割
合から水道施設の効率性を示す。一般的には，高
いほど効率的とされる。
※100％に近い場合には施設能力に余裕がなくなることから，安
定給水に問題を残しているとも言える。

(1日平均配水量/施設能力)×100

　1日当たりの施設能力に対する平均配水量の割
合から，水道施設の効率性を総括的に判断する。
一般的には，高いほど効率的とされる。 

 
 B105
最大稼働率

 B104
施設利用率

前年度と比べ，1日平均配水量，1日最大配水量ともに減少した結果，「施設利用率」は前年
度に比べ1.1ポイント低下し，65.2パーセント，「最大稼働率」は前年度に比べ2.0ポイント
低下し，69.6パーセントとなりました。今後も，節水型社会の定着に加え，人口減少により
有収水量の減少傾向が続くことが予想される中，施設の改築更新時の浄水能力確保や，災害
時等の予備力確保を考慮した上で，施設の効率性を高めるべく，施設規模の適正化を図りま
す。なお，平成29年度に松ケ崎浄水場のちんでん池の一部を廃止することで，施設規模の適
正化を図ることとしています。

「固定資産使用効率」は，年間配水量が減少し，かつ，有形固定資産が増加したため，前年
度と比べ1万円当たり0.2立方メートル低下し，6.4立方メートルとなりました。

給水された水道水がどの程度収益につながっているかを示す「有収率」は，鉛製給水管の取
替えや配水管の更新事業の推進等により，漏水量が減少したことから，前年度と比べ1.7ポイ
ント向上し，90.4パーセントとなりました。有収水量のピーク時の平成2年と比較すると，有
収率は9.1ポイント向上しており，長期的には着実に上昇していますが，依然，漏水量が配水
量の4.7パーセントを占めています。引き続き，老朽化した配水管の布設替えに加え，潜在漏
水調査，迅速な漏水修繕工事，鉛製給水管の取替え等の漏水対策に取り組むなど，更なる有
収率の向上に努めていきます。

　有形固定資産に対する年間総配水量の割合で
あり，高いほど施設が効率的なことを意味する。

　年間の配水量に対する有収水量（料金収入の対
象水量）の割合を示すもので，水道施設及び給水
装置を通して供給される水がどの程度収益につな
がっているかを示す。高いほど良い。

(年間有収水量/年間配水量)×100

(年間配水量/有形固定資産)×10,000

 C123
固定資産
使用効率

 B112
有収率＊

施設は効率的に
使用されているのかな。
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⑤ 生 産 性

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

42,464 44,911 46,337 46,337 47,706 49,431 43.6

千円/人 千円/人 千円/人 千円/人 千円/人 千円/人 13位

278 282 279 279 287 297 43.9

 千 /人 千 /人 千㎥/人 千㎥/人 千㎥/人 千㎥/人 14位

321 323 319 319 324 329 44.5

千 /人 千 /人 千㎥/人 千㎥/人 千㎥/人 千㎥/人 14位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

年間配水量／損益勘定所属職員数

　職員1人当たりの生産性について，配水量を基準
として把握するための指標高いほど職員1人当たり
の生産性が高い。
※業務委託や受水の有無など事業背景を考慮する必要がある。

　職員1人当たりの生産性について，有収水量を基
準として把握するための指標。高いほど職員1人当
たりの生産性が高い。
※業務委託や受水の有無など事業背景を考慮する必要がある。

 (C124)
職員1人当たり
配水量

平成27年度
平成26年度

平成28年度

生産性の指標は，職員数に対する「給水収益」，「有収水量」，「配水量」の相対的比率であ
り，一概にこれらのみで比較するものではなく，給水コストとの関係に留意する必要がありま
す。また，この数値は，水需要の変動など事業を取り巻く環境や，業務の委託，用水供給事業
体からの水道水の受水※の有無など事業の運営形態の影響を大きく受けます。

職員定数の削減を進めたことにより，「職員1人当たり給水収益」は172万5千円，「職員1人当
たり有収水量」は10千立方メートル，「職員1人当たり配水量」は5千立方メートルそれぞれ前
年度に比べ向上しました。

平成8年度から継続して効率化推進計画を着実に推進し，平成28年度までに水道事業全体で412
名の職員数を削減してきました。今後も「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，更なる
経営の効率化を進めていきます。

※用水供給事業体から受水している大都市は11都市（仙台市，さいたま市，川崎市，横浜市，新潟市，浜松市，
堺市，神戸市，岡山市，広島市，福岡市）あります。

平成24年度

 C107
職員1人当たり
給水収益

 C124
職員1人当たり
有収水量

算　出　式
指標名・目指すべき方向

指標の説明

算出式の損益勘定所属職員数とは，維持管理部門に従事する職員数であり，年度末の職員数である。

給水収益／損益勘定所属職員数

　職員1人当たりの生産性について，給水収益を基
準として把握するための指標。高いほど職員1人当
たりの生産性が高い。
※業務委託や受水の有無など事業背景を考慮する必要がある。

平成25年度

年間総有収水量／損益勘定所属職員数

職員1人当たりの
生産性をチェックするよ。

上記の指標について，分⺟に「委託料を平均給与で割ることにより職員数に換算した値と

損益勘定所属職員数との合計」を使用すると以下のようになります。

○ 職員1人当たり給水収益 36,970千円/人 大都市順位 ６位 偏差値 52.9

○ 職員1⼈当たり有収⽔量 222千 /人 大都市順位 ６位 偏差値 52.0

○ 職員1⼈当たり配⽔量 246千 /人 大都市順位 6位 偏差値 52.7

委託料を含めて算出した場合，京都市においては，⼤都市の中では職員1⼈当たりの⽣産性が

比較的高くなります。

委託を考慮した生産性
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⑥ 料　金

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

152.5 159.5 166.3 166.3 166.2 166.3 50.8

円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 12位

870 970 970 970 970 970 51.1

円 円 円 円 円 円 8位

2,490 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 48.5

円 円 円 円 円 円 13位

☆ は同じ記号で関連する指標を示しています。〈☆①収益性「料金回収率」(P25)，☆⑦費用「給水原価」(P31)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

☆

 

　世帯人数2～3人の平均的な世帯の１箇月の使用
水量を想定している。お客さまサービスの観点から
は低い方が良い。
※適正な料金設定の考え方については上記に同じ。

－

 

　有収水量1 当たり，どれだけの収益を得ている
かを示す。低い単価で水道水を供給する方が望ま
しいことから，低い方が良い。
※料金回収率の観点から見ると，供給単価が著しく給水原価を
下回るのは好ましくない。

 C114
供給単価

指標名・目指すべき方向
指標の説明
算　出　式

給水収益／年間総有収水量

平成25年度平成24年度
平成26年度

平成28年度平成27年度

　１箇月に10 使用した場合における水道料金を
示し，お客さまサービスの観点からは低い方が良
い。
※水道事業は必要な経費のほとんどを料金収入で賄っているこ
とから，適正な料金水準による収入が必要。

－

1立方メートル当たりの水道水の平均価格を示す「供給単価」は，前年度と比べ0.1円高くな
り166.3円となりました。大都市の平均値は168.6円であり，京都市は大都市の平均値より１
立方メートル当たり2.3円（1.4パーセント）安価な料金で水道水を供給しています。

1立方メートル当たりの水道水の給水に係るコストを示す「給水原価」は，「⑦費用」で示す
ように146.1円となっています。「①収益性」の「料金回収率」で示すように，水道水を製造
し，給水する経費は，水道料金収入のみで確保できています。

京都市では平成25年10月検針分から平均＋9.6パーセントの料金改定を実施しましたが，京都
市の「1箇月10 当たり家庭用料金」は970円で，大都市の平均値991円に比べて21円安価に
なっています。また，「１箇月20 当たり家庭用料金」※は2,740円で，大都市平均値の2,652
円に比べて88円高くなっています。

※「１箇月当たり20 当たり家庭用料金」の大都市比較は，口径別料金体系を採用している都市については，
京都市で使用の多い20ミリメートルの口径の料金で比較しました。

 C116
1箇月
10㎥当たり
家庭用料金

 C117
1箇月
20㎥当たり
家庭用料金

京都市の
水道料金を見てみよう。

※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。

（円/㎥）

大都市供給単価
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⑦ 費　用

偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

162.5 160.8 161.5 147.0 146.0 146.1 53.9

円/ 円/ 円/ 
円/ 円/ 円/ 

8位

82.3 80.7 79.9 76.4 76.2 77.4 54.7

円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 9位

80.2 80.1 81.6 70.6 69.8 68.7 49.9

円/ 円/ 円/ 
円/ 

円/ 円/ 
12位

☆は同じ記号で関連する指標を示しています。〈☆①収益性「料金回収率」(P25)，☆⑥料金「供給単価」(P30)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

●

１立方メートル当たりの水道水を製造し，給水するコストを示す「給水原価」は，有収水量
が前年度と比べ0.3パーセント増加したものの，物件費や減価償却費等の費用も増加したこと
から，前年度より0.1円高い146.1円となりました。大都市の平均値は156.5円であり，京都市
は大都市の平均値より１立方メートル当たり10.4円（6.6パーセント）少ないコストで水道水
を製造し，給水しています。

「給水原価（維持管理費）」は，物件費等の増加により，前年度に比べ1立方メートル当たり
1.2円高くなりました。

「給水原価（資本費）」は，支払利息の削減により，前年度に比べ1立方メートル当たり1.1
円低くなりました。

1立方メートル当たりの水道水の平均価格を示す「供給単価」は，「⑥料金」で示すように
166.3円となっています。「①収益性」の「料金回収率」で示すように，水道水を製造し，給
水する経費は，水道料金収入のみで確保できています。

今後も，効率化を推進し，費用の削減を図り，給水コストの縮減に努めます。

指標名・目指すべき方向
指標の説明

　有収水量1 当たり，どれだけの費用が掛かって
いるかを示す。低廉な水道水の供給のために，どの
程度コストを抑えられているかを判断するための指
標で，低い方が良い。
※水道事業ガイドラインの改正により，「長期前受金戻入」を控除
項目として分子に算入することとなった。

〔経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費+長期前受金戻入)〕/年間有収水量

平成25年度平成24年度

算　出　式

平成26年度
平成28年度平成27年度

☆

　給水原価のうち，維持管理費分（人件費及び物件
費）を示す。低廉な水道水の供給のために，どの程
度コストを抑えられているかを判断するための指標
で，低い方が良い。

〔経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)-資本費〕／有収水量

 C115
給水原価

資本費(減価償却費＋支払利息－長期前受金戻入）／年間有収水量

(M80)
給水原価
（維持管理費）

(M90)
給水原価
（資本費）

　給水原価のうち，資本費分（減価償却費及び支払
利息等）を示す。低廉な水道水の供給のために，ど
の程度コストを抑えられているかを判断するための
指標で，低い方が良い。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，「長期前受金戻入」を
控除項目として分子に算入した。

水道水をつくるための
費用はどうかな。

※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。

（円/㎥）

大都市給水原価
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（２）公共下水道事業

① 収 益 性
偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

108.3 110.1 108.5 110.0 110.2 110.8 59.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ 5位

119.8 118.1 114.4 118.9 119.1 120.8 59.7

％ ％ ％ ％ ％ ％
4位

0.050 0.050 0.049 0.059 0.060 0.060 63.5

回 回 回 回 回 回 3位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。〈 ⑥使用料「使用料単価」(P37)， ⑦費用「汚水処理原価」(P38)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

汚水処理に要する費用のうち，下水道使用料で回
収している割合で，経営状況の健全性を示し，高い
方が良い。
※100％以上であれば，使用料収入で汚水処理に要する経費を
賄えていることを示す。

指標の説明
算　出　式

(営業収益－受託工事収益)/[（期首固定資産+期末固定資産）/2]

固定資産に対する営業収益の割合により，1年間に
固定資産の何倍の営業収益があったかを示す。高
い方が固定資産が有効に稼働していると言える。
※未稼働資産がある場合には注意を要する。

〔(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費用)〕×100

（下水道使用料収入／汚水処理費）×100

 

(C122)
固定資産回転率

 M100
経費回収率

指標名・目指すべき方向

経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを
示す。高い方が経常利益の割合が多い。
※100％以上であれば，経常収益で経常費用を賄えており，黒字
であると言える。

平成25年度平成24年度

 M30
経常収支比率

平成28年度
平成26年度

平成27年度

「経常収支比率」は，夏場の気温が前年度と比べて上昇したことや使用者数の増加による水
需要の増加に伴い，下水道使用料収入が増加したことに加え，支出において減価償却費が減
少したほか，支払利息等の削減に努めたことにより，前年度と比べ0.6ポイント向上し，
110.8パーセントとなりました。

「経費回収率」は，下水道使用料収入の増加及び支出の減少により，前年度と比べ1.7ポイン
ト向上し，120.8パーセントとなりました。指標値が100パーセントを上回っていることか
ら，必要な経費を使用料収入で確保できていることが分かります。

「固定資産回転率」は，0.060回と前年度から横ばいに推移しました。

公共下水道事業の収益性は
どうなっているんだろう。

○繰⼊⾦⽐率

収益的収入分

（損益勘定繰⼊⾦／収益的収⼊）×100
39.4％

資本的収入分

（資本勘定繰⼊⾦／資本的収⼊）×100
5.8％

繰⼊⾦への依存度

公共下水道事業の収支構造の特徴は，雨水処
理に要する経費が⼀般⾏政の負担とされており，
⼀般会計からの繰⼊⾦である⾬⽔処理負担⾦の
収⼊が，下⽔道使⽤料と並んで収⼊の⼤きな部
分を占めていることです。
京都市では，国の基準で一般会計が負担すべ

きとされている経費以外の繰⼊⾦が収⼊に占め
る割合は0.15パーセント（大都市平均は1.50
パーセント）と低く，独⽴採算制による健全な
経営が維持できています。
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② 資産・財務
偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

97.8 97.6 97.7 101.4 101.1 101.5 52.9

％ ％ ％ ％ ％ ％ 8位

620.6 609.1 606.8 606.8 539.3 519.8 58.2

％ ％ ％ ％ ％ ％ 4位

58.5 59.8 60.9 52.4 53.9 54.8 49.1
％ ％ ％ ％ ％ ％ 12位

317.1 369.2 295.7 75.8 78.1 73.6 52.5
％ ％ ％ ％ ％ ％ 7位

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2
％ ％ ％ ％ ％ ％ 1位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

●

(流動資産/流動負債)×100

平成27年度

　固定資産の調達がどの程度，長期資本の範囲内
で調達されているかを示す。低い方が良い。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，「繰延収益」を分母に
算入した。

固定資産/（固定負債＋資本金＋剰余金＋繰延収益）×100

〔(資本金＋剰余金＋評価差額など＋繰延収益)/負債・資本合計〕×100

 Fi24
自己資本
構成比率

　短期債務に対する支払能力を示し，高い方が良
い。

(C118)
流動比率

 (C112)
企業債残高対
事業規模比率

　下水道使用料収入に対する企業債残高の割合を
示す。低いほど効率的と言える。
※平成28年度の指標値519.8％とは，1年間に得られる下水道使
用料収入に対して，約5年分の企業債残高があることを示してい

る。

〔（企業債現在高合計－一般会計負担額）/（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）〕×100

指標の説明
算　出　式

平成25年度平成24年度

　営業収益に対する累積欠損金の割合を示す。事
業の経営状況の健全性により，一概にどの程度まで
の累積欠損金が許容されるかの目安はないが，でき
る限り低い方が望ましい。

 Fi25
固定資産対
長期資本比率

 Fi 7
累積欠損金比率

指標名・目指すべき方向
平成26年度

平成28年度

「固定資産対長期資本比率」は，企業債残高の縮減に取り組んだことなどにより長期資本が減
少し，前年度と比べ0.4ポイント上昇し，101.5パーセントとなりました。

「企業債残高対事業規模比率」は，企業債残高の減少に加え，下水道使用料収入が増加したこ
とにより，前年度と比べ19.5ポイント改善し，519.8パーセントとなりました。

「自己資本構成比率」は，当年度純利益の確保に加え，企業債残高を縮減するなど財務体質を
強化したことなどにより，前年度と比べ0.9ポイント向上し，54.8パーセントとなりました。

１年以内に返済期限が到来する企業債が増加したことから，「流動比率」は，前年度から4.5
ポイント低下しているものの，資金については平成29年度予算において措置しているため，資
金不足は発生しません。

「累積欠損金比率」は，引き続き0パーセントとなっており，平成28年度においても，累積欠
損金は発生しておりません。

　総資本に占める自己資本の割合から財務の健全
性を示す。事業の安定化のため，高い方が良い。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，「繰延収益」を分子に
算入した。

〔当年度未処理欠損金/(営業収益－受託工事収益)〕×100

ここでは，公共下水道事業の
財務体質を確認するよ。
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③ 老朽化
偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

33.7 34.6 35.4 47.4 48.6 49.9 40.2

％ ％ ％ ％ ％ ％
20位

7.5 8.7 10.4 10.4 12.5 14.6 39.7
％ ％ ％ ％ ％ ％ 19位

0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 48.5
％ ％ ％ ％ ％ ％ 6位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

（改善（更新・改良・修繕）管きょ延長/下水道維持管理延長）×100

 Op10
施設の経年化率
（管きょ）

　法定耐用年数を超えた管きょ延長の割合を示した
指標で，管きょの老朽化度合を示している。低い方
が良い。

（耐用年数超過管きょ延長/下水道維持管理延長）×100

 Op30
管きょ改善率

　当該年度に更新した管きょ延長の割合を表した指
標で，管きょの更新ペースや状況を把握できる。高
い方が良い。

「有形固定資産減価償却率」は，前年度と比べ1.3ポイント上昇しました。平成22年度から連
続して上昇しており，施設の老朽化が進んでいることが分かります。可能な限り既存施設を有
効活用しつつ，必要な改築更新を進めていきます。

「施設の経年化率（管きょ）」は，前年度と比べ2.1ポイント上昇し，14.6パーセントとなり
ました。京都市は古くから下水道整備に着手しているため，他都市に比べて法定耐用年数を超
えた管きょの割合が多くなる傾向にあります。今後，平安建都1200年（平成6年度）での市街
化区域における整備完了を目指して布設を進めてきた大量の管きょ施設が，順次更新時期を迎
えることから，適切な維持管理や費用の平準化等を図り，効率的に更新を進めます。

「管きょ改善率」は，前年度と比べ0.2ポイント上昇し，0.5パーセントとなりました。今後
も，「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，老朽化した管路をはじめ，緊急輸送路に布
設された管路や避難所等からの排水を受ける管路といった重要な管路を対象として，管更生
（既設管の内部に新しい管を設置）や布設替えを進めます。

指標の説明
算　出　式

 Fi 3
有形固定資産
減価償却率

　有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却が
どの程度進んでいるかを表す指標で，資産の老朽
化度合を示している。低い方が良い。

（有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100

指標名・目指すべき方向 平成24年度 平成25年度
平成26年度

平成28年度平成27年度

下水道施設の老朽化の状況は
どうなっているのかな。

下⽔道管の布設年度

京都市の下⽔道事業は，昭和5年
に事業に着⼿し，平成28年度末で
85年を迎えました。

平安建都1200年（平成6年度）
での市街化区域における整備完了
を目指し，管きょ施設の布設を進
めてきたため，昭和50年代 平成
初期が布設延⻑のピークとなって
います。
今後，これらの管きょ施設が順

次更新時期を迎えることから，更
新のスピードアップを図る必要が
あります。
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④ 施設の効率性

偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

60.3 60.4 60.3 60.3 59.8 59.1
45.3

％ ％ ％ ％ ％ ％

15位

96.1 99.2 95.7 95.7 96.0 94.5
57.6

％ ％ ％ ％ ％ ％
3位

4.09 4.01 4.03 4.89 5.28 5.20 66.3
㎥/万円 ㎥/万円

㎥/万円 ㎥/万円 ㎥/万円 ㎥/万円
3位

57.7 58.6 57.7 57.7 55.7 56.6 31.3

％ ％ ％ ％ ％ ％ 20位

98.9 99.0 99.1 99.1 99.1 99.2 55.0
％ ％ ％ ％ ％ ％ 11位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

「施設利用率」は，晴天時の1日平均処理水量が前年度と比べ減少したため，指標値は0.7ポ
イント低下しました。一方，「1日最大稼働率」は，１日最大処理水量が低下したため，指標
値は1.5ポイント低下しました。京都市では下水道区域の約40パーセントが雨水と汚水を同じ
管きょで排除する合流式下水道＊であるため，「最大稼働率」は，降雨量等の影響により増減
しますが，今後も可能な限り既存施設を有効活用し，効率的な稼働に努めていきます。

「固定資産使用効率」は，前年度と比べ指標値は低下していますが，大都市の中では高い値
を示しており，必要な施設整備を効率的に行ってきたと言えます。今後も将来の水需要の減
少を考慮し，施設規模の適正化を図りながら，効率的な施設体系を構築していきます。

「有収率」は，前年度と比べ1.1ポイント増加し，56.6パーセントとなりました。京都市で
は，下水道区域の40パーセントが合流式下水道となっており，「有収率」は降雨量の影響を
受けやすく，また，恒常的に流入する浸入水＊も無視できません。今後も老朽化した管路の更
新などを進めつつ，浸入水の効果的な削減方法を検討し，有収率の向上に努めます。

「水洗化率」は，前年度と比べ0.1ポイント増加し，99.2パーセントとなりました。今後も
個々の未水洗家屋の状況に応じたきめ細やかな勧奨を実施し，未水洗家屋の早期解消に努め
ます。

　年間の汚水処理水量に対する有収汚水量（使用
料収入の対象水量）の割合から，施設の稼働状況
が収益につながっているかどうかを示す。高いほど
良い。
※汚水処理水量には流入汚水量を用いている。

（年間有収汚水量／年間総汚水処理水量）×100

(C123)
固定資産
使用効率

 M20
有収率＊

 CI140
水洗化率

　現在処理区域内人口のうち，実際に水洗便所を
設置（浄化槽による設置を除く）して汚水処理をし
ている人口の割合を表した指標であり，高い方が
良い。

（現在水洗便所設置済人口/現在処理区域内人口）×100

（年間総処理水量／有形固定資産）×10000

　有形固定資産に対する年間総処理水量の割合
から，施設の稼働状況が収益につながっているか
どうかを示す。高いほど施設が効率的なことを意味
している。

指標の説明
算　出　式

指標名・目指すべき方向 平成25年度平成24年度
平成26年度

平成28年度平成27年度

 

 (B104)
施設利用率

　施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対す
る，一日平均処理水量の割合であり，施設の利用
状況や適正規模を判断する指標である。高いほど
良い。
※ただし，100％に近い場合には施設能力に余裕がなく，安定
的な処理に問題を残しているといえる。

（晴天時一日平均処理水量／処理能力）×100

　雨天時を含む1日最大処理水量がどれぐらいかを
表す指標。効率性の観点から，100％を基準値とし
て偏差値を算出した。
※雨天時を含むため，100％を超えているからといって，処理能
力が不足しているとは限らない。

（1日最大処理水量／処理能力）×100

(B105)
1日最大
稼働率

 

施設は効率的に
使用されているのかな。
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⑤ 生 産 性

偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

58,365 57,335 55,540 55,450 57,805 60,238 39.8
千円/人 千円/人 千円/人 千円/人 千円/人 千円/人

19位

461 462 454 454 473 492
42.0

千 /人 千 /人 千 /人 千 /人 千 /人 千 /人

18位

878 866 872 872 966 978
46.9

千 /人 千 /人 千 /人 千 /人 千 /人 千 /人

11位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

職員1人当たりの生産性の指標は，地方公営企業法の適用の違いにより，人事等総務部門を公
営企業で行う場合と一般行政部門で行う場合など事業の運営形態の影響を大きく受けます。ま
た，京都市のように，合流式下水道＊を多く採用している事業体では，処理場に流れ込む雨水
は下水道使用料の対象ではなく，有収汚水量にも含まれないため，分流式下水道の割合が高い
事業体に比べると，指標値が低くなる傾向にあります。

有収汚水量が前年度と比べ0.3パーセント増加したことや職員定数の削減を進めたことによ
り，「職員１人当たり使用料収入」，「職員1人当たり有収汚水量」,「職員1人当たり総処理
水量」はそれぞれ前年度に比べ向上しました。

平成8年度から継続して効率化推進計画を着実に推進し，平成28年度までに公共下水道事業全
体で261名の職員数を削減してきました。今後も，「中期経営プラン（2013-2017）」に基づ
き，更なる経営の効率化を進めていきます。

下水道使用料収入／損益勘定所属職員数

算出式の損益勘定所属職員数とは，維持管理部門に従事する職員数であり，年度末の職員数である。

年間有収汚水量／損益勘定所属職員数

職員1人当たりの生産性について，有収汚水量を基
準として把握するための指標。高いほど職員1人当
たりの生産性が高い。
※業務の委託や事業の運営形態など事業背景を考慮する必要
がある。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，分子を「全職員数」か
ら「損益勘定所属職員数」に変更した。

年間総処理水量／損益勘定所属職員数

　職員1人当たりの生産性について，処理水量を基
準として把握するための指標。高いほど職員1人当
たりの生産性が高い。
※業務の委託や事業の運営形態など事業背景を考慮する必要
がある。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，分子を「全職員数」か
ら「損益勘定所属職員数」に変更した。

(C124)
職員1人当たり
総処理水量

(C124)
職員1人当たり
有収汚水量

指標名・目指すべき方向

(C107)
職員1人当たり
使用料収入

指標の説明
平成25年度

算　出　式
平成24年度

　職員1人当たりの生産性について，使用料収入を
基準として把握するための指標。高いほど職員1人
当たりの生産性が高い。
※業務の委託や事業の運営形態など事業背景を考慮する必要
がある。

平成26年度
平成28年度平成27年度

上記の指標について，分⺟に「委託料を平均給与で割ることにより職員数に換算した値
と損益勘定所属職員数との合計」を使用すると以下のようになります。

○ 職員1⼈当たり使⽤料収⼊ 27,034千円/⼈ ⼤都市順位 11位 偏差値 45.8

○ 職員1⼈当たり有収汚⽔量 221千 /人 大都市順位 6位 偏差値 49.4
○ 職員1⼈当たり総処理⽔量 439千 /人 大都市順位 3位 偏差値 64.1

委託料を含めて算出した場合，京都市においては，⼤都市の中では職員1⼈当たりの
生産性が比較的高くなります。

職員1人当たりの
生産性をチェックするよ。

委託を考慮した生産性
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⑥ 使 用 料

偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

126.5 124.2 122.0 122.0 122.3 122.4
57.9

円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 6位

700 700 700 700 700 700
55.2

円 円 円 円 円 円 8位

1,890 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830
53.9

円 円 円 円 円 円 6位

  は同じ記号で関連する指標を示しています。〈 ①収益性「経費回収率」(P32)， ⑦費用「汚水処理原価」(P38)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

 

 U120
1箇月
20㎥当たり
家庭用使用料

 

 

 M60
使用料単価

(3016)
1箇月
10㎥当たり
家庭用使用料

1立方メートル当たりの下水道使用料の収益を示す「使用料単価」は，下水道使用料収入の増
加により，前年度と比べ0.1円上がり122.4円となりました。大都市の平均値が142.4円であ
り，京都市は大都市の平均値よりも1立方メートル当たり20円（14.0パーセント）安価な使用
料で下水道を使用していただいています。

「⑦費用」で示すように，1立方メートル当たりの汚水の処理コストを示す「汚水処理原価」
は，101.3円となっています。「①収益性」の「経費回収率」で示すように，汚水処理に必要
な経費は下水道使用料収入で確保できています。

京都市では平成25年10月検針分から平均△3.0パーセントの使用料改定を実施しました。京都
市の「1箇月10 当たり家庭用料金」は700円で，大都市平均値826円よりも126円安価になって
います。また，「1箇月当たり家庭用使用料（20立方メートル）」は1,830円となり，大都市平
均値2,016円よりも186円安価になっています。

算　出　式
指標名・目指すべき方向 指標の説明

　　１箇月に10 使用した場合における下水道使用
料を示し，お客さまサービスの観点からは低い方が
良い。
※下水道事業は必要な経費のほとんどを使用料収入で賄って
いることから，適正な使用料水準による収入が必要。

　有収汚水量1 当たり，どれだけの収益を得てい
るかを示し，低い方が良い。
※料金回収率の観点から見ると，使用料単価が著しく汚水処理
原価を下回るのは好ましくない。

平成25年度

下水道使用料収入／年間有収汚水量

　世帯人数2～3人の平均的な世帯の１箇月の汚水
量を想定している。お客さまサービスの観点からは
低い方が良い。
※適正な料金設定の考え方については上記に同じ。

－

平成24年度

－

平成26年度
平成28年度平成27年度

京都市の
下水道使用料を見てみよう。

※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。

⼤都市使⽤料単価

(21)

（円/㎥）

-37-



⑦ 費　用

偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

105.6 105.2 106.7 102.6 102.7 101.3 61.5

円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 
3位

45.4 45.6 46.4 44.4 44.9 44.8 63.6

円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 
2位

60.2 59.6 60.3 58.2 57.8 56.5 58.6

円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 円/ 
5位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。〈 ①収益性「経費回収率」(P32)， ⑥使用料「使用料単価」(P37)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

指標名・目指すべき方向

汚水処理費（維持管理費）／年間有収汚水量

平成25年度
指標の説明
算　出　式

　汚水処理原価のうち，維持管理費分（給与費及び
物件費）を示す。汚水処理に要する経費をどの程度
抑えられているかを判断するための指標で，低い方
が良い。

平成24年度
平成26年度

平成28年度平成27年度

 

　有収汚水量1 当たり，どれだけの費用が掛かって
いるかを示す。汚水処理に要する経費を，どの程度
抑えられているかを判断するための指標で，低い方
が良い。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，「長期前受金」を控除
項目として分子に算入した。

汚水処理費（減価償却費ベース）／年間有収汚水量

　汚水処理原価のうち，資本費分（減価償却費及び
企業債利息等）を示す。汚水処理に要する資本費
を，どの程度抑えられているかを判断するための指
標で，低い方が良い。
※水道事業ガイドラインの改正に合わせ，「長期前受金」を控除
項目として分子に算入した。

汚水処理費（資本費）／年間有収汚水量

 M70
汚水処理原価

 M80
汚水処理原
価（維持管
理費）

 M90
汚水処理原
価（資本
費）

1立方メートル当たりの汚水の処理コストを示す「汚水処理原価」は，前年度に比べ1.4円下が
り，101.3円となりました。大都市の平均値は129.2円であり，京都市は大都市の平均値より1
立方メートル当たり27.9円（21.6パーセント）少ないコストで汚水を処理しています。

有収汚水量は前年度と比べ0.3パーセント増加したため，「汚水処理原価（維持管理費）」
は，前年度に比べ0.1円下がりました。「汚水処理原価（資本費）」は，支払利息等の削減に
努めたことにより前年度に比べ1.3円下がりました。

「⑥使用料」で示すように，1立方メートル当たりの下水道使用料の収益を示す「使用料単
価」は，122.4円となっています。「①収益性」の「経費回収率」で示すように，汚水処理に
必要な経費は下水道使用料収入で確保できています。

今後も，効率化の推進や支払利息等の削減により，費用の削減を図り，汚水処理コストの縮減
に努めていきます。

汚水をきれいにするのに，
どのくらいかかるのかな。

※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。

（円/㎥）

⼤都市汚⽔処理原価

(21)
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第３章 取組項目評価 

１ 取組項目評価について 

 取組項目評価とは，「上下水道局事業推進方針」に掲げ

る取組項目について，それぞれの項目の単年度の目標に対す

る達成度及び中長期的な視点からの進捗管理として，中期経

営プランに対する進捗状況を自己評価するものです。 

本年度の取組項目評価では，「平成 28 年度上下水道局  

事業推進方針」に掲げた 93 項目について，5 段階評価を  

用いて評価を実施するとともに，取組項目の上位区分である

22の「重点推進施策」ごとに評価結果をまとめました。 

さらに，「施策目標分析」で，その結果を基に水道事業，

公共下水道事業が目指す 5 つの施策目標の達成度を示す 

ことにより，体系的な評価に努めました。 

また，中期経営プラン（2013‐2017）では，プランに掲げる目標である「市民の皆さまのくらしを支える安全・

安心な上下水道の整備と持続可能な上下水道サービスの提供に向けた経営基盤の強化」を達成するために特に力

を入れて実施していく5つの項目を「重点項目」として位置づけております。この「重点項目」を構成する取組

項目を集約し，評価結果をまとめ，重要な事業に対しての自己評価を行いました。 
 

 

 

（評価方法） 

ア 取組項目評価（93項目） 

以下の評価基準を設定し，取組項目ごと（取組項目の中で事業を分類している場合は，その分類ごと）に，

目標値と比較した各事業の達成度を，ａ～ｅの5段階で評価しました。 

・数値目標があるもの，工事に係るもの 

 
 

 

  
  

 

 
 

評価基準 

最新の数値，工事の進捗率が 
ａ：目標値の100％以上 
ｂ：目標値の80～99％ 
ｃ：目標値の50～79％ 
ｄ：目標値の30～49％ 
ｅ：目標値の29％以下 
※ 小数第1位を四捨五入する。 

ｄ 

e 

ｂ 

ｃ 

a 

ａ 

100% 

80% 

50% 

30% 

目標値と比較 

取組項目評価の体系 
※事業の体系は，P. 41～42  「京（みやこ）の水ビジョン」 
及び事業推進方針の施策体系」を参照してください。 

 施策目標分析 

(５項目) 

重点推進施策評価 

(２２項目) 

取組項目評価 

(９３項目) 

集約して評価

取りまとめて分析

取組項目評価は，年度ごとの目標に対する

達成度を評価しているんだよ。 

京の水ビジョン

の施策体系に基

づく単年度の取

組を評価・分析

しています。 
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・数値目標がないもの（例：お客さまの利便性の向上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目に評価項目が複数ある場合は，「ａ～ｅ評価」のａを5，ｂを4，ｃを3，ｄを2，ｅを1と数値化し，

この平均値により，ａを4.6以上，ｂを3.6～4.5，ｃを2.6～3.5，ｄを1.6～2.5，ｅを1.5以下として評価を

実施しました（下記イ「評価の集約基準」参照）。 

 
イ 重点推進施策評価（22項目） 

重点推進施策ごとに取組項目の評価結果を集約し，Ａ～Ｅの5段階評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 施策目標分析（5項目） 

重点推進施策の評価結果を，それぞれの上位区分である「施策目標」ごとにレーダーチャートに示すととも

に，分析結果を記載しました。 

 
エ 重点項目別の評価（5項目） 

中期経営プラン（2013-2017）に掲げた5つの重点項目ごとに取組項目の評価結果を抽出し，重点項目別に

Ａ～Ｅの5段階評価を実施しました。  

評価基準 

取組の目的・効果が 
ａ：十分に達成されている 
ｂ：かなり達成されている 
ｃ：そこそこ達成されている 
ｄ：あまり達成されていない 
ｅ：達成されていない 

評価の集約基準 

算出方法 区分 

取組項目評価結果を点数化（ａを5，ｂを4，

ｃを3，ｄを2，ｅを1）したその平均値 

※小数第2位を四捨五入する。 

Ａ ： 4.6以上 
Ｂ ： 3.6～4.5 
Ｃ ： 2.6～3.5 
Ｄ ： 1.6～2.5 
Ｅ ： 1.5以下 

中期経営プラン（2013‐2017）に掲げる5つの重点項目 

①改築更新の推進 
②災害対策の強化 
③環境対策の充実 
④お客さま満足度の向上 
⑤経営基盤の強化 

D 

B 

C 

A 

E 

4.5 

3.5 

2.5 

1.5 

評価結果

ｄ 

ｂ 

ｃ 

ａ 

ｅ 

十分に達成されている 

そこそこ達成されている 

あまり達成されていない 

かなり達成されている 

取組の目的・効果 

達成されていない 

 
評価結果 

取組の目的・効果が 
Ａ：十分に達成されている 
Ｂ：かなり達成されている 
Ｃ：そこそこ達成されている 
Ｄ：あまり達成されていない 
Ｅ：達成されていない 
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「京（みやこ）の水ビジョン」及び事業推進方針の施策体系（取組項目一覧） 
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２ 施策目標分析の結果 

 施策目標Ⅰ  毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 
 

● 施策目標の分析結果 
６施策のうち，Ａ評価が２施策，Ｂ評価が３施策，Ｃ評価が１施策となりました。 

「２ 地震等の災害に強い上下水道施設の整備」では，各種工事や数値目標について，一部で遅れや未達

成がありましたが，「下水道管路地震対策率」は目標どおり82.6パーセントを達成しました。 

「４ 雨に強く安心できる浸水対策の推進」では，雨水貯留施設＊及び雨水浸透ます＊設置助成基数は前年

度を上回り，「雨水整備率（10年確率降雨対応）」についても目標どおり23.6パーセントを達成しました。 

「６ 水質への不安払拭のための鉛製給水管の解消」では，配水管の布設替え等に関連した鉛製給水管の

取替えや取替助成金制度の利用促進に努めたものの，数値目標の達成に至らない項目が大部分となりました。 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給 5 4 1 0 0 0 4.8 Ａ 

2 
地震等の災害に強い上下水道施設の 

整備 
5 0 3 2 0 0 3.6 Ｂ 

3 災害・事故等危機時における迅速な対応 4 3 1 0 0 0 4.8 Ａ 

4 雨に強く安心できる浸水対策の推進 4 2 2 0 0 0 4.5 Ｂ 

5 
異臭味問題解消のための高度浄水処理

施設の整備 
4 2 2 0 0 0 4.5 Ｂ 

6 
水質への不安払拭のための鉛製給水管

の解消 
3 0 1 2 0 0 3.3 Ｃ 

  

５ 異臭味問題解消の 
ための高度浄水処理＊ 
施設の整備 

６ 水質への不安払拭の
ための鉛製給水管の
解消 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ Ｃ 

Ｂ Ａ 

１ 蛇口を通じた安全・ 
安心な水道水の供給 

２ 地震等の災害に強い
上下水道施設の整備 

 

３ 災害・事故等危機時に
おける迅速な対応 

４ 雨に強く安心できる 
浸水対策の推進 

評価結果の詳細は 
P64～P76を 
御覧ください。 
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 施策目標Ⅱ  環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 
 

● 施策目標の分析結果 

４施策のうち，Ａ評価が２施策，Ｂ評価が２施策となりました。 

「１ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進」では，下水の高度処理施設の段階的な

整備を計画どおり進め，「高度処理人口普及率」はプラン目標（平成29年度末）の53.2パーセントを達成

しました。 

「２ 雨の日も水環境を守る合流式下水道の改善」では，一部の工事に遅れが生じたものの，「合流式下

水道改善率」は目標どおり63.1パーセントを達成しました。 

「４ 環境保全の取組の推進」では，鳥羽水環境保全センターの汚泥消化タンクの施設整備等，資源循環

の推進に向けた取組を概ね計画どおり実施できました。 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 
市内河川と下流水域の水環境を守る下

水の高度処理の推進 
3 3 0 0 0 0 5.0 Ａ 

2 
雨の日も水環境を守る合流式下水道の

改善 
2 1 1 0 0 0 4.5 Ｂ 

3 
市民のくらしと水環境を守る下水道整備

の拡大 
2 1 0 1 0 0 4.0 Ｂ 

4 環境保全の取組の推進 5 4 1 0 0 0 4.8 Ａ 

  

１ 市内河川と下流水域の 
水環境を守る下水の 
高度処理＊の推進 

２ 雨の日も水環境を 
守る合流式下水道＊ 
の改善 

３ 市民のくらしと水環
境を守る下水道整備
の拡大 

４ 環境保全の取組の 
推進 

Ａ 

Ｂ 

Ａ Ｂ 

評価結果の詳細は 
P77～P84を 
御覧ください。 
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 施策目標Ⅲ  将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 
 

● 施策目標の分析結果 

３施策のうち，Ａ評価が２施策，Ｂ評価が１施策となりました。 

「１ 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新」では，水道配水管の更新や下水道管路施設の点

検・改築更新を概ね計画どおりに実施し，「配水管更新率」については目標どおり1.1パーセントを達成し

ました。 

「２ 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新」では，一部工事の進捗に遅れが生じたものの，京北

地域水道＊及び大原地域水道の再整備等については，計画どおり平成28年度末に再整備等を完了しました。 

 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 
道路の下でくらしを支える管路施設の 

改築更新 
4 3 1 0 0 0 4.8 Ａ 

2 
基幹施設の機能維持・向上のための 

改築更新 
3 3 0 0 0 0 5.0 Ａ 

3 
水需要に応じた施設規模の適正化及び

施設の再編成 
4 2 1 1 0 0 4.3 Ｂ 

  

１ 道路の下でくらしを
支える管路施設の 
改築更新 

２ 基幹施設の機能 
維持・向上のための 
改築更新 

３ 水需要に応じた施設
規模の適正化及び 
施設の再編成 

Ａ 

Ｂ Ａ 

評価結果の詳細は 
P85～P90を 
御覧ください。 
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 施策目標Ⅳ  皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 
 

● 施策目標の分析結果 

 ５施策すべてがＡ評価となりました。 

「２ 積極的に行動するサービスの充実」では，営業所の抜本的再編について，東部営業所を開所するとと

もに，開栓時の「水道便利袋」封入物の拡充を図るなど，サービスの充実に努めました。 

「３ 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保」では，「おいしい！大好き！京(み

やこ)の水キャンペーン」の継続実施等，積極的な広報・広聴活動を行いました。 

「４ お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進」では，地下水等利用専用水道設置者の水道施設維

持経費の適正化を図るため，「水道施設維持負担金制度」を創設したほか，口座振替割引制度及びクレジット

カード継続払い制度について周知・運用を行いました。  

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 お客さまが利用しやすい仕組みづくり 3 2 1 0 0 0 4.7 Ａ 

2 積極的に行動するサービスの充実 4 3 1 0 0 0 4.8 Ａ 

3 
広報・広聴の充実と積極的な情報開示に

よる事業の透明性の確保 
4 4 0 0 0 0 5.0 Ａ 

4 
お客さま満足度の向上を目指した料金

施策の推進 
4 4 0 0 0 0 5.0 Ａ 

5 
地域の皆さまや流域関係者とのパート

ナーシップの推進 
3 3 0 0 0 0 5.0 Ａ 

  

１ お客さまが利用しやすい 
仕組みづくり 

２ 積極的に行動する 
サービスの充実 

３ 広報・広聴の充実と 
積極的な情報開示に 
よる事業の透明性の 
確保 

４ お客さま満足度の 
向上を目指した料金 
施策の推進 

５ 地域の皆さまや流域 
関係者とのパートナー 
シップの推進 

Ａ 

Ａ 

評価結果の詳細は 
P91～P100を 
御覧ください。 

Ａ Ａ 

Ａ 
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 施策目標Ⅴ  経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を行います 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 
 

● 施策目標の分析結果 

 ４施策すべてがＡ評価となりました。 

「１ 経営環境の変化に対応した経営の効率化」では，組織改正や職員定数の22名の削減など，組織改革

を推進しました。また，水道メーター試験業務や水道開閉栓作業の委託拡大を実施しました。 

「２ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化」では，自己資金の活用による企業債の発行抑制を進め

るとともに，未利用地の売却や「琵琶湖疏水通船復活」試行事業の実施等，保有資産の有効活用を推進しまし

た。 

 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 
経営環境の変化に対応した経営の 

効率化 
7 7 0 0 0 0 5.0 Ａ 

2 
持続可能な事業運営のための財務体質

の強化 
8 8 0 0 0 0 5.0 Ａ 

3 上下水道一体体制の効率的な事業運営 3 3 0 0 0 0 5.0 Ａ 

4 
人材の育成や技術の継承・発展と国際

貢献の推進 
6 6 0 0 0 0 5.0 Ａ 

 

１ 経営環境の変化に 
対応した経営の 
効率化 

２ 持続可能な事業運営 
のための財務体質の 
強化 

３ 上下水道一体体制の
効率的な事業運営 

４ 人材の育成や技術の 
継承・発展と国際貢献 
の推進 

Ａ 

Ａ 

Ａ Ａ 

評価結果の詳細は 
P101～P111を 
御覧ください。 
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３ 中期経営プラン（2013-2017）に掲げた重点項目別の評価結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは，中期経営プラン（2013-2017）に掲げた 
重点項目別に評価結果をまとめています。 
まず，評価の見方を確認しましょう！ 

施策の名称，実績，評価結果（ａ 

ｅ）を記載しています。（詳細は「掲

載ページ」のページを御覧ください。）

中期経営プランでの目標⽔準（平成29年度末）に対する平成28年度末の進捗状況を澄都（すみと）くんの

表情としずくで示しています。 
 

 

 
 

 重点項目の名称，目的を記載

しています。 

 施策ごとに，取組内容について

写真やグラフなどを用いて具体的

に説明しています。

 重点項目に対する単年度

評価結果（Ａ Ｅ）を記載し
ています。

ポイント

ポイント 
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施設の老朽化に対応し，安全・安心な施設の機能維持・向上を図るため，適切な維持   

管理を行うとともに，被災時における機能確保など，地震対策を踏まえた改築更新を   
計画的・効率的に推進します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

配水管更新率等の数値目標を達成するとともに，京北地域水道＊の再整備及
び中川・小野郷地域水道の整備についても計画どおりに完了することができ
たため，Ａ評価となりました。 

 
○ 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

水道配水管の
更新の推進 

Ⅲ-１-① 
・配水管布設替工事実施 27km 
・補助配水管布設替工事実施 11km 
＜配水管更新率 1.1％（目標 1.1％）＞ 

a 
P 85 
～ 
P 86 

下水道管路 

施設の計画的
な点検・改築
更新 

Ⅲ-１-② 

《老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替え》 
・管路内調査の完了 18km 
・経年管老朽化対策工事(16)～(20)実施（29年 11 月完了予定） 
《重要な下水道管路の耐震化》 
・管路内調査の完了 10km 
・管路地震対策工事(27)～(29)実施（29 年 7 月完了） 
＜下水道管路地震対策率 82.6％（目標 82.6％）＞ 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞ 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

浄水場，水環境保全 
センター等の改築更新 

Ⅲ-２-① 

《浄水施設等の改築更新》 
・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 6 月完了） 
・新山科浄水場高区送水ポンプ及びコントロール盤更新工事実施
（30年度完了予定） 

・松ケ崎浄水場原水調整弁等更新工事実施（29年 10 月完了予定） 

a 
P 87 
～ 
P 88 

重点項目１ 改築更新の推進 

配⽔管更新率の推移 

プランでは平成 29 年度までに更新率

を段階的に引き上げ 1.2％を目指すこと
としています。 

配⽔管更新率（％）

＝
更新された配⽔管延⻑

配⽔管の総延⻑
×100

0.5%

0.9% 0.9%
1.0% 1.1%

1.2%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

H24 H25 H26 H27 H28 H29

配水管更新率 年度別推移

プラン
策定時

予定
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施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

浄水場，水環境保全 
センター等の改築更新 

Ⅲ-２-② 

《水環境保全センター及びポンプ場の改築更新》 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 

実施（29年 12 月完了予定） 
・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備工事実施（30 年 
3 月完了予定） 

・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池築造工事(2) 
実施（29年 9月完了予定） 

・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池設備工事実施 
（30年 3月完了予定） 

a 
P 87 
～ 
P 88 

 
○ 水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

下水処理における 
鳥羽・吉祥院処理区の統合 

Ⅲ-３-③ 
・吉祥院支所の処理機能の縮小に向け，流入する汚水を鳥羽水環
境保全センターへ段階的に切り替えるための技術的な検討を実
施 

a 
P 89 
～ 
P 90 

 
○ 京北地域水道及び中川・小野郷地域水道の再整備等  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

京北地域水道
及び中川・小

野郷地域水道
の再整備等 

Ⅲ-２-③ 
(Ⅰ-１-⑤) 

《京北地域水道（京北中部，細野）の再整備》 
（京北中部地域水道） 
・周山，熊田及び宇野地区の配水管布設工事の完了 
・熊田配水池＊・加圧ポンプ所等整備工事の完了 
・路面復旧及び中央監視設備整備工事の完了 
（細野地域水道） 
・余野配水池・加圧ポンプ所等整備工事の完了 
《中川・小野郷地域水道の整備》 
・取水施設及び加圧ポンプ施設整備，連絡配水管布設工事の完了 
・路面復旧工事の完了 

a 
P 65 
～ 
P 66 
(Ⅰ-１-⑤) 

   
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

28 年度末時点の進捗状況 説明 

 

平成 27 年度の単年度評価はＢ評価でしたが，進捗に遅れ
が生じた工事の進捗管理を徹底することにより，平成 28
年度はＡ評価となりました。予定どおりプランの目標水準
を達成する見込みであることから，プランに対しては「順
調に進捗」しています。 
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東日本大震災や平成 28 年熊本地震，平成 25 年 9 月の台風第 18 号，平成 26 年 8 月の   
局地的な集中豪雨の経験等を踏まえ，地震や大雨などの災害に対して，被害を最小限に  
するとともに，迅速な対応により早期の機能回復が可能な災害に強いライフラインを構築
します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

各整備工事の一部で遅れが生じましたが，下水道管路地震対策率等，数値
目標はほぼ目標どおり達成することができたため，Ｂ評価となりました。 

 
○ 地震等の災害に強い上下水道施設の整備  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道 
管路・施設の
耐震化の促進 

Ⅰ-２-① 

《水道システムの耐震性向上》 
・配水管耐震化工事実施 30km（布設替え 27km，新設 3km） 
・補助配水管＊耐震化工事実施 16.3km（布設替え 11km，新設 5.3km）  
＜配水管更新率 1.1％（目標 1.1％）＞【再掲】 
＜水道管路の耐震化率 13.6％（目標 14.1％）＞ 
＜水道の主要管路の耐震適合性管の割合 48.5％（目標 48.7％）＞  
・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 6 月完了） 
・蹴上浄水場第１高区緊急遮断弁設置工事完了 
・松ケ崎浄水場洗浄水槽等耐震化工事実施（29年 6 月完了） 
・松ケ崎浄水場浄水池及びちんでん池耐震化工事完了 

b 

P 67 
～ 
P 68 

Ⅰ-２-③ 

《連絡幹線配水管の布設》 
・吉田連絡幹線配水管＊整備事業（30 年度完了予定）のうち，連
絡幹線配水管布設工事(10)～(12)完了 

・御池連絡幹線配水管整備事業（33 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(2)実施（29 年 9 月完了予定） 

・花園連絡幹線配水管整備事業（32 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(2)完了（同工事(3)は工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査の完了後，工事発注予定） 

※ 御池連絡幹線配水管布設工事(2)について，地下水位が想定よ
りも高く，地盤改良が必要となったため，工事の着手が遅れた。 

c 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

重点項目２ 災害対策の強化 

⽔道管路の耐震化率の推移 

プランでは平成 29 年度までに耐震化

率を 15.4％にすることを目標として

います。 

⽔道管路の耐震化率（％） 

＝ 
 

⽔道管路の総延⻑ 
×100 9.4%

10.5%
11.4%

12.5% 13.6%
15.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H24 H25 H26 H27 H28 H29

水道管路の耐震化率 年度別推移

プラン
策定時

予定
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施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道 

管路・施設の
耐震化の促進 

Ⅰ-２-④ 

《老朽化した下水管の耐震性向上》 
・管路内調査の完了 18km【再掲】 
・経年管老朽化対策工事(16)～(20）実施（29 年 11 月完了予定）【再掲】  
＜下水道管路地震対策率 82.6％（目標 82.6％）＞【再掲】 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【再掲】 

b 

P 67 
～ 
P 68 Ⅰ-２-⑤ 

《下水道施設の地震対策の強化》 
・管路内調査の完了 10km【再掲】 
・管路地震対策工事(27)～(29)実施（29 年 7 月完了）【再掲】 
・下水道施設継手部地震対策工事(8)完了 
・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池地震対策工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)，
設備工事の実施（30 年 3月完了予定） 

・災害用マンホールトイレ設置のための管路地震対策工事
(25)(26) (31) (32)完了，同工事(30)実施（29 年 9月完了予定） 

＜下水道管路地震対策率 82.6％（目標 82.6％）＞【再掲】 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【再掲】 
＜下水道施設（建築）の耐震化率 83.9％（目標 83.9％）＞ 

b 

導水施設＊の 
耐震化による 
安定した取水 

の確保 

Ⅰ-２-② 
・新山科浄水場導水トンネル築造実施設計の実施（29 年 12 月完了予定）  
※ 平成 29 年度の国庫補助対象事業（生活基盤施設耐震化等交付
金の緊急改善事業）となることから，平成 29 年度事業とした。 

c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

下⽔道管路地震対策率の推移 

下⽔道管路地震対策率（％） 

＝ 
地震対策済の管路延⻑ 

 
×100

プランでは平成 29 年度までに下⽔道

管路地震対策率を 87.7％にすることを

目標としています。（平成 29 年度は，プ
ラン目標値を上回る 88.4%を予定）

新山科浄水場導水トンネルの築造 

地震等の災害時においても原水（水道水

のもとになる水）を安定して取水するため
に，市内の約半分の給水を担う新山科浄水

場に原⽔を運ぶ導⽔トンネルを更新しま

す。（平成 28 年度は⼯事に係る設計を実施）

58.9%

64.6%

70.7%

76.9%

82.6%

88.4%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%
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下水道管路地震対策率 年度別推移

プラン
策定時

予定
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○ 雨に強く安心できる浸水対策の推進  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

地下街等を 
有する地区等 
の浸水対策 

Ⅰ-４-① 

《地下街等を有する地区の浸水対策》 
・塩小路幹線の整備事業完了 
・山科三条雨水幹線整備事業（29年度事業完了）のうち，幹線工
事(2)の実施（29 年 7 月完了） 

・花見小路幹線整備事業（30 年度事業完了予定）のうち，幹線 
工事の実施（30 年 3 月完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 23.6％（目標 23.6％）＞ 

b 

P 71 
～ 
P 72 

Ⅰ-４-② 

《河川整備等と連携した総合的な治水対策の推進》 
・新川 6号幹線事業（30年度事業完了予定）のうち，幹線（雨水）
工事(1)の実施（29年 9月完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 23.6％（目標 23.6％）＞【再掲】 
b 

Ⅰ-４-③ 

《浸水被害発生箇所の解消》 
・伏見第 3 導水きょ整備事業（31 年度完了予定）のうち，導水 
きょ工事の実施（30 年度完了予定） 

・山科川 13-1 号雨水幹線整備事業（31 年度完了予定）のうち，
幹線（雨水）工事の実施（30年 3月完了予定） 

・雨に強いまちづくり推進行動計画に基づき，地区別検討会等を
開催し，それぞれの地区の課題に応じた浸水対策の検討を実施 

・空気抜き施設の設置工事の完了 3 箇所 
＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 23.6％（目標 23.6％）＞【再掲】  

a 

Ⅰ-４-④ 

《雨水流出抑制の推進》 
・雨水貯留施設＊設置助成金制度助成基数 143 基（目標 120 基） 
・雨水浸透ます＊設置助成金制度助成基数 274 基（目標 240 基） 
・公共建築物や開発行為等における雨水流出抑制施設の設置に 
ついて指導を実施 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

雨に強く安心できる浸水対策の推進 

⾬⽔整備率（10 年確率降⾬ 

（1 時間 62mm）対応）（％） 

＝ 
浸水対策済区域面積 

 
×100

プランでは平成 29 年度までに⾬⽔
整備率（10 年確率降⾬対応）を 28.0％

にすることを目標としています。 

京都市「⾬に強いまちづくり」推進⾏動計画に基づく

浸水対策を検討・実施するとともに，京都駅及び山科駅
周辺地区，祇園地区等における雨水幹線等の整備を実施

しました。 

整備中の雨水幹線の内部（新川６号幹線）

19.5% 20.1% 20.7%
22.1% 23.6%

28.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

H24 H25 H26 H27 H28 H29

雨水整備率(10年確率降雨対応)年度別推移

プラン
策定時

予定
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○ 災害・事故等危機時における迅速な対応  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

危機管理対策
の強化 

Ⅰ-３-① 

・日本水道協会京都府支部において合同応急給水訓練を実施（7月） 
・本庁舎において自衛消防隊の初動措置，避難誘導，消火等の 
訓練を実施（9月） 

・「京都市上下水道局業務継続計画（震災対策編）」内の参集方法
及び行動手順書等の改善を実施 

a 

P 69 
～ 
P 70 

防災拠点の 

充実 
Ⅰ-３-② 

・太秦庁舎に係る設備工事等を実施（平成 29 年 5月完了） 
・応急給水槽に係る操作マニュアルを策定し，同マニュアルを活
用した応急給水訓練の実施（2～3月） 

・防災関係物品計画に基づき，ヘルメット，安全靴等の防災用 
消耗品を購入 

・京都市総合防災訓練（9 月）及び京都刑務所での防災訓練（12
月）において，給水車と仮設給水栓を接続した応急給水訓練を
実施 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

28 年度末時点の進捗状況 説明 

 

単年度評価は，平成 25 年度以降 4 年連続でＢ評価と 
なりました。進捗に遅れが生じた一部の工事についても，
進捗管理を徹底することによりプランの目標水準を達成す
る見込みであることから，プランに対しては「順調に進捗」
しています。 

  

災害・事故等危機時における迅速な対応 

危機管理に係る各種計画の点検を⾏うとともに，災害

時における初動措置訓練，避難訓練，自衛消防隊による
消火訓練や仮設給水栓を用いた応急給水訓練を実施

するなど，危機管理対策の強化・防災拠点の充実を図り

ました。

応急給水訓練の様子 

《平成 28 年熊本地震に係る上下⽔道局の⽀援状況等について》 

上下⽔道局では，平成 28 年熊本地震の被災地を⽀援

するため，迅速に局職員延べ 78 名，京都市公認水道協
会及び指定給水装置工事事業者合計 11 社 23 名を被災

地に派遣し，応急給⽔活動，⽔道給⽔管の応急復旧活動，

下水道の被害状況調査，避難所の運営補助，家屋被害調
査に従事するとともに，物資⽀援等を⾏いました。

応急給水活動の様子
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琵琶湖・淀川水系の中流域に位置する大都市として，下水の高度処理施設を段階的・  
効率的に整備するとともに，貯留幹線の整備等により合流式下水道の改善を図るなど，  
市内河川や下流域に位置する都市の水道水源となる水域の水環境を保全します。 
また，太陽光発電設備を設置するなど，再生可能エネルギーの利用を拡大するとともに，

水道・下水道施設の省エネルギー化や資源の循環を推進し，低炭素・循環型まちづくりに
貢献します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

下水の高度処理人口普及率や合流式下水道改善率について数値目標を達成
するとともに，温室効果ガスの排出削減等についても概ね計画どおり実施で
きたため，Ａ評価となりました。 

 
○ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

下水の高度 
処理施設の 
段階的な整備 

Ⅱ-１-① 
・伏見水環境保全センター分流系反応タンク設備工事完了 
＜高度処理人口普及率 53.2％（目標 53.2％）＞ a 

P 77 
～ 
P 78 

合流式下水道
の改善 

Ⅱ-２-① 

《貯留幹線等の整備》 
・朱雀北幹線整備事業の完了 
・津知橋幹線整備事業（32 年度完了予定）のうち，幹線工事設計
完了，工事実施（31 年度完了予定） 

＜合流式下水道改善率 63.1％（目標 63.1％）＞ 

b 
P 79 
～ 
P 80 

Ⅱ-２-② 

《雨天時下水処理の改善》 
・雨天時における合流式下水道改善の状態把握のため，雨天時放流
水質検査を実施（7月）し，水質基準値以下であることを確認 

・伏見水環境保全センター合流改善施設の土木及び設備工事実施
（30年 3月完了予定） 

＜合流式下水道改善率 63.1％（目標 63.1％）＞【再掲】 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

重点項目３ 環境対策の充実 

合流式下⽔道改善率の推移 

合流式下⽔道改善率（％） 

＝ 
 

合流式区域⾯積 
×100

プランでは平成 29 年度までに合流式

下⽔道改善率を 66.2％にすることを

目標としています。 

39.0% 40.0%
43.5%

61.3%
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合流式下水道改善率 年度別推移

プラン
策定時

予定
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○ 環境保全の取組の推進 
 

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

再生可能エネルギー 
の利用拡大等 
による温室効果

ガスの削減 

Ⅱ-４-① 

《太陽光発電設備の設置等による再生可能エネルギーの利用拡大》  
・太秦庁舎の太陽光発電設備工事実施（29年 5月完了） 
《温室効果ガスの排出削減》 
・事業者排出量削減報告書（27 年度実績）を提出（7月） 
・「事業者排出量削減計画書（H26-28)」に定めた 27 年度の目標 
数値を達成 

・高効率機器への更新，ポンプ運転台数の最適化，照明や空調の
運用見直しによる電力使用量削減の推進 

・浄水場全体の年間総電力使用量 22 年度比 42.3％削減（目標 36％削減）  
・伏見水環境保全センター送風機設備工事完了 
・水環境保全センター全体の年間総電力使用量 22 年度比 12.9％
削減（目標 5.5％削減） 

a 

P 83 
～ 
P 84 

資源循環の 
推進 

Ⅱ-４-③ 

・新たな経営計画に向け，下水汚泥等の有効活用に関する方針の検討を実施  
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 
実施（29年 12 月完了予定）【再掲】 

・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備工事実施（30 年 
3 月完了予定）【再掲】 

・消化ガス＊を汚泥焼却炉の燃料等に活用及び脱水汚泥等のセメ 
ント原料化（脱水ケーキ＊2,994t，焼却灰 1,497t）による汚泥
有効利用の推進 

＜汚泥有効利用率 23.7％（目標 21%）＞ 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

28 年度末時点の進捗状況 説明 

 

各整備工事については概ね計画どおり進捗し，数値目標
についても着実に目標を達成しています。単年度評価は，
平成 25 年度以降 4 年連続でＡ評価で推移していること 
から，プランに対しては「目標以上に達成」しています。 

  

合流式下⽔道の改善 

⼤⾬時に合流式下⽔道(※)から汚⽔の混ざった⾬⽔が

河川に流出することがあるため，その量を減らして河川の

水環境を保全することを目的として，津知橋幹線及び水環

境保全センターにおける対策施設を整備しています。 

※ 汚水と雨水を合わせて集める方式の下水道 
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水道事業・公共下水道事業として，市民の皆さまに対して果たすべき防災機能を充実  
させるなど，お客さまのニーズに合わせたサービスの窓口として営業所を再編します。  
また，イベント等の様々な機会を捉えて，事業の理解を深めていただくとともに，お客  
さまの声を，速やかに今後の事業運営につなげていきます。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

営業所の抜本的再編を計画どおり実施するとともに，お客さま満足度向上
に向けた各種施策や広報・広聴活動を積極的に推進したことにより，Ａ評価
となりました。 

 
○ お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

今日の社会状況の 

変化に対応した
料金制度・ 
料金支払方法

への見直し 

Ⅳ-４-① 

・料金制度の運用と継続的な点検，検討 
・地下水等利用専用水道設置者の水道施設維持経費の負担の適正
化を図るため，「水道施設維持負担金制度」を創設 

 （平成 29 年 2 月市会において水道事業条例の改正案が議決） 
a 

P 97 
～ 
P 98 

Ⅳ-４-② 

・水道メーター検針時配布リーフレットによるクレジットカード
継続払制度の周知，市民イベントにおける制度の PR（13 箇所） 

・開栓時の「水道便利袋」＊封入物（はがき版クレジットカード継
続払申込書）の拡充（配布件数 34,166 件） 

・7月 1日号市民しんぶんへの記事掲載（クレジットカード継続払制度）  
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.4%（目標 82.3％）＞  

a 

Ⅳ-４-③ 

・水道メーター検針時配布リーフレットによる口座振替割引制度
の周知，市民イベントにおける制度の PR（13 箇所） 

・開栓から 3箇月後に「口座勧奨はがき」の送付を実施 18,782 件  
・6 月 1 日号市民しんぶんへの記事掲載（口座振替割引制度） 
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.4%（目標 82.3％）＞【再掲】  

a 
 
○ お客さまが利用しやすい仕組みづくり  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

お客さまの 

利便性の向上 
Ⅳ-１-① 

・外国人のお客さまに向けた受付方法の充実を図るため，給水申
込書等の英語版記入例を作製し，営業所窓口及びお客さま窓口
サービスコーナーに配置 

a 
P 91 
～ 
P 92 お客さまが 

利用しやすい

窓口づくり 

Ⅳ-１-② 

・手話言語の理解を深める研修を実施 
・各区役所・支所の日曜開所日に上下水道局の臨時相談窓口を設
置（計 3日） 

・太秦庁舎建築工事の実施（29 年 5月完了） 
・太秦庁舎内の店舗スペースにおける出店事業者の募集・決定 

a 
 
○ 積極的に行動するサービスの充実  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道局 
営業所の 
抜本的再編 

Ⅳ-２-① ・東部営業所開所（4月） 
・西部営業所開設（29年 7 月）に関する周知チラシの図案作成 a 

P 93 
～ 
P 94 

重点項目４ お客さま満足度の向上 
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施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

出前トークや 
環境教育の充実 

Ⅳ-２-② 

・出講件数 10件（目標 9件） 
・市内全小学 4 年生（一部 3 年生）への啓発物（リーフレット，
クリアホルダー）の配布を実施 

・子ども向け水道水 PR プログラム「わくわく すいどうひろば」
（紙芝居，歌遊び）を実施（市内の幼稚園・保育園（所）4箇所） 

・浄水場見学者数       8,971 人受入れ 
・水環境保全センター見学者数 3,655 人受入れ 

a 
P 93 
～ 
P 94 

お客さま訪問 

サービスの実施 
Ⅳ-２-③ 

・開栓時の「水道便利袋」＊封入物（はがき版クレジットカード継
続払申込書）の拡充（配布件数 34,166 件）【再掲】 

・水道メーター点検訪問時の広報用リーフレットの配布（年 3回） 
a 

 
○ 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

積極的な情報
発信と分かり
やすい情報開

示等による広
報機能の充実 

Ⅳ-３-② 

・各媒体による広報を実施 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.8）の発行（2 月）  
・「おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン」の実施 
・ふれあいまつり等の市民イベントに参加し，水道水の利用促進
など水道事業，公共下水道事業に係る PR を実施（22 箇所） 

・上下水道局イベントや各局区等が実施する事業において花の苗
や種を配布するなど，「水道水・雨水を使った花いっぱい・緑い
っぱいのまちづくり」の PR を実施 

・子ども向け水道水 PR プログラム「わくわく すいどうひろば」（紙芝居，  
歌遊び）を実施（市内の幼稚園・保育所（園）4 箇所）【再掲】  

・「京（みやこ）の水飲みスポット」の設置の促進（京都駅南口サ
ンクンガーデン等） 

・モニター施設への簡易型ミストの設置及び「京（みやこ）のま
ちなかミスト」，「京（みやこ）の駅ミスト」などミスト装置＊

普及促進事業の実施 
・総務省「経営比較分析表」や経営審議委員会の意見等を踏まえ
た 28年度経営評価（27年度事業）の作成・公表 

・グラフや図，写真を用いた，分かりやすさを重視した予算及び
決算資料の作成・公表 

a 
P 95 
～ 
P 96 

お客さまの声
を反映するた

めの広聴機能
の充実 

Ⅳ-３-④ 

・上下水道モニター委嘱式，モニター施設見学会（2 回），意見 
交換会（1回）の実施 

・鳥羽水環境保全センター・蹴上浄水場一般公開でアンケートを実施 
・水道メーター点検訪問時の広報用リーフレット等に関する調査
の実施（2～3月，調査票配布 4,000 件） 

・大口使用者に対する使用状況調査の実施（11～12 月，491 社） 
・「平成 27年度水に関する意識調査」の報告書の作成・公表 

a 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

28 年度末時点の進捗状況 説明 

 

お客さま満足度向上に向けた各種施策や広報・広聴活動
を積極的に推進し，営業所の抜本的再編についても計画 
どおり実施するなど，単年度評価は，平成 25 年度以降 
4 年連続でＡ評価で推移していることから，プランに対し
ては「目標以上に達成」しています。 
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9 営業所を 5 営業所（平成 30 年度以降に 4 営業所）に抜本的に再編するなど，更なる   
経営効率化の推進により，引き続き，「他都市と比べ安価な上下水道料金水準を実現」する
とともに，保有資産の有効活用を一層進め，改築更新や災害対策のスピードアップを支え，
将来にわたって安定した事業運営を行っていくため，経営基盤の強化を図ります。 
また，効率的な事業運営を進めるために，人材育成，知識・技術の継承・発展，国際    

貢献等を推進します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

職員定数の削減や保有資産の有効活用のほか，知識・技術の継承・発展に
係る取組についても積極的に推進することで，Ａ評価となりました。 

 
○ 経営環境の変化に対応した経営の効率化  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

事業の効率化

の推進 
Ⅴ-１-① 

・28 年度組織改正の実施 
・職員定数の削減△22人を実施 a 

P101 
～ 
P103 

地域事業 

（山間地域の
上 下 水 道 事
業）の水道・

公共下水道事
業への統合 

Ⅴ-１-③ 

・統合に係る関連条例等の改正（平成 28 年 9 月市会） 
・料金システムの改修完了及び運用方法等の決定 
・水道事業認可変更申請書類の厚生労働省への提出，事業認可取得  
・統合後の地域水道地域及び特定環境保全公共下水道事業におけ
る維持管理業務及び体制の決定 

・水道管路管理システム及び下水道台帳管理システムへの情報の取込作業の完了 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

企業債残高の

削減 
Ⅴ-２-① 

・機会あるごとに，補償金免除繰上償還制度＊の復活を要望 
・自己資金の活用による企業債の発行抑制 
28 年度末残高  水道事業    1,641 億円（目標 1,675 億円） 

(翌年度延伸分含む) 公共下水道事業 3,182 億円（目標 3,195 億円） 
a 

P104 
～ 
P106 

  

重点項目５ 経営基盤の強化 

職員定数の推移 

プランでは，「第 5 期効率化推進計画」
に基づき，営業所の抜本的再編や山間

地域の上下水道事業の統合をはじめと

する組織・業務改革を推進し，平成 29
年度までに⽔道，下⽔道に従事する職員

定数を 1,249 ⼈（平成 24 年度⽐△150

人）にすることを目標としています。 

1,399 
1,369 

1,326 

1,277 
1,255 1,249 

1,200

1,300

1,400

1,500

H24 H25 H26 H27 H28 H29

職員定数 年度別推移

プラン
策定時

予定
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施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

未納金徴収 
体制の強化 

Ⅴ-２-② ・営業所の特別滞納整理班とお客さまサービス推進室が連携し，未収金削減に向けた取組を実施 a 

P104 
～ 
P106 

保有資産の 
有効活用 

Ⅴ-２-③ 

・山ノ内浄水場跡地隣接用地，伏見水環境保全センター北西側用
地及び北部配水管理課西側用地の 3件の売却を実施 

・未利用地等の保全・活用に向けた境界明示・不動産鑑定評価等を実施 
・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，旅行事業
者等と連携して通船を核とした旅行商品等の企画を展開 

・「琵琶湖疏水通船復活」試行事業の検証及び本格実施に向けた検討を実施  
・多角的な広告事業の実施 
・「水道使用水量のお知らせ」裏面への広告掲載の実施（4～3 月）  
・ホームページバナー広告掲載の実施（4～3月） 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.8）へ
の広告掲載の実施 

・28 年度別段預金（無利息の決済用預金）の平均残高を 8 億円 
未満で運用 

a 

上下水道サービス 
を持続していく
ための効率的

な再投資 

Ⅴ-２-④ 

・優先度を踏まえた上水道施設整備事業計画及び公共下水道建設
事業計画を策定し，事業を実施 

・太秦庁舎建築工事の実施（平成 29 年 5 月完了）【再掲】 
・健全かつ安定的な事業運営を行えるよう，「水道及び下水道施設
等マネジメント基本計画」を策定・公表（3月） 

・水道施設のアセットマネジメントシステム構築に着手 

b 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「水道及び下水道施設等マネジメント基本計画」 

広告事業 

上下⽔道局では，各⼾検針時に配付される
「⽔道使⽤⽔量のお知らせ」の裏⾯や広報紙

「京の水だより」等を活用した広告事業を展開

しています。 

「京の水だより」

厳しい経営環境の中，中⻑期的な視点に⽴って施
設を維持管理する「施設マネジメント」の考え⽅を

示した「水道及び下水道施設等マネジメント基本計

画」を平成 29 年 3 ⽉に策定しました。 
平成 30 年度以降の次期経営ビジョンに本計画を

反映させるとともに，その実施計画である「京都市

上下水道事業 中期経営プラン」に具体的な取組を
盛り込みます。 

広告掲載 
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○ 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進  

施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

人材活性化に
向けた取組の

強化 

Ⅴ-４-① 

・人材育成基本方針「企業力向上プラン」の 28 年度取組項目の 
着実な実践 

・職員研修計画に沿った研修の実施及び実施した局研修の分析・
評価による次年度研修実施計画への反映 

・民間企業（大阪ガス）への職員派遣研修の実施 
・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施 
・地方公務員法の改正を踏まえた 28 年度人事評価制度の運用 

a 

P109 
～ 
P111 

職員の意欲・
やる気を引き

出す取組の 
充実 

Ⅴ-４-② 

・職員提案目標件数（100 件）達成（総数 146 件） 
うち，市長賞 2件，優良賞 9件，入賞 12件，きょうかん賞 7件 

・自主研修の支援（資料の閲覧） 
・各事務の年度末及び年度当初の手続に対する業務監察を実施（48 所属）  
・収入事務に対する業務監察を実施（26 所属） 
・出勤時等の服務監察を実施（416 回） 

a 

職員の能力 

発揮のための 
職場環境の整備 

Ⅴ-４-③ 

・定期健康診断及び事後措置の実施 
・産業医による職場巡視の実施（全事業所 5月～3月) 
・メンタルヘルスラインケア研修，メンタルヘルスセルフケア 
研修の実施，ストレスチェック制度の実施 

・特定事業主行動計画「仕事とくらし きらめき スマイルプラ
ン」に掲げる行動項目の実施 

a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

「琵琶湖疏⽔通船復活」事業の取組について 

琵琶湖疏⽔（⼤津 蹴上間）における通船を復活

させ，平成 30 年度から本格的に事業化することを
目指し，これまで５回の試⾏事業を実施し，ガイド

育成や往復運航などステップアップを繰り返してき

ました。平成 29 年度は，本格事業で⽤いるための
新たな観光船２隻の建造等を実施し，琵琶湖疏水の

更なる魅⼒向上を図ります。 

このため，国の交付⾦の活⽤や企業等から協賛⾦
を募るほか，日本全国から広く御支援をいただくこ

とを目的に，平成 29 年 4 ⽉からふるさと納税制度

を活⽤した「琵琶湖疏⽔通船復活応援寄附⾦」を募
集しています。 

琵琶湖疏⽔通船復活応援寄附⾦リーフレット
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施策名 
取組 
項目 

28 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

国際協力事業
の推進と国際

貢献を支える
人材の育成 

Ⅴ-４-④ 

・下水道グローバルセンター（GCUS）＊等の活動に参画し，国や他
都市の情報収集 

・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施【再掲】 
・JICA 課題別研修（「都市上水道維持管理（浄水・水質コース）」）
を大阪市と共同して実施 

・JICA 研修に係る技術視察の受入れ 
・海外研修員の受入れ 
水道施設  17 箇国  65 名 
下水道施設  7 箇国  114 名 

a 

P109 
～ 
P111 

知識・経験や

技術・技能の
継承 

Ⅴ-４-⑤ 

・職員研修実施計画に基づく技術研修の実施（局内研修を 9 回 
実施 6 月：3回，7月：1回，9月：1 回，10 月：1 回，11 月：
3回）及び各所属による職場研修の実施 

・各所属でのナレッジマネジメント＊の運用 
・各所属でのナレッジマネジメントの取組充実のためのフォロー
アップ調査の実施（8月） 

・水道技術研修施設の整備工事を実施（平成 30年 2 月完了予定） 
・京都府が主催する「京都水道グランドデザイン」検討委員会に
参画し，テーマ別ワーキングや他都市の先進事例調査を実施 

a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

28 年度末時点の進捗状況 説明 

 

「第 5期効率化推進計画」及び「財政基盤強化計画」に
基づく各種取組を着実に推進することで，単年度評価は，
平成 25 年度以降 4年連続でＡ評価で推移しており，プラン
に対しては「順調に進捗」しています。 

 

海外研修，視察の受⼊れ等による国際協⼒の推進 

上下⽔道局では，他国との友好関係・協⼒関係の構築など，⻑期的な視点から様々な効果

が得られるものと考え，海外研修，視察の受⼊れ等による国際協⼒を推進しています。 
平成 28 年度は，ＪＩＣＡ課題別研修「都市上⽔道維持管理」やＪＩＣＡ国別研修「ラオ

ス国⽔道公社事業管理能⼒向上プロジェクト」等により，179名を受け⼊れました。 

ＪＩＣＡ課題別研修「都市浄⽔場維持管理」 ＪＩＣＡ国別研修「ラオス国水道公社事業 

管理能⼒向上プロジェクト」 
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４ 各重点推進施策及び取組項目の評価結果 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ここから，重点推進施策と取組項目評価の 
評価結果を掲載します。 
まず，評価の見方を確認しましょう！ 

 重点推進施策の名称，目的を

記載しています。 

 取組項目ごとに，評価を通して検
討した課題及び今後の取組を記載し

ています。 

取組内容について写真やグラフ

などを用いて具体的に説明してい

ます。

取組項目の名称，実績，評価

結果（ａ ｅ）を記載していま
す。

中期経営プランでの目標⽔準（平成29年度末）に対する平成28年度末の進捗状況を澄都（すみと）くんの
表情としずくで示しています。 

 

 

 

 

 重点推進施策に対する単

年度評価結果（Ａ Ｅ）を記
載しています。

ポイント

ポイント 

-63-



施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－１ 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給 

目  的 蛇口を通じて安全・安心な水道水を，安定して効率的に供給します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

水質管理の強化，原水水質監視の強化及び直結式給水＊の拡大のほか，京北
地域水道＊の再整備及び中川・小野郷地域水道の整備についてもほぼ計画どお
り実施できたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
水源から蛇口 
までの水質管理
の強化 

・水安全計画＊を検証，見直すとともに，計画に基づき水質管理を実施  
・前年度の水質検査結果を踏まえ，水道水質検査計画を策定し，
これに基づき，原水及び水道水の検査を実施，結果をホーム 
ページで公表（毎月） 

・水道 GLP＊に基づき，手順書の見直し，精度の高い検査を実施 
・水道 GLP 認証に係る中間審査の完了（11 月）及び認定維持の承認（1 月）  

a 

 ② 原水水質監視の強化 

・定期調査（12 回）を適正に実施 
・琵琶湖でのアオコ及びかび臭発生に伴う臨時調査を実施（8月，
9月，2月） 

・魚類監視装置＊及びクロロフィル＊計（蛍光光度計）による，毒
物及びアオコ等の流入の常時監視を実施 

・滋賀県との情報交換会(8 月）及び大津市との技術協議会（1月）を実施  
・水草による水質変動やかび臭の動向について，滋賀県及び 
大津市と週 1～2回の頻度で情報交換を実施 

a 

 ③ 

適正な浄水処理の推進 

b 
 原水 pH 調整
施設＊の整備 

・原水 pH 調整設備の適正な運用による浄水処理を実施（3浄水場）  
・微粉炭＊注入実験を継続 

 配水水質監視
装置の拡充 

・配水水質自動監視装置を毎日検査に位置付け，検査拠点を見直
すことで，市内 36箇所の毎日検査を実施 

・水質自動監視装置機能増設工事の完了 
・配水水質自動監視装置設置工事設計を実施 

 ④ 直結式給水の 拡大 

・貯水槽水道管理者への個別訪問の実施 2,571 件（目標 3,000 件）  
・貯水槽水道管理者への戸別訪問調査業務委託の実施時に， 
パンフレット配布（7月～） 

・直結式給水に関する情報をホームページに掲載 
＜直結式給水の増加件数（3階建以上）421 件（目標 250 件）＞ 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

直結式給水の拡大（Ⅰ－１－④） 

安⼼・安全で快適なホテル・旅館の増加を促し,「観光都市・京都」の魅⼒を⼀層⾼めるために，コ

ストやスペース面でメリットがあり，京都のまちの優れた景観の保全にも資する直結式給水のホテ

ル・旅館における適⽤範囲を⾒直しました。（平成 28 年 6 ⽉ 1 ⽇より） 

（主な適用条件） 

・給水管口径がφ５０ｍｍ以下であること。 

・定流量弁を設置すること。 

・協定書を提出すること。 

詳細については，所管の給水工事課

までお問い合わせください。また，

ホームページに掲載の「直結式給水

施⾏要領」も御覧ください。
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－１ 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給 

 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ⑤ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道＊及び大原地域水道の再整備等 

a 

 水道未普及箇所の 
解消に向けた取組 

・水道未普及解消に向けた継続的な取組を実施 

 
京北地域水道 
（京北中部，細野） 
の再整備 

（京北中部地域水道） 
・周山，熊田及び宇野地区の配水管布設工事の完了 
・熊田配水池＊・加圧ポンプ所等整備工事の完了 
・路面復旧及び中央監視設備整備工事の完了 
（細野地域水道） 
・余野配水池・加圧ポンプ所等整備工事の完了 

 中川・小野郷 
地域水道の整備 

・取水施設及び加圧ポンプ施設整備，連絡配水管布設工事の完了 
・路面復旧工事の完了 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「水源から蛇口までの水質管理の強化」については，引き続き，水質管理目標値及び 
水安全計画による水質管理を実施します。 

②「原水水質監視の強化」については，引き続き，定期調査や臨時調査により琵琶湖の 
水質動向を把握し，適切に浄水処理を行います。 

③「適正な浄水処理の推進」については，3 浄水場での原水 pH 調整設備運用を継続実施 
するとともに，今後も検査体制の見直しを検討し，引き続き，毎日検査を実施します。 

④「直結式給水＊の拡大」については，直結式給水の普及促進を効率的に遂行し，貯水槽
の設置者に対して助言・勧告を強化するため，貯水槽水道調査業務を継続して実施しま
す。 

⑤「水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等」については， 
28 年度に予定通り京北地域水道及び中川・小野郷地域水道の整備工事を完了しました。
29 年度以降は水道事業，公共下水道事業の下で，より安定的な事業運営に努めます。 

 
    

⽔道未普及地域の解消と京北地域⽔道及び 

大原地域水道の再整備等（Ⅰ－１－⑤，Ⅲ－2－③） 

山間地域にお住まいの皆さまに安全・安心な水道水を将来

にわたり，より安定的に供給するため推進してきた京北地域

水道再整備事業及び中川・小野郷地域水道整備事業が平成

28 年度に完了しました。 

平成 29 年 4 ⽉からは，⼭間地域の上下⽔道事業を⽔道・

公共下⽔道事業に統合し，より安定的に事業運営を⾏いま

す。 

再整備事業により完成した余野配水池

（細野地域水道） 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 
水源から蛇口 
までの水質管理
の強化 

・水安全計画及び毎年度策定する
水道水質検査計画に基づき，安
全・安心な水道水の継続的供給
のための水質管理の実施 

 

 ② 原水水質監視の強化 

・琵琶湖の定期及び臨時の水質 
調査を継続実施 

・原水水質自動監視装置による 
24 時間連続監視の継続実施 

・滋賀県や大津市の関係機関と，
琵琶湖の水質情報を共有 

 

 ③ 

適正な浄水処理の推進 
 

 原水 pH 調整
施設の整備 

・原水 pH 調整設備の整備完了・ 
運用（3浄水場） 

・新たな粉末活性炭注入設備の 
整備完了・運用（蹴上，松ケ崎） 

 配水水質監視
装置の拡充 

・拡充計画に基づき配水水質自動
監視装置を増設配備 

 ④ 直結式給水の 拡大 
・直結式給水の増加件数 
（3階建以上） 250 件/年 

 

 

 

 

 

 ⑤ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等 

 

 水道未普及箇所の 
解消に向けた取組 

・上水道事業計画給水区域内の 
水道未普及箇所（約 2,100 人）
の解消に向けた取組を継続的に
推進 

 
京北地域水道 
（京北中部，細野） 
の再整備 

・京北地域水道再整備事業（京北
中部，細野）の完了 

 大原地域水道
の再整備 

・大原地域水道再整備事業の完了 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－２ 地震等の災害に強い上下水道施設の整備 

目  的 
地震等の災害に強い水道・下水道施設を整備するとともに，災害リスクを分散し，被災

しても被害が少なく，早期に復旧が可能な水道・下水道を構築します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

各種工事及び数値目標について，一部で遅れや未達成がありましたが， 
概ね計画どおり進んでいるため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点２ ① 

水道システムの耐震性向上 

b 
 水道管路の 
耐震化 

・配水管耐震化工事実施 30km（布設替え 27km，新設 3km） 
・補助配水管＊耐震化工事実施 16.3km（布設替え 11km，新設 5.3km）  
＜配水管更新率 1.1％（目標 1.1％）＞ 
＜水道管路の耐震化率 13.6％（目標 14.1％）＞ 
＜水道の主要管路の耐震適合性管の割合 48.5％（目標 48.7％）＞  

 浄水場等基幹
施設の耐震化 

・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 6 月完了） 
・蹴上浄水場第１高区緊急遮断弁設置工事完了 
・松ケ崎浄水場洗浄水槽等耐震化工事実施（29年 6 月完了） 
・松ケ崎浄水場浄水池及びちんでん池耐震化工事完了 

◎ 
重点２ ② 

導水施設＊の 
耐震化による 
安定した取水 
の確保 

・新山科浄水場導水トンネル築造実施設計の実施（29 年 12 月完了予定）  
※ 平成 29 年度の国庫補助対象事業（生活基盤施設耐震化等交付
金の緊急改善事業）となることから，平成 29 年度事業とした。 

c 

◎ 
重点２ ③ 

連絡幹線配水管
の布設 

・吉田連絡幹線配水管＊整備事業（30 年度完了予定）のうち，連
絡幹線配水管布設工事(10)～(12)完了 

・御池連絡幹線配水管整備事業（33 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(2)実施（29 年 9 月完了予定） 

・花園連絡幹線配水管整備事業（32 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(2)完了（同工事(3)は工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査の完了後，工事発注予定） 

※ 御池連絡幹線配水管布設工事(2)において，地下水位が想定よ
りも高く，地盤改良が必要となったため，工事の着手が遅れた。 

c 

◎ 
重点２ ④ 

老朽化した 
下水管の耐震性
向上 

・管路内調査の完了 18km 
・経年管老朽化対策工事(16)～(20）実施（29 年 11 月完了予定） 
＜下水道管路地震対策率 82.6％（目標 82.6％）＞ 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞ 

b 

◎ 
重点２ ⑤ 

下水道施設の 
地震対策の強化 

・管路内調査の完了 10km 
・管路地震対策工事(27)～(29)実施（29 年 7 月完了） 
・下水道施設継手部地震対策工事(8)完了 
・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池地震対策工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)，
設備工事の実施（30 年 3月完了予定） 

・災害用マンホールトイレ＊設置のための管路地震対策工事
(25)(26) (31) (32)完了，同工事(30)実施（29 年 9月完了予定） 

＜下水道管路地震対策率 82.6％（目標 82.6％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  
＜下水道施設（建築）の耐震化率 83.9％（目標 83.9％）＞ 

b 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

課題及び 
今後の取組 

①「水道システムの耐震性向上」については，蹴上浄水場第 1高区配水池改良工事におい
て，地質調査の結果を受けた対応により進捗に遅れが生じましたが，工事の進捗管理を
徹底し，29 年 6 月に完了しました。 

②「導水施設の耐震化による安定した取水の確保」については，29 年度の新山科浄水場 
導水トンネル築造の工事発注を目指し，着実に事業を進めます。 

③「連絡幹線配水管の布設」については，御池連絡幹線配水管の工事で地盤改良により，
花園連絡幹線配水管の工事では他の整備工事との工程調整により進捗に遅れが生じま
したが，工期内の完了に向けて工事の進捗管理を徹底します。 

④「老朽化した下水管の耐震性向上」については，経年管老朽化対策工事において，関係
機関との協議に時間を要し，進捗に遅れが生じましたが，工期内の完了に向けて工事の
進捗管理を徹底します。 

⑤「下水道施設の地震対策の強化」については，伏見水環境保全センター合流系最初ちん
でん池地震対策工事の 29年度の完了に向け，引き続き工事の進捗管理を徹底します。 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点２ ① 

水道システムの耐震性向上 
 

 
水道管路の 
耐震化 

・配水管更新率 1.2% 
・水道管路の耐震化率 15.4% 
・主要管路の耐震適合性管の割合 
49.5％ 

 浄水場等基幹
施設の耐震化 

・緊急遮断弁設置工事の完了 
（20箇所） 
・松ケ崎浄水場の 1/2 の施設能力
の耐震化 

◎ 
重点２ ② 

導水施設の 
耐震化による 
安定した取水 
の確保 

・新山科浄水場導水トンネル築造
工事の継続実施 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ③ 

連絡幹線配水管
の布設 

・吉田連絡幹線配水管の布設工事
完了 

・御陵連絡幹線配水管の布設工事
完了 

・御池連絡幹線配水管の布設工事
の継続実施 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ④ 

老朽化した 
下水管の耐震性
向上 

・下水道管路地震対策率 87.7％ 
・下水道管路調査・改善率 0.7％ 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ⑤ 

下水道施設の 
地震対策の強化 

・下水道管路地震対策率 87.7％
【Ⅰ-２-④再掲】 

・下水道管路調査・改善率 0.7％
【Ⅰ-２-④再掲】 

・下水道施設（建築）の耐震化率 
83.9％ 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－３ 災害・事故等危機時における迅速な対応 

目  的 
あらゆる危機においても迅速に対応できるよう，危機管理対策を強化します。 
防災機能を強化するとともに，応急給水訓練の実施により，拠点給水活動が迅速に行え

る体制を構築します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

危機管理対策の強化や水道・下水道の水質の安全管理の充実などの取組を
計画どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点２ ① 

危機管理対策の
強化 

・日本水道協会京都府支部において合同応急給水訓練を実施（7月） 
・本庁舎において自衛消防隊の初動措置，避難誘導，消火等の 
訓練を実施（9月） 

・「京都市上下水道局業務継続計画（震災対策編）」＊内の参集方法
及び行動手順書等の改善を実施 

a 

◎ 
重点２ ② 防災拠点の充実 

・太秦庁舎建築工事の実施（29 年 5 月完了） 
・応急給水槽に係る操作マニュアルを策定し，同マニュアルを活
用した応急給水訓練の実施（2～3月） 

・防災関係物品計画に基づき，ヘルメット，安全靴等の防災用 
消耗品を購入 

・京都市総合防災訓練（9 月）及び京都刑務所での防災訓練（12
月）において，給水車と仮設給水栓を接続した応急給水訓練を
実施 

b 

 ③ 

水質の安全管理（上下水道）の充実 

a 

 水質の安全管理（水道）【Ⅰ-１-②原水水質監視の強化 再掲】 

 
危機発生時の
体制整備 

・28年度版として危機管理マニュアルを改正（5月） 
・有害物質流入事故に備えた訓練の実施（10,3 月） 

 
水質の 
安全管理 
（上下水道） 

・京都市地域防災計画原子力災害対策編に基づき，水道原水及び
水道水の測定を実施 
（水道事業）   12 回（毎月）実施 
（地域水道＊事業）  4 回（4月，7月，10 月，１月）実施 

・下水汚泥（焼却灰）と放流水の測定を実施（8月，2月） 
・測定結果をホームページで公表 

 ④ 
工事及び 
維持管理作業に
おける安全対策
の強化 

・事故防止対策強化月間の取組の実施（7月，11月） 
・安全管理部会での安全管理情報の周知（10 月） 
・局安全パトロールの実施（年 2回） 
第 1回 西部営業所等新築工事（9月） 
第 2回 鳥羽水環境保全センター汚泥処理設備運転管理委託（11 月） 

・安全管理講習会の実施（年 2回） 
第 1回 建設業等における熱中症予防対策について（6月） 
第 2回 地下埋設物に関する事故防止・安全性向上対策について（11月）  

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

課題及び 
今後の取組 

①「危機管理対策の強化」については，災害時に迅速に対応できるよう，計画及びマニュ
アル等を随時見直し，所属での周知を図ります。また，迅速な応急給水活動を実施でき
るよう他都市との合同防災訓練についても継続的に実施します。 

②「防災拠点の充実」については，応急給水槽操作マニュアルを使用し，応急給水槽を 
設置している各事業所にて 1箇所につき年 2回の応急給水訓練を行います。 

③「水質の安全管理（上下水道）の充実」については，今後もマニュアルの点検・充実，
原水への汚染物質流入に備えた訓練等を継続的に実施します。 

④「工事及び維持管理作業における安全対策の強化」については，引き続き，安全管理 
部会の開催，局安全パトロール及び安全管理講習会の実施等を通じて，事故の未然防止，
事故発生時の対応及び事故の再発防止を徹底します。 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点２ ① 

危機管理対策の
強化 

・危機発生時に迅速・的確に対応
できる体制の整備・維持 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ② 防災拠点の充実 

・応急給水訓練の継続的な実施 
・災害発生時に迅速に対応できる
資機材の配備の充実 

・応急給水槽の設置 
（南部営業所） 

 

 

 

 

 

 ③ 

水質の安全管理（上下水道）の充実 

 

 
水質の 
安全管理 
（水道） 

・琵琶湖の定期及び臨時の水質 
調査を継続実施 

・原水水質自動監視装置による 
24 時間連続監視の継続実施 

・滋賀県や大津市の関係機関と，
琵琶湖の水質情報を共有 

 危機発生時の
体制整備 

・水道事業に係る水質汚染に関す
る措置要綱や有害物質流入事故
対応マニュアル等の逐次更新 
及び危機管理訓練の実施による
更なる安全管理の充実 

 
水質の 
安全管理 
（上下水道） 

・京都市地域防災計画（原子力 
災害対策編）に基づく放射性 
物質のモニタリングの実施及び
結果の公表 

 ④ 
工事及び 
維持管理作業に
おける安全対策
の強化 

・安全管理部会での取組強化の 
検討，局安全パトロールや安全
管理講習会等の更なる充実 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－４ 雨に強く安心できる浸水対策の推進 

目  的 

浸水が起こりやすい箇所を速やかに解消し，10 年に一度の大雨（1時間に 62mm）に対す
る安全度を確保します。地下施設の浸水等による人命や都市機能の重大な被害を防ぐとと
もに，市民・事業者等と連携して雨水流出抑制＊を引き続き推進するなど，ハード・ソフ
ト両面で雨に強いまちづくりを着実に進めます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

雨水流出抑制の推進に係る助成件数は前年度を大きく上回り，雨水整備率
(10 年確率降雨対応)についても目標達成となりましたが，一部の工事で進捗
に遅れが生じたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点２ ① 

地下街等を 
有する地区の 
浸水対策 

・塩小路幹線の整備事業完了 
・山科三条雨水幹線整備事業（29年度事業完了）のうち，幹線工
事(2)の実施（29 年 7 月完了） 

・花見小路幹線整備事業（30 年度事業完了予定）のうち，幹線 
工事の実施（30 年 3 月完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 23.6％（目標 23.6％）＞ 

b 

◎ 
重点２ ② 

河川整備等と 
連携した総合的
な治水対策の 
推進 

・新川 6号幹線事業（30年度事業完了予定）のうち，幹線（雨水）
工事(1)の実施（29年 9月完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 23.6％（目標 23.6％）＞【Ⅰ-４-①再掲】  
b 

◎ 
重点２ ③ 

浸水被害発生 
箇所の解消 

・伏見第 3 導水きょ整備事業（31 年度完了予定）のうち，導水 
きょ工事の実施（30 年度完了予定） 

・山科川 13-1 号雨水幹線整備事業（31 年度完了予定）のうち，
幹線（雨水）工事の実施（30年 3月完了予定） 

・雨に強いまちづくり推進行動計画に基づき，地区別検討会等を
開催し，それぞれの地区の課題に応じた浸水対策の検討を実施 

・空気抜き施設の設置工事の完了 3 箇所 
＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 23.6％（目標 23.6％）＞【Ⅰ-４-①再掲】  

a 

◎ 
重点２ ④ 

雨水流出抑制の
推進 

・雨水貯留施設＊設置助成金制度助成基数 143 基（目標 120 基） 
・雨水浸透ます＊設置助成金制度助成基数 274 基（目標 240 基） 
・公共建築物や開発行為等における雨水流出抑制施設の設置に 
ついて指導を実施 

a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。  

課題及び 
今後の取組 

①「地下街等を有する地区の浸水対策」及び②「河川整備等と連携した総合的な治水対策
の推進」については，山科三条雨水幹線工事(2)では地下埋設物の支障移設に係る協議
等に，新川 6 号幹線（雨水）(1)工事では発進立坑の占用許可物件の移設に係る協議等
にそれぞれ時間を要し，各工事の進捗に遅れが生じましたが，引き続き，進捗管理を徹
底し，工期内の完了を目指します。 

③「浸水被害発生箇所の解消」については，雨に強いまちづくり推進行動計画に基づく取
組を推進するとともに，伏見第 3 導水きょ工事，山科川 13-1 号雨水幹線工事の工期内
の完了を目指します。 

④「雨水流出抑制の推進」については，引き続き，助成金制度等を通じて雨水流出抑制を
推進します。 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点２ ① 

地下街等を 
有する地区の 
浸水対策 

・雨水整備率(10 年確率降雨 
対応)28.0％ 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ② 

河川整備等と 
連携した総合的
な治水対策の 
推進 

・雨水整備率(10 年確率降雨 
対応)28.0％【Ⅰ-４-①再掲】 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ③ 

浸水被害発生 
箇所の解消 

・雨水整備率(10 年確率降雨 
対応)28.0％【Ⅰ-４-①再掲】 

 

 

 

 

 

◎ 
重点２ ④ 

雨水流出抑制の
推進 

・雨水貯留施設設置助成金制度の
実施 600 件（5年間） 

・雨水浸透ます設置助成金制度の
実施 200 基（5年間） 

・雨水流出抑制施策を継続的に 
推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾬⽔貯留施設及び⾬⽔浸透ますの設置助成⾦制度（Ⅰ－４－④） 

⾬⽔を⼀時的に貯留して有効活⽤ができる「⾬⽔

貯留施設（タンク）」や，⾬⽔を地中に浸透させて

市街地への⾬⽔の流出を抑制する効果がある「⾬⽔

浸透ます」を設置していただくために，助成制度を

設けています。 

■助成⾦額  
 

⾬⽔貯留施設設置助成⾦制度  
購入及び設置工事費用の４分の３とし，37,500 円

が上限となります。 

※ただし，設置工事費用の上限は 10,000 円。 

 

⾬⽔浸透ます設置助成⾦制度  
・雨水浸透ますを新たに設置 

 １基につき 25,000 円 

・雨水ますから雨水浸透ますへの取替え 

  設置工事費用 １基につき上限 70,000 円 

  付帯工事費用 １基につき上限 30,000 円 

 ※付帯⼯事…設置⼯事とは別に必要となる舗装の撤去や修復等の⼯事
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－５ 異臭味問題解消のための高度浄水処理施設の整備 

目  的 
水道水の異臭味を解消し水質基準を遵守するために，蹴上浄水場に高度浄水処理＊施設

を整備します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

浄水処理技術等の調査・研究・開発などは概ね計画どおり実施できました
が，高度浄水処理施設について，最適な浄水システムの検討により工事着手
を見送ったため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 高度浄水処理 施設の整備 

・微粉炭＊注入設備の実験結果を踏まえ，コスト等を含めた最適な
浄水システムの検討（高度浄水処理施設の整備については着手
を見送り） 

※ 詳細は，「課題及び今後の取組」参照。 
b 

 ② 原水水質監視の強化【Ⅰ-１-②再掲】 a 
 ③ 適正な浄水処理の推進【Ⅰ-１-③再掲】 b 
 ④ 

浄水処理技術等
の調査・研究・ 
開発 

・高機能粉末活性炭のかび臭除去能力に関する実験を実施（10 月），  
かび臭除去能力に関する調査について関係課と協議を実施（6 月～11 月）  

・高機能粉末活性炭等のかび臭除去能力について先進市の視察を実施（10 月）  
a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「高度浄水処理施設の整備」については，近年の原水水質は落ち着いており，現状の 
浄水処理方法で水質基準を十分に満たしているため，粒状活性炭吸着池築造工事につい
ては見合わせています。また，高い臭気物質除去能力を持つ粉末活性炭に係る新技術が
開発されており，微粉末活性炭及び高機能粉末活性炭の凝集ちんでん砂ろ過への適用に
関する実験を行いました。今後は，粉末活性炭に係る新技術の導入を視野に，膜処理技
術の動向を見据えながら，建設・維持管理コストを勘案し，最適な浄水システムを検討
して，高度浄水処理施設の整備方法について見直しを行います。 

④「浄水処理技術等の調査・研究・開発」については，今後もかび臭の除去能力や微粉炭
に関する調査・実験を行います。 

※ ②「原水水質監視の強化」及び③「適正な浄水処理の推進」は再掲のため省略。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

⾼い臭気物質除去能⼒を持つ粉末活性炭に係る新技術（Ⅰ－５－①，④） 

原水に臭気が発生した場合には，原水中に溶け

ている臭気物質を吸着させて除去するため，粉末

活性炭を注⼊しています。近年，粉末活性炭を微

粉化することで，より高い吸着性能を持つ「微粉

末活性炭」や特殊な方法で吸着性能を向上させた

「高機能粉末活性炭」が開発され，蹴上及び新山

科浄水場にてそれぞれ実験を実施しました。 

■新たな粉末活性炭の効果         

除去性能の向上，活性炭使⽤量の削減 等 
微粉末活性炭の実験施設（蹴上浄水場） 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 高度浄水処理 施設の整備 
・蹴上浄水場の高度浄水処理施設
整備工事の継続実施 

 

 ② 
原水水質監視の
強化 
【Ⅰ-１-②再掲】 

・琵琶湖の定期及び臨時の水質 
調査を継続実施 

・原水水質自動監視装置による 24
時間連続監視の継続実施 

・滋賀県や大津市の関係機関と，
琵琶湖の水質情報を共有 

 

 ③ 

適正な浄水処理の推進【Ⅰ-１-③再掲】 

 

 
原水 pH 調整
施設＊の整備 

・原水 pH 調整設備の整備完了・ 
運用（3浄水場） 

・新たな粉末活性炭注入設備の 
整備完了・運用（蹴上，松ケ崎） 

 
配水水質監視
装置の拡充 

・拡充計画に基づき配水水質自動
監視装置を増設配備 

 ④ 
浄水処理技術等
の調査・研究・ 
開発 

・継続的な取組を実施 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

適正な浄⽔処理の推進（Ⅰ－１－③，Ⅰ－５－③） 

市内の配水系統ごとに定点を設け，毎日，色，

濁り及び消毒の残留効果に関する検査を 36 地点で

⾏っています。また，定期的に給⽔の⽔質検査を

⾏い，法令で規定された安全な⽔道⽔が届けられて

いるかを監視しています。さらに，平成 14 年から

配⽔⽔質⾃動監視装置を順次設置して，⽔温，濁度，

⾊度，pH 値及び遊離残留塩素の５項目の連続測定を

⾏い，光回線により⽔質管理センターに送信してお

り，24 時間 365 ⽇，職員による⽔質監視を⾏って

います。 

■配水水質自動監視装置設置数 10 箇所 

 （平成 28 年度末） 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅰ－６ 水質への不安払拭のための鉛製給水管の解消 

目  的 平成 29 年度までに道路部分に残存する鉛製給水管を全て解消します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｃ 

鉛製給水管の解消について，単独取替え，補助配水管＊や配水管の布設替え
等に関連した取替え及び取替助成金制度の利用促進に努めたものの，数値目
標の達成に至らない項目が大部分となったため，Ｃ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
鉛製給水管の 
単独取替えの 
継続実施 

・鉛製給水管単独取替工事による道路部分の鉛製給水管解消件数 
12,601 件（目標 12,600 件） 

＜道路部分の鉛製給水管の割合 4.2％（目標 3.2％）＞ 
b 

 ② 
補助配水管や 
配水管の布設替え等に 
関連した取替え
の推進 

・補助配水管や配水管の布設替えに関連した道路部分の鉛製給水
管解消件数 366 件（目標 500 件） 

・漏水修繕等に関連した道路部分の鉛製給水管解消件数 
1,576 件（目標 4,100 件） 

＜道路部分の鉛製給水管の割合 4.2％（目標 3.2％）＞【Ⅰ-６-①再掲】 
※ 鉛製給水管の減少に伴い，漏水修繕による取替件数が減少し
ているため，目標件数の達成に至らなかった。 

c 

 ③ 
鉛製給水管取替
助 成 金 制 度の 
利用促進 

・助成件数 24 件（目標 80 件） 
・個別訪問件数 172 件（目標 100 件） 
※ 家屋のリフォームと同時の利用など，制度利用にはお客さま
の事情によるものが多く，件数を伸ばすことができなかった。 

c 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。  

課題及び 
今後の取組 

①「鉛製給水管の単独取替えの継続実施」については，最終年度となる 29 年度は，お客
さまの承諾が得られず取替できないケースなどもあると予測していますが，お客さまに
対して粘り強く勧奨し，今後もプランの目標である「道路部分に残存する鉛製給水管の
割合 0%」に向けて精力的に取り組みます。 

②「補助配水管や配水管の布設替え等に関連した取替えの推進」については，道路部分の
鉛製給水管の減少に伴い，漏水修繕等による取替件数及び改造・撤去工事に伴う取替件
数の減少が影響し，目標達成がより難しくなっています。このような状況ではあります
が，お客さまに対して粘り強く勧奨し，今後もプランの目標である「道路部分に残存す
る鉛製給水管の割合 0％」に向けて精力的に取り組みます。 

③「鉛製給水管取替助成金制度の利用促進」については，今後も年度目標 80 件の助成件
数を目指し，ホームページや市民しんぶん等により定期的な PR活動に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉛製給水管取替えのイメージ（Ⅰ－６） 

鉛製給水管 取替後 
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施策目標Ⅰ 毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 
鉛製給水管の 
単独取替えの 
継続実施 

・道路部分に残存する鉛製給水管
の割合 0％ 

 

 ② 
補助配水管や 
配水管の布設替え等に 
関連した取替え
の推進 

・道路部分に残存する鉛製給水管
の割合 0％【Ⅰ-６-①再掲】 

 

 ③ 
鉛製給水管取替
助 成 金 制 度の 
利用促進 

・鉛製給水管取替助成金制度の 
利用件数向上 80 件/年 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉛製給⽔管取替⼯事助成⾦制度（Ⅰ－６－③） 

上下⽔道局では，漏⽔を防⽌し，安全・安⼼な⽔道⽔をお届けするため，鉛製給⽔管の解消を

目指しています。道路部分に残存する鉛製給⽔管については，平成 29 年度末に残存率を ゼロと

するために上下⽔道局で取替えを進めていますが，宅地内に残存する鉛製給⽔管については，お

客さまの財産であり，お客さまの費用負担で取り替えていただく必要があります。 

そのため，お客さまが宅地内の⽔道メーターから蛇⼝までの間にある鉛製給⽔管を鉛以外の

材質のものに取り替える際に，工事費を一部助成（対象となる工事費の 2 分の１，ただし上限 10

万円）する「鉛製給⽔管取替⼯事助成⾦制度」を平成 19 年度から実施しています。 

制度の利⽤促進を図るため，平成 29 年度から助成⾦額
をこれまでの倍の 10 万円に増額しました。
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅱ－１ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進 

目  的 

閉鎖性水域である大阪湾・瀬戸内海の富栄養化を防止するためには，窒素除去が急務で
あることから，窒素除去に重点をおいた下水の高度処理＊を，処理施設の更新時期にあわ
せて段階的・効率的に推進します。 
法に定められた水質基準よりも厳しく設定した独自の処理水質目標と管理基準値に 

よって水質監視を行います。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

下水の高度処理施設の段階的な整備など，すべての取組項目について計画
どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

下水の高度処理
施設の段階的な
整備 

・伏見水環境保全センター分流系反応タンク設備工事完了 
＜高度処理人口普及率 53.2％（目標 53.2％）＞ a 

 ② 良好な処理水質の確保 

・水質管理マニュアルに基づく適正な水質検査を実施 
・各水環境保全センターの処理水質目標及び管理基準値の決定（5月） 
・管理基準値の不適合の原因及び対策の文書化を随時実施 

a 

 ③ 
微量化学物質＊

や病原性微生物
等の調査・研究 

・水道クリプトスポリジウム＊試験方法に係る技術研修を受講 
（6月～7月） 

・放流水について要監視項目＊測定を実施（毎月） 
・下水放流水等の大腸菌の調査研究を実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「下水の高度処理施設の段階的な整備」については，平成 28 年度末で中期経営プラン
の予定事業が完了し，プランに掲げる目標数値（高度処理人口普及率）を達成しました。 

②「良好な処理水質の確保」については，放流水の水質管理を行うために必要な水質検査
を水質管理マニュアルに基づき実施するとともに，マニュアルの改訂にも取り組み 
ます。また，今後も，水質検査結果を踏まえ，管理基準値の見直しを行うとともに， 
管理基準値不適合の原因及び対策を随時文書化し，適正な水質管理を実施します。 

③「微量化学物質や病原性微生物等の調査・研究」については，継続して技術的な情報を
収集し，調査研究を実施します。また，水質第１課（水道）と水質第２課（下水道）で
技術協力を行い，調査・研究を充実させ，その成果を下水道研究発表会などを通じて 
発信します。 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 3 ① 

下水の高度処理
施設の段階的な
整備 

・高度処理人口普及率 53.2% 
・鳥羽水環境保全センターＢ系 
高度処理施設の完成・運用 

 

 ② 良好な処理水質の確保 

・目標値と管理基準値の継続的な
見直しと，さらなる放流水質の
向上 

 

 ③ 
微量化学物質や 
病原性微生物等
の調査・研究 

・未規制物質や要監視項目物質等
の調査，研究の推進による情報
及び知見の収集の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

下⽔の⾼度処理（Ⅱ－１－①） 

水中の窒素やリンはプランクトンの栄養源となり，プランクトンが増殖すると赤潮が発生する

原因となります。⼤阪湾などの閉鎖性⽔域の富栄養化を防⽌するため，淀川中流域の京都市では，

⾼度処理を取り⼊れ，よりきれいな⽔にして河川へ放流しています。 

⾼度処理施設 

（鳥羽水環境保全センターB 系⽔処理施設）

⾼度処理によりよみがえる清流（⻄⾼瀬川） 

わたしたちも安心して 

住めるような，きれいな川が

増えるといいね！ 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅱ－２ 雨の日も水環境を守る合流式下水道の改善 

目  的 
雨天時に合流式下水道＊から流出する未処理下水やゴミ等を削減する改善対策を，目標 

年度（平成 35年度）を見据え，積極的に推進します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

朱雀地域における貯留幹線の整備工事が完了し，数値目標を達成しました
が，一部の工事に遅れが生じたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

貯留幹線等の 
整備 

・朱雀北幹線整備事業の完了 
・津知橋幹線整備事業（32 年度完了予定）のうち，幹線工事設計
完了，工事実施（31 年度完了予定） 

＜合流式下水道改善率 63.1％（目標 63.1％）＞ 
b 

◎ 
重点 3 ② 

雨天時下水処理
の改善 

・雨天時における合流式下水道改善の状態把握のため，雨天時放流
水質検査を実施（7月）し，水質基準値以下であることを確認 

・伏見水環境保全センター合流改善施設の土木及び設備工事実施
（30年 3月完了予定） 

＜合流式下水道改善率 63.1％（目標 63.1％）＞【Ⅱ-２-①再掲】 

a 

 ③ 
雨水吐口＊から
のゴミ等の流出 
削減 

― 
（27年度事業完了） - 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「貯留幹線等の整備」については，津知橋幹線工事において，関係機関との協議に時間
を要し，設計の進捗に遅れが生じましたが，32年度の事業完了に向けて進捗管理を徹底
します。 

②「雨天時下水処理の改善」については，今後も雨天時放流水質検査を実施し，基準への
適合状況について確認します。また，伏見水環境保全センター合流改善施設工事の 29
年度の完了に向け，引き続き工事の進捗管理を徹底します。 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 3 ① 

貯留幹線等の 
整備 

・合流式下水道改善率 66.2% 
・七条西幹線の完成・運用 
・七条東幹線の完成・運用 
・砂川雨水滞水池の完成・運用 

 

◎ 
重点 3 ② 

雨天時下水処理
の改善 

・合流式下水道改善率 66.2% 
【Ⅱ-２-①再掲】 

・伏見水環境保全センター合流 
改善施設の完成 

 

 ③ 
雨水吐口からの
ゴミ等の流出 
削減 

・雨水吐改善率 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

合流式下⽔道の改善（Ⅱ－２） 

汚⽔と⾬⽔を同じ下⽔道管で流す合流式下⽔道では，⾬天時に汚⽔の混じった⾬⽔が，⾬⽔

吐⼝から河川等へ流出します。この合流式下⽔道の改善対策として，下⽔を貯める貯留幹線の整

備や，⾬⽔吐⼝からのゴミの流出を防⽌するための改良等を⾏っています。 

工事の様子 

（朱雀北幹線） 

合流式下⽔道の改善 

（貯留幹線の整備） 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅱ－３ 市民のくらしと水環境を守る下水道整備の拡大 

目  的 計画区域内の未整備箇所や北部地域など必要な下水道整備を推進します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

工事の進捗に遅れが生じたものの，未接続の解消に向けた普及勧奨の推進
などを概ね計画どおりに実施し，京北下水道接続率については目標を上回り
達成できたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 北部地域の汚水整備の推進 
― 

（26年度事業完了） - 

 ② 未整備箇所の 汚水整備の推進 
・羽束師 2号幹線工事(3)の実施（29 年 6 月完了） 
＜下水道人口普及率 99.5％（目標 99.5％）＞ b 

 ③ 
未接続の解消に
向けた普及勧奨
の推進 

《京北特定環境保全公共下水道＊》 
・戸別訪問による普及勧奨を実施 
＜京北下水道接続率 82.4%（目標 81.4％）＞ 
 
《公共下水道》 
・戸別訪問による普及勧奨を実施 
＜下水道接続率 99.1％（目標 99.1％）＞ 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

②「未整備箇所の汚水整備の推進」については，羽束師 2 号幹線(3)工事において，関係
機関との協議に時間を要し，工事の進捗に若干遅れが生じましたが，工事の進捗管理を
徹底し，29 年 6 月に完了しました。 

③「未接続の解消に向けた普及勧奨の推進」については，今後とも，個々の未水洗家屋の
状況に応じたきめ細やかな勧奨を粘り強く実施するとともに，詳細な未水洗理由を把握
し，未水洗家屋の早期解消に努めます。 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 北部地域の汚水整備の推進 

・北部地域（大原，静原，鞍馬，
高雄）の４地区での特定環境 
保全公共下水道整備事業の完了 

 

 ② 未整備箇所の 汚水整備の推進 
・下水道人口普及率 99.5% 

 

 

 

 

 

 ③ 
未接続の解消に
向けた普及勧奨
の推進 

・普及勧奨を継続的に推進 
・京北特定環境保全公共下水道の
下水道接続率 80.2％ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

下水道管布設工事のイメージ 

管布設 埋戻し 

路⾯復旧 

工事の安全性を確保するため，

土が崩れてこないように壁 

と支柱を設置しています。 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

重点推進 
施 策 名 Ⅱ－４ 環境保全の取組の推進 

目  的 
環境マネジメントの継続的な取組により，省エネルギー対策，再生可能エネルギーの 

利用拡大を一層図り，京都議定書誕生の地として，地球温暖化対策に積極的な役割を果た
します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

景観に配慮した施設整備に関する工事に一部遅れがあったものの，再生 
可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減や資源循環の推進を
概ね計画どおり進めることができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

再生可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減 

a  

太陽光発電 
設備の設置等
による再生可
能エネルギー
の利用拡大 

・太秦庁舎の太陽光発電設備工事実施（29年 5月完了） 

温室効果ガス
の排出削減 

・事業者排出量削減報告書（27 年度実績）を提出（7月） 
・「事業者排出量削減計画書（H26-28)」に定めた 27 年度の目標 
数値を達成 

・高効率機器への更新，ポンプ運転台数の最適化，照明や空調の
運用見直しによる電力使用量削減の推進 

・浄水場全体の年間総電力使用量 22 年度比 42.3％削減（目標 36％削減）  
・伏見水環境保全センター送風機設備工事完了 
・水環境保全センター全体の年間総電力使用量 22年度比 12.9％
削減（目標 5.5％削減） 

 ② 
環境マネジメン
トシステムの 
継続的運用 

・KYOMS（京都市役所環境マネジメントシステム）＊の取組を着実 
に実施することにより，KYOMS 対象全所属において，「所属に 
おける取組推進項目」である，コピー用紙部門，省エネ部門 
及び廃棄物部門の目標を達成 

・独自 EMS（環境マネジメントシステム）＊の運用による水道水質
（水道）及び放流水質（下水道）の維持・向上の取組を実施 

a 

◎ 
重点 3 ③ 資源循環の推進 

・新たな経営計画に向け，下水汚泥等の有効活用に関する方針の検討を実施  
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 
実施（29年 12 月完了予定） 

・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備工事実施（30 年 
3 月完了予定） 

・消化ガス＊を汚泥焼却炉の燃料等に活用及び脱水汚泥等のセメ 
ント原料化（脱水ケーキ＊2,994t，焼却灰 1,497t）による汚泥
有効利用の推進 

＜汚泥有効利用率 23.7％（目標 21%）＞ 

a 

 ④ 
京都のまちの 
景観に配慮した
施設の整備 

・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 6 月完了） 
【Ⅰ-２-①再掲】 b 

 ⑤ 環境報告書＊の 作成・公表 

・環境報告書の発行及びホームページへの掲載（12 月) 
・蹴上浄水場及び鳥羽水環境保全センターの一般公開（4月及び 
5 月）でのパネル展示の実施 

a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
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施策目標Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

課題及び 
今後の取組 

①「再生可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減」については，太陽光発
電設備工事を実施するとともに，省エネルギー機器の採用等による使用電力の削減も着
実に進め，浄水場及び水環境保全センターの総電力使用量も目標を上回っています。 

②「環境マネジメントシステムの継続的運用」については，今後も KYOMS（京都市役所 
環境マネジメントシステム）及び EMS（環境マネジメントシステム）を継続運用する 
ことにより，全ての所属で環境にやさしい取組を着実に実施します。 

③「資源循環の推進」については，引き続き，消化ガスの活用及びセメント原料化による
汚泥の有効利用を推進するとともに，下水汚泥固形燃料化施設の導入に向けた取組を着
実に実施します。 

④「京都のまちの景観に配慮した施設の整備」については，蹴上第 1高区配水池改良工事
の進捗に遅れが生じましたが，工事の進捗管理を徹底し，29 年 6 月に完了しました。 

⑤「環境報告書の作成・公表」については，より一層分かりやすい環境報告書を発行する
とともに，様々な手法や機会を活用し，多くの方々へ環境保全の取組について情報を 
発信します。 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 3 ① 

再生可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減  

 

 

太陽光発電 
設備の設置等
による再生可
能エネルギー
の利用拡大 

・太陽光発電設備出力 
浄水場      1,790kW 
水環境保全センター 2,010kW 

温室効果ガス
の排出削減 

・エネルギー消費及び温室効果 
ガス排出の削減を継続的に推進 

 ② 
環境マネジメン
トシステムの 
継続的運用 

・環境マネジメントシステム 
（EMS）の継続的運用 

 

◎ 
重点 3 ③ 資源循環の推進 

・有効利用の取組を継続的に推進 
・汚泥有効利用率 17％ 

 

 ④ 
京都のまちの 
景観に配慮した
施設の整備 

・景観に配慮した取組を継続的に
実施 

 

 ⑤ 環境報告書の 作成・公表 

・より分かりやすい水道事業， 
公共下水道事業の環境報告書の
作成，公表，広報活動の実施 
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施策目標Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

重点推進 
施 策 名 Ⅲ－１ 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新 

目  的 

計画的かつ効率的に改築更新を行い，一日たりとも休むことができない水道・下水道の
機能を維持・向上させるとともに，漏水や道路陥没事故を防ぎます。 
水道管路については，耐震性や耐久性に優れた高機能ダクタイル鋳鉄管＊への布設替え

を加速させ，水道水を安定的に供給します。下水管路については，老朽化した管路や重要
な管路から，計画的に改築更新を進めます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

鉛製給水管取替工事の実施件数は計画を若干下回ったものの，配水管及び
下水道管路の更新工事や浸入水の削減など，概ね計画どおりに実施すること
ができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 1 ① 

水道配水管の 
更新の推進 

・配水管布設替工事実施 27km【Ⅰ-２-①一部再掲】 
・補助配水管＊布設替工事実施 11km【Ⅰ-２-①一部再掲】 
＜配水管更新率 1.1％（目標 1.1％）＞【Ⅰ-２-①再掲】 

a 

◎ 
重点 1 ② 

下水道管路施設
の計画的な 
点検・改築更新 

《老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替え》 
・管路内調査の完了 18km 
・経年管老朽化対策工事(16)～(20)実施（29年 11 月完了予定） 
 【Ⅰ-２-④再掲】 
 
《重要な下水道管路の耐震化》 
・管路内調査の完了 10km 
・管路地震対策工事(27)～(29)実施（29 年 7 月完了） 
【Ⅰ-２-⑤再掲】 

 
＜下水道管路地震対策率 82.6％（目標 82.6％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  

b 

 ③ 漏水防止と 有収率＊の向上 

・配水管及び補助配水管布設替工事実施 38km【Ⅲ-１-①再掲】 
＜有収率 90.4％（目標 88.8％）＞ 
・鉛製給水管取替工事実施 14,543 件【Ⅰ-６-①，②再掲】 

a 

 ④ 浸入水の削減 ・山科処理区での浸入水対策工事の実施 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「水道配水管の更新の推進」及び②「下水道管路施設の計画的な点検・改築更新」につ
いては，引き続き，目標達成に向けて，既発注工事の早期着手及び新規工事の早期発注
に取り組みます。 

③「漏水防止と有収率の向上」については，有収率が中期経営プランの目標値である 90％
を達成しましたが，他都市と比べると依然として低い水準であるため，引き続き老朽管
した配水管の更新や鉛製給水管の取替工事を進め，漏水量の減少に努めることでより一
層の有収率の向上を図ります。 

④「浸入水の削減」については，引き続き，山科処理区における浸入水の対策工事を実施
します。 
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施策目標Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 1 ① 

水道配水管の 
更新の推進 

・配水管更新率 1.2％ 

 

 

 

 

 

◎ 
重点 1 ② 

下水道管路施設
の計画的な 
点検・改築更新 

・下水道管路地震対策率 87.7％
【Ⅰ-２-④，⑤再掲】 

・下水道管路調査・改善率 0.7％
【Ⅰ-２-④，⑤再掲】 

 

 

 

 

 

 ③ 漏水防止と 有収率の向上 
・有収率 90.0% 

 

 

 

 

 

 ④ 浸入水の削減 ・浸入水を継続して削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下⽔道管路施設の計画的な点検・改築更新（Ⅲ－１－②）

快適で衛⽣的な暮らしを⽀え，良好な⽔環境を守る下⽔道を，将来にわたって安⼼して使い続

けるため，⽼朽化した下⽔道管を更⽣⼯法や布設替えにより計画的に更新するとともに，重要な

管路を耐震化することで，地震に強い下⽔道を整備します。 

既設下⽔道管を使⽤した更⽣（⻑寿命化）

（古くなった管の内側に新しい管となる素材を入れる） 
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施策目標Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

重点推進 
施 策 名 Ⅲ－２ 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新 

目  的 
浄水場や水環境保全センター等の基幹施設について，計画的かつ効率的に改築更新を 

行い，一日たりとも休むことができない水道・下水道の機能を維持・向上させます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

浄水施設等，水環境保全センター及びポンプ場の改築更新について，ほぼ
計画どおり実施できたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 1 ① 

浄水施設等の 
改築更新 

・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 6 月完了） 
【Ⅰ-２-①再掲】 

・新山科浄水場高区送水ポンプ及びコントロール盤更新工事実施 
 （30 年度完了予定） 
・松ケ崎浄水場原水調整弁等更新工事実施（29年 10 月完了予定） 

a 

◎ 
重点 1 ② 

水環境保全センター 
及びポンプ場の
改築更新 

・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 

実施（29年 12 月完了予定）【Ⅱ-４-③再掲】 
・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備工事実施 
（30年 3月完了予定）【Ⅱ-４-③再掲】 

・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池築造工事(2)実施
（29年 9月完了予定）【Ⅰ-２-⑤再掲】 

・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池設備工事実施 
（30年 3月完了予定）【Ⅰ-２-⑤再掲】 

a 

◎ 
重点 1 ③ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道＊及び大原地域水道の再整備等 
【Ⅰ－１－⑤再掲】 a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「浄水施設等の改築更新」については，蹴上浄水場第 1高区配水池改良工事において，
地質調査の結果を受けた対応により進捗に遅れが生じましたが，工事の進捗管理を徹底
し，29 年 6 月に完了しました。 

②「水環境保全センター及びポンプ場の改築更新」については，各工事の 29 年度の完了に
向け，工事の進捗管理を徹底します。 

※ ③「水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等」は再掲のため省略。  
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施策目標Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 1 ① 

浄水施設等の 
改築更新 

・計画的な改築更新を継続的に 
推進 

 

 

 

 

 

◎ 
重点 1 ② 

水環境保全センター 
及びポンプ場の
改築更新 

・計画的な改築更新を継続的に 
推進 

 

 

 

 

 

◎ 
重点 1 ③ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域 
水道の再整備等【Ⅰ－１－⑤再掲】 

 

 

水道未普及箇所の 
解消に向けた取組 

・上水道事業計画給水区域内の 
水道未普及箇所（約 2,100 人）
の解消に向けた取組を継続的に
推進 

京北地域水道 
（京北中部，細野） 
の再整備 

・京北地域水道再整備事業（京北
中部，細野）の完了 

大原地域水道
の再整備 

・大原地域水道再整備事業の完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

蹴上浄⽔場第１⾼区配⽔池改良⼯事（Ⅰ－２－①，Ⅱ－４－④，Ⅲ－２－①） 

蹴上浄⽔場第１⾼区配⽔池は,浄⽔場建設（明治 45 年）から 100年以上が経過し，⽼朽化が

著しいことから改築更新するとともに，近代化の象徴であるレンガ造りで歴史的価値の⾼い

建造物を未来へ引き継ぐため，外観を保存する工法（曳家工法）を採用しました。 

曳家工法は，建造物を解体や分解をせずに，そのままの状態で別の場所に移動する工法です。

建造物の基礎部をコンクリートで補強した後，その下にレールや枕木を設置して，建造物を

ジャッキで押して移動します。⼟地区画整理に伴う家屋の移動や歴史的建造物の保存を目的に

採用されることがある工法です。 

レンガ造りの建造物（北側） 

工事現場の様子 
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施策目標Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

重点推進 
施 策 名 Ⅲ－３ 水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成 

目  的 

蹴上・松ケ崎・新山科の３浄水場体制により水道水を安定的に供給するとともに，浄水
場の排水を水環境保全センターで一体的に処理し，処理の効率化を行い，維持管理コスト
を削減します。 
また，水環境保全センターにおいては，施設の改築更新に合わせた段階的な高度処理＊

の導入及び合流式下水道＊改善施設の整備を進めるとともに，鳥羽・吉祥院処理区を統合
し，一体的な水処理の運用を段階的に図ります。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ｂ 

連絡幹線配水管＊整備事業に遅れが生じたものの，概ね計画どおり各工事を実
施できたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
３浄水場体制 
での安定給水の
確保 

・吉田連絡幹線配水管整備事業（30 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(10)～(12)完了【Ⅰ-２-③再掲】 

・御池連絡幹線配水管整備事業（33 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(2)実施（29 年 9 月完了予定）【Ⅰ-２-③再
掲】 

・花園連絡幹線配水管整備事業（32 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(2)完了（同工事(3)は工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査の完了後，工事発注予定）【Ⅰ-２-③再掲】 

※ 御池連絡幹線配水管布設工事(2)について，地下水位が想定よ
りも高く，地盤改良が必要となったため，工事の着手が遅れた。 

c 

 ② 
水環境保全セン
ターの施設規模
の適正化 

・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 
実施（29年 12 月完了予定）【Ⅱ-４-③再掲】 

・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備工事実施（30 年 
3 月完了予定）【Ⅱ-４-③再掲】 

・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池地震対策工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)，
設備工事の実施（30 年 3月完了予定）【Ⅰ-２-⑤再掲】 

b 

◎ 
重点 1 ③ 

鳥羽・吉祥院処理
区の統合 

・朱雀 1号幹線分水人孔築造工事の実施（29 年 6月完了） 
・吉祥院支所の処理機能の縮小に向けた汚水の切替えに関する 
技術的な検討を実施 

a 
◎ 
重点 1 ④ 

浄水場排水の 
下水道での 
一体処理化＊ 

・全浄水場の排水の水環境保全センターにおける一体処理を実施 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「３浄水場体制での安定給水の確保」については，御池連絡幹線配水管の工事で地盤改
良により，花園連絡幹線配水管の工事では他の整備工事との工程調整により進捗に遅れ
が生じましたが，工期内の完了に向けて工事の進捗管理を徹底します。 

②「水環境保全センターの施設規模の適正化」については，伏見水環境保全センター合流
系最初ちんでん池地震対策工事の 29 年度の完了に向け，引き続き工事の進捗管理を徹
底します。 

③「鳥羽・吉祥院処理区の統合」については，引き続き，吉祥院支所の処理機能の縮小に
向けた汚水の切り替えに関する技術的な検討を実施します。 

④「浄水場排水の下水道での一体処理化」については，今後も，排水基準を順守しながら，
全浄水場の排水の水環境保全センターにおける一体処理を継続実施します。 
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施策目標Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 
３浄水場体制 
での安定給水の
確保 

・浄水施設能力 733,000  /日 
・浄水施設最大稼働率 81% 

 

 

 

 

 

 ② 
水環境保全セン
ターの施設規模
の適正化 

・施設規模の適正化を継続的に 
推進 

・鳥羽水環境保全センターＢ系 
高度処理施設の完成・運用 

 

 

 

 

 

◎ 
重点 1 ③ 

鳥羽・吉祥院処理
区の統合 

・幹線管路の切替えと一体的かつ
効率的な水処理の運用の推進 

 

 

 

 

 

◎ 
重点 1 ④ 

浄水場排水の 
下水道での一体
処理化 

・全ての浄水場の排水を水環境 
保全センターにおいて一体処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡幹線配水管（配水管の相互連絡）（Ⅰ－２－③，Ⅲ－３－①） 

⽼朽化した配⽔管の更新及び耐震化

を推進するとともに，給水の相互融通を

可能とする連絡幹線配水管を整備する

など，地震等の災害に強い高水準な水道

システムを構築するため，管路の地震対

策を積極的に進めています。 

連絡幹線配⽔管とは，隣接する異なる

給⽔区域の配⽔幹線を耐震管路により

連絡させるものです。これにより，京都

市内の 3 浄水場のうち 1 つが地震等の

災害による事故で給水ができなくなっ

た場合においても，他の浄水場からでも

給水が可能となります。 
：連絡幹線配水管
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

重点推進 
施 策 名 Ⅳ－１ お客さまが利用しやすい仕組みづくり 

目  的 
多様化するお客さまニーズに的確に対応するため，様々な機会や手法を活用して各種 

受付ができるようサービスを検討し，より一層お客さまが利用しやすいサービスの推進に
努めるとともに，より高水準なサービスを展開するための仕組みづくりを進めます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

お客さまの利便性の向上やお客さまが利用しやすい窓口づくりなど全ての
取組において，概ね計画どおり実施することができたため，Ａ評価となりま
した。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 4 ① 

お客さまの 
利便性の向上 

・外国人のお客さまに向けた受付方法の充実を図るため，給水申
込書等の英語版記入例を作成し，営業所窓口及びお客さま窓口
サービスコーナーに配置 

a 

◎ 
重点 4 ② 

お客さまが利用しやすい窓口づくり 

a 
 

お客さま窓口
サービスの 
更なる向上 

・手話言語の理解を深める研修を実施 
・各区役所・支所の日曜開所日に上下水道局の臨時相談窓口を設
置（計 3日） 

各庁舎の整備 
・太秦庁舎建築工事の実施（29 年 5 月完了）【Ⅰ-３-②再掲】 
・太秦庁舎内の店舗スペースにおける出店事業者の決定 

 ③ 

お客さまへの情報提供の充実 

a 
 

上下水道に 
関する情報 
検索システム
の構築 

・ホームページ（日本語トップページ）への年間アクセス数 
28 年度：310,404 件/年，850 件/日 

・ツイッターフォロワー数（28年度末時点）406 件，年間ツイート数：628 件  
・フェイスブックいいね数(28 年度末時点)435 件，年間投稿数：509 件 

管路情報管理
システム＊の 
データ更新と
機能拡充 

《水道》 
・初期及び再整備施設のデータ構築について，予定地区の構築を
完了（対象：久多，広河原・花脊，別所・百井，大原，細野，
余野，京北北部） 

・更新資料について遅滞なくデータ更新を実施 
《下水道》 
・京北地域特定環境保全公共下水道＊事業区域の埋設管データ整備完了  
・継続的に市内全域を対象にデータ更新を実施 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「お客さまの利便性の向上」については，平成 29 年度中に給水申込書等の英語版記入
例をホームページに掲載します。 

②「お客さまが利用しやすい窓口づくり」については，区役所・支所への相談窓口の設置
などお客さまニーズに応じたサービスの検討を進めます。 

③「お客さまへの情報提供の充実」については，インターネットによる情報発信のニーズ
が年々増していることから，今後も情報を迅速，正確かつ分かりやすく発信します。 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 4 ① 

お客さまの 
利便性の向上 

・様々な機会や手法を活用して 
受付を実施 

 

 

 

 

 

◎ 
重点 4 ② 

お客さまが利用しやすい窓口づくり 

 

 

お客さま窓口
サービスの 
更なる向上 

・お客さまが利用しやすい窓口 
づくりを推進するための施策の
実施 

各庁舎の整備 
・南部営業所の建替完了・開所 
・西部営業所を含む太秦庁舎の 
建替完了・開所 

 ③ 

お客さまへの情報提供の充実 

 

 

上下水道に 
関する情報 
検索システム
の構築 

・ホームページ，ツイッター等を
利用した継続的な情報発信 

管路情報管理
システムの 
データ更新と
機能拡充 

・より最新で精度の高い管路情報
の提供と利便性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太秦庁舎（山ノ内浄水場跡地における新庁舎）の建築（Ⅳ－１－②，Ⅴ－２－④） 

⼭ノ内浄⽔場跡地の北⻄部⽤地にお

いて整備を進めてきた「太秦庁舎」が

完成し，平成 29 年 7 ⽉ 18 ⽇から業

務を開始しました。 

この太秦庁舎は，市内北部エリアに

おける上下水道サービスと防災の新た

な拠点となるほか，庁舎１階に店舗ス

ペースやオープンスペースを設けるな

ど，地域のにぎわい創出にも貢献して

いきます。 

太秦庁舎 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

重点推進 
施 策 名 Ⅳ－２ 積極的に行動するサービスの充実 

目  的 

水道・下水道に関する総合窓口である営業所を抜本的に再編することでより一層効果的
な業務執行体制を構築するとともに，必要に応じてお客さまのところに訪問する「積極的
に行動するサービス」への展開を図ります。 
多様化するお客さまニーズを迅速かつ的確に把握し，お客さまに信頼される事業を展開

します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

営業所の抜本的再編，出前トークや環境教育の充実，お客さま訪問サー 
ビスの実施など，取組項目をほぼ計画どおり実施できたため，Ａ評価となり
ました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 4 ① 

上下水道局 
営業所の 
抜本的再編 

・東部営業所開所（4月） 
・西部営業所開設（29年 7 月）に関する周知チラシの図案作成 a 

◎ 
重点 4 ② 

出前トークや 
環境教育の充実 

・出講件数 10件（目標 9件） 
・市内全小学 4 年生（一部 3 年生）への啓発物（リーフレット，
クリアホルダー）の配布を実施 

・子ども向け水道水 PR プログラム「わくわく すいどうひろば」
（紙芝居，歌遊び）を実施（市内の幼稚園・保育所（園）4箇所） 

・浄水場見学者数       8,971 人受入れ 
・水環境保全センター見学者数 3.655 人受入れ 

a 

◎ 
重点 4 ③ 

お客さま訪問 
サービスの実施 

・開栓時の「水道便利袋」＊封入物（はがき版クレジットカード継
続払申込書）の拡充（配布件数 34,166 件） 

・水道メーター点検訪問時の広報用リーフレットの配布（年 3回） 
a 

 ④ 
貯水槽水道の 
管理への助言・ 
指導の充実 

・貯水槽水道管理者への個別訪問 2,571 件（目標 3,000 件） b 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
  

課題及び 
今後の取組 

①「上下水道局営業所の抜本的再編」については，これまでの営業所再編で得た知識・経
験を活用し，今後の再編作業を進めます。 

②「出前トークや環境教育の充実」については，引き続き，水道事業，公共下水道事業へ
の関心と理解を得るため，小学生の見学受入れや施設見学会を継続的に実施します。 

③「お客さま訪問サービスの実施」については，水道メーター点検訪問時の広報用リーフ
レットの内容を精査，検討し，お客さまサービスの充実を図ります。 

④「貯水槽水道の管理への助言・指導の充実」については，今後も，事前お知らせを活用
した貯水槽水道管理者への周知を行い，個別訪問を円滑に実施します。 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 4 ① 

上下水道局 
営業所の 
抜本的再編 

・5 営業所へ再編，一層効率的に
業務を執行 

 

 

 

 

◎ 
重点 4 ② 

出前トークや 
環境教育の充実 

・出前トークの充実 
・環境教育・施設見学の継続・ 
充実 

 

 

 

 

◎ 
重点 4 ③ 

お客さま訪問 
サービスの実施 

・開栓時における口座勧奨を含め
た「水道便利袋」お渡しサービ
スの充実 

・お客さまニーズに応じた訪問 
サービスを実施 

・メーター点検訪問時の広報物 
配布による事業 PRの検討・実施 

 

 ④ 
貯水槽水道の 
管理への助言・ 
指導の充実 

・貯水槽水道管理者への戸別訪問
を強化 3,000 件/年 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

上下水道局営業所の抜本的再編（Ⅳ－２－①） 

平成 27 年度は，北営業所と丸太町営業所を再編して北部営業所を開設するとともに，九条

営業所と伏⾒営業所を再編して南部営業所を開設し，9 営業所体制から 7 営業所体制となりま

した。また，平成 28 年度には「東部営業所」を開設し，6 営業所体制に移⾏しました。 

さらに，平成 29 年度以降も順次再編を進め，平成 30年度以降には 4 営業所体制となります。

再編前の営業所
再編前の所管

行政区
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

30年度以降

所管行政区

北営業所 北，上京(一部)

丸太町営業所
上京(一部)，

中京

左京営業所 左京

九条営業所 下京，南

伏見営業所
伏見(醍醐支所

管内除く。)

東山営業所 東山

山科営業所
山科，伏見(醍

醐支所管内)

右京営業所 右京

西京営業所 西京

北，上京，

左京，中京

下京，南，

伏見（醍醐支

所管内除

く。）

東山，山科，

伏見（醍醐支

所管内）

右京，西京

＜営業所の再編スケジュール＞

北部

営業所 北部

営業所

南部

営業所

東部

営業所

西部

営業所
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

重点推進 
施 策 名 Ⅳ－３ 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保 

目  的 
事業の透明性を高め，お客さまとの信頼関係の維持・向上を図るため，より一層広報・

広聴機能の充実を図るとともに，様々な手法や機会を活用した積極的な情報開示を進め 
ます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

「おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン」をはじめ，各取組
項目について計画どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 広報・広聴計画の策定・充実 
・策定した計画に基づき，広報・広聴活動を実施 a 

◎ 
重点 4 ② 

積極的な情報発
信と分かりやす
い情報開示等に
よる広報機能の
充実 

・各媒体による広報を実施 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.8）の発行（2 月）  
・「おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン」の実施 
・ふれあいまつり等の市民イベントに参加し，水道水の利用促進
など水道事業，公共下水道事業に係る PR を実施（22 箇所） 

・上下水道局イベントや各局区等が実施する事業において花の苗や種を配布する 
など，「水道水・雨水を使った花いっぱい・緑いっぱいのまちづくり」の PR を実施  

・子ども向け水道水 PR プログラム「わくわく すいどうひろば」（紙芝居，  
歌遊び）を実施（市内の幼稚園・保育所（園）4箇所）【Ⅳ-２-②再掲】  

・「京（みやこ）の水飲みスポット」の設置の促進（京都駅南口サンクンガーデン等）  
・モニター施設への簡易型ミストの設置及び「京（みやこ）のまちなか 
ミスト」，「京（みやこ）の駅ミスト」などミスト装置＊普及促進事業の実施  

・総務省「経営比較分析表」や経営審議委員会の意見等を踏まえ
た 28年度経営評価（27年度事業）の作成・公表 

・グラフや図，写真を用いた，分かりやすさを重視した予算及び決算資料の作成・公表  

a 

 ③ 広報関連 イベントの展開 

・下水道の日（9 月 10 日）街頭キャンペーンを向日市と共同で実施  
・日本水道協会 28年度全国会議を本市において開催，水道関連施
設の見学を含む視察コースの検討・実施（11 月） 

・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，旅行事業
者等と連携して通船を核とした旅行商品等の企画を展開 

・「琵琶湖疏水通船復活」試行事業の検証及び本格実施に向けた検討を実施  

a 

◎ 
重点 4 ④ 

お客さまの声を
反映するための
広聴機能の充実 

・上下水道モニター委嘱式，モニター施設見学会（2 回），意見 
交換会（1回）の実施 

・鳥羽水環境保全センター・蹴上浄水場一般公開でアンケートを実施 
・水道メーター点検訪問時の広報用リーフレット等に関する調査
の実施（2～3月，調査票配布 4,000 件） 

・大口使用者に対する使用状況調査の実施（11～12 月，491 社） 
・「平成 27年度水に関する意識調査」の報告書の作成・公表 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「広報・広聴計画の策定・充実」については，引き続き，広報・広聴計画を策定し， 
内容の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保に努めます。 

②「積極的な情報発信と分かりやすい情報開示等による広報機能の充実」及び③「広報 
関連イベントの展開」については，今後も継続的に「おいしい！大好き！京（みやこ）
の水キャンペーン」や「京（みやこ）の水飲みスポット」（水飲み場）の設置，ミスト
事業等の内容を充実させながら継続的に実施します。 

④「お客さまの声を反映するための広聴機能の充実」については，「平成 27 年度水に 
関する意識調査」の分析結果を今後の事業展開に活用します。 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 広報・広聴計画の策定・充実 
・効果的な広報・広聴活動の継続
的な実施 

 

◎ 
重点 4 ② 

積極的な情報発
信と分かりやす
い情報開示等に
よる広報機能の
充実 

・積極的な情報発信やより分かり
やすい情報開示を継続的に推進 

 

 ③ 広報関連 イベントの展開 

・一般公開（蹴上・鳥羽）等の 
イベントの継続的な開催・内容
の充実 

 

◎ 
重点 4 ④ 

お客さまの声を
反映するための
広聴機能の充実 

・上下水道モニター制度の継続 
実施 

・水道使用量等実態調査，大口使
用者に対する使用状況調査の継
続実施 

・お客さま満足度調査の定期的な
実施，分析，公表（３年おき） 

・水に関する意識調査の定期的な
実施，分析，公表（５年おき） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン（Ⅳ－３－②） 

京都の水道水のおいしさとクオリティの高さ（安全・安心，低価格，環境にやさしい等）を

市⺠の皆さまをはじめ京都市に通勤・通学されている⽅など京都の⽔道⽔を使⽤されている多く

の⽅に知っていただき，その⼤切さを再認識していただくことを目的とし，双⽅向型のキャン

ペーンとして実施しています。 

①「京（みやこ）の⽔・利き⽔⼤作戦」  
水道水と市販のミネラルウォーターを飲み比べ

る「利き⽔」ブースをイベント会場や商店街等に出

展し，多くの方に水道水のおいしさを実感していた

だきました。 

③「おいしい！大好き！京（みやこ）の水宣言」  
イベント会場や特設ホームページ上で，「京都の水道水はおいしい！大好き！」と宣言いた

だく⽅を募集し，市⺠の皆さまに⾃ら宣⾔いただくことにより，市⺠の皆さまに⽔道⽔のお

いしさと⼤切さを再認識していただく機会を創設しました。 

【平成 28 年度の実施内容】 

「京（みやこ）の⽔・利き⽔⼤作戦」の様⼦（28年度） 

②「京（みやこ）の水カフェ in Zoo」  
京都光華⼥⼦⼤学短期⼤学部ライフデザイン学

科の学⽣団体「Dʼ＊Light（ディライト）」との協働

により，水道水を活用したメニューを安価で提供す

るカフェを京都市動物園内に期間限定でオープン。
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

重点推進 
施 策 名 Ⅳ－４ お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進 

目  的 
今日の社会状況や事業課題に対応した新たな上下水道料金制度を構築し，安全・安心な

ライフラインを今後もしっかりと守ります。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

「水道施設維持負担金制度」の創設や，口座振替割引制度及びクレジット
カード継続払い制度の周知・運用など，各項目を計画どおりに実施すること
ができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 4 ① 

料金制度･料金 
体系の見直し 

・料金制度の運用と継続的な点検，検討 
・地下水等利用専用水道設置者の水道施設維持経費の負担の適正
化を図るため，「水道施設維持負担金制度」を創設 

 （平成 29 年 2 月市会において水道事業条例の改正案が議決） 
a 

◎ 
重点 4 ② 

多様な料金支払
方法の導入 

・水道メーター検針時配布リーフレットによるクレジットカード
継続払制度の周知，市民イベントにおける制度の PR（13 箇所） 

・開栓時の「水道便利袋」＊封入物（はがき版クレジットカード継
続払申込書）の拡充（配布件数 34,166 件） 

・7月 1日号市民しんぶんへの記事掲載（クレジットカード継続払制度）  
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.4%（目標 82.3％）＞  

a 

◎ 
重点 4 ③ 

口座振替利用者
へ の サ ー ビス 
拡大 

・水道メーター検針時配布リーフレットによる口座振替割引制度
の周知，市民イベントにおける制度の PR（13 箇所） 

・開栓から 3箇月後に「口座勧奨はがき」の送付を実施 18,782 件  
・6 月 1 日号市民しんぶんへの記事掲載（口座振替割引制度） 
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.4%（目標
82.3％）＞【Ⅳ-４-②再掲】 

a 

 ④ 

民間分譲マンション
の水道メーター
各戸検針・各戸 
徴収サービスの
実施 

・86件についてサービスを実施 
・京都市指定給水装置工事事業者（約 720 者）に対し，サービス
導入状況の通知及び制度等の再周知（制度の案内及びパンフレ
ットの送付） 

・市民しんぶん（11 月 1 日号）等への掲載などによる制度の PR
を実施 

・制度実施状況，要綱等に係る他都市照会の回答，本市における
制度上の課題等を踏まえ，サービス充実に向けての検討を実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「料金制度･料金体系の見直し」については，「水道施設維持負担金制度」の円滑な運用
に向け，制度創設の広報や既存対象者への個別説明を実施します。 

②「多様な料金支払方法の導入」及び③「口座振替利用者へのサービス拡大」については，
引き続き，口座振替利用者を対象とした割引制度及びクレジットカード継続払い制度の
周知を図ります。 

④「民間分譲マンションの水道メーター各戸検針・各戸徴収サービスの実施」については，
今後もサービスの PR を推進するとともに，サービス内容の充実に向けた調査・検討を
行います。 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 4 ① 

料金制度･料金 
体系の見直し 

・料金・使用料改定の実施 
（25年度） 

・料金制度の継続的な点検，検討 

 

 

 

 
 

◎ 
重点 4 ② 

多様な料金支払
方法の導入 

・口座振替等利用率（口座振替及
びクレジットカード継続払利用
率） 82.4% 

・クレジットカード継続払いの 
導入，運用 

 

◎ 
重点 4 ③ 

口座振替利用者
へ の サ ー ビス 
拡大 

・口座振替利用者を対象とした 
割引制度を実施 

・開栓時における口座勧奨を継続実施 
・口座振替等利用率（口座振替及
びクレジットカード継続払利用
率） 82.4%【Ⅳ-４-②再掲】 

 

 ④ 

民間分譲マンション
の水道メーター
各戸検針・各戸 
徴収サービスの
実施 

・サービスの継続実施と PR の 
推進 

・サービス充実に向けて制度等の
研究・検討 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⼝座振替割引制度，クレジットカード継続払い制度（Ⅳ－４－②，③） 

料⾦のお⽀払いに⼝座振替を御利⽤の場合，２箇⽉で 88 円（⽔道・下⽔道の両⽅を御利⽤の

場合）を割引します。⽀払いの⼿間が掛からず，便利でお得な⼝座振替払いをぜひ御利⽤くだ

さい。なお，既に⼝座振替を御利⽤のお客さまは，⾃動的に割引の対象となりますので，特別な

⼿続きは不要です。 

⽔道料⾦・下⽔道使⽤料のお⽀払いには，

右図のいずれかのロゴマークが付いたクレ

ジットカードを御利⽤いただけます。あらか

じめお客さまのクレジットカードを御登録

いただくことで，自動的・継続的にお支払い

いただく方法です。 

お申込みについては，営業所又はお客さま窓口サービスコーナーへお問い合わせください。 

・上下水道局営業所窓口等でクレジットカードを提示して，お支払いいただくことはできません。 

・クレジットカード継続払いを御利⽤の場合，⼝座振替割引制度は適⽤されません。

＜割引額について（いずれも税込み）＞ 

 ●⽔道・下⽔道を両⽅御利⽤の場合       2箇⽉で 88 円の割引 

 ●水道・下水道のいずれか片方を御利⽤の場合  2 箇月で 44円の割引

⼝座振替割引制度 

クレジットカード継続払い制度 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

重点推進 
施 策 名 Ⅳ－５ 地域の皆さまや流域関係者とのパートナーシップの推進 

目  的 

地域の皆さまや流域関係者と共通の理念や目標を持ち，相互の情報交換，協働，連携を
深めたパートナーシップによる様々な取組を進め，琵琶湖・淀川流域全体としての水道 
事業，公共下水道事業の充実と水質の維持・向上に努めます。 
京都のまちの歴史的な財産である琵琶湖疏水の適切な維持管理に引き続き努めます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

流域における連携の推進や琵琶湖疏水の適切な維持管理など，計画どおり
実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 流域における 連携の推進 

・琵琶湖・淀川生物障害等調査小委員会に参加（4 月，7 月，11 月，1 月） 
・同小委員会の南湖合同調査の実施（5月，9月） 
・同小委員会の琵琶湖全域調査の実施（8月） 
・淀川水質汚濁防止連絡協議会実施の水質事故対応講習会に参加
（6月，9月，10 月） 

・大阪湾再生推進会議における情報共有，意見交換を実施 

a 

 ② 下水道利用に 関する啓発・指導 

・個別訪問による普及勧奨を実施【Ⅱ-３-③再掲】 
＜下水道接続率 99.1％（目標 99.1％）＞【Ⅱ-３-③再掲】 
・監視のための水質検査 2,249 回（目標 2,000 回） 
・指導のための業務出動 1,331 回（目標 1,200 回） 

a 

 ③ 琵琶湖疏水の 適切な維持管理 

・水路閣管理計画に基づくモニタリングを実施 
・史跡指定箇所第 1 トンネル入口及び出口部分の点検実施，補修
工事に係る設計委託の実施 

・蹴上インクラインの保存方法を検討 
・哲学の道散策路整備工事実施 
・岡崎地域活性化プロジェクトチーム会議に参加（6月） 
・疏水施設や緑地等の維持管理作業の実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「流域における連携の推進」については，今後も関係機関主催の会議等に積極的に参加
し，水質情報，流域の水環境及び水処理に関する情報の更なる収集に努めます。 

②「下水道利用に関する啓発・指導」については，今後とも，個々の未水洗家屋の状況に
応じたきめ細やかな勧奨を粘り強く実施するとともに，詳細な未水洗理由を把握し， 
未水洗家屋の早期解消に努めます。 

③「琵琶湖疏水の適切な維持管理」については，水路閣管理計画に基づき，今後もモニタ
リング調査を継続します。また，景観に配慮しながら，史跡指定箇所の点検及び補強 
改良，哲学の道及び疏水分線の適切な保全を行います。 
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施策目標Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 流域における 連携の推進 

・淀川水質汚濁防止連絡協議会に
おける活動の充実による更なる
連携の強化 

・大阪湾再生推進会議における 
情報共有，意見交換の継続実施 

 

 ② 下水道利用に 関する啓発・指導 

・普及勧奨を継続的に実施 
・監視のための水質検査回数 
2,000 回以上 

・指導のための業務出動回数 
1,200 回以上 

 

 ③ 琵琶湖疏水の 適切な維持管理 

・史跡を含む琵琶湖疏水の保全，
適切な維持管理の継続的な実施 
・市民等への情報発信を積極的 
に推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

琵琶湖疏水（第一琵琶湖疏水）について（Ⅳ－５－③） 

明治維新後，衰退の⼀途を辿り始めた京都のまちを復興させるため，⽔⾞を利⽤した機械⼯業

や精⽶，⾈運，かんがい，防⽕⽤⽔，さらに⽇本最初の営業⽤⽔⼒発電など様々な⽤途を目的と

した琵琶湖疏水（第一琵琶湖疏水）が建設されました。 

この壮⼤な事業は，北垣国道第三代京都

府知事によって計画され，工部大学校

（現在の東京大学工学部）を卒業したばか

りで当時 21 歳の⽥邉朔郎技師が⼯事を

指揮しました。 

 

輝く未来を信じた先⼈たちの⼤粒の汗

とたえまない努⼒とともに進められた

琵琶湖疏⽔の建設は，明治 18 年 6 ⽉の

起⼯式から 4 年 8 箇⽉の困難な⼯事を

経て，明治 23 年，滋賀県⼤津三保ヶ崎

から京都市左京区川端夷川の鴨川合流点

まで（11.1km）の⽔路として竣⼯しま

した。 
現在の第一琵琶湖疏水 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－１ 経営環境の変化に対応した経営の効率化 

目  的 

公営企業としての存立基盤を堅持しつつ，外郭団体や退職職員の活用による技能継承を
円滑に進め，可能な限り民間活力の導入に努めることにより，事業規模に応じた職員数の
適正化を図るとともに，経営分析や評価を活用した効果的な経営管理に努めるなど，民間
的経営手法を積極的に導入して，最大限の効率化に努めます。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

事業の効率化の推進や民間活力の導入の推進など，概ね計画どおり実施す
ることができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ① 

事業の効率化の
推進 

・28年度組織改正の実施 
・職員定数の削減△22人を実施（目標△22人） a 

 ② 民間活力の導入の推進 

・文書交換業務の範囲拡大（24 箇所→30 箇所） 
・水道メーター試験業務委託を拡大し，運用 
・水道開閉栓作業業務委託を拡大し，運用（北部営業所，南部営業所） 

a 

◎ 
重点 5 ③ 

地域事業（山間地域の上下水道事業）の水道・公共下水道事業への統合 

a 
 

地域水道＊ 

・統合に係る関連条例等の改正（平成 28 年 9 月市会） 
・料金システムの改修完了及び運用方法等の決定 
・水道事業認可変更申請書類の厚生労働省への提出，事業認可取得  
・統合後の地域水道地域における維持管理業務及び体制の決定 
・水道管路管理システムへの情報の取込作業の完了 

特定環境保全
公共下水道＊ 

・統合に係る関連条例等の改正（平成 28 年 9 月市会） 
・料金システムの改修完了及び運用方法等の決定 
・統合後の特定環境保全公共下水道事業における維持管理業務及
び体制の決定 

・下水道台帳管理システムへの情報の取込作業の完了 

 ④ 
経営分析手法の
充実や積極的な
経営情報の開示 

・予算・決算の広報資料や参考資料において，会計制度見直しに
伴う変更点，地域事業を含めた一体的な経営情報を記載 a 

 ⑤ 
経営評価の活用
等によるＰＤＣＡ
サイクルの推進 

・局運営方針及び事業推進方針の策定及び公表 
・総務省「経営比較分析表」や経営審議委員会の意見等を踏まえた 
28 年度経営評価（27 年度事業）の作成・公表【Ⅳ-３-②再掲】 

・経営審議委員会に「経営ビジョン策定検討部会」を設置（3月） 
・「平成 27年度水に関する意識調査」の報告書の作成・公表 
【Ⅳ-３-④再掲】 

a 

 ⑥ 
企業力向上の 
ための組織改革
の推進 

・28年度組織改正の実施【Ⅴ-１-①再掲】 
・各部室等に対する課題調査及びヒアリングの実施並びに対応策の検討 
・「きょうかん」実践運動などによる取組を実施 

a 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ⑦ 業務の高度情報化の推進 

・「高度情報化推進計画 2016」(10 月）の策定 
・地域水道等の統合に向けた料金システムの改修及びデータ整備
を計画どおり完了 

・電子入札＊の対象拡大（物品契約等） 
・債権者登録払制度＊に向けたシステム改修を継続実施 
・人事・給与制度の改定に応じたシステム改修を実施 
・「情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策基準」
等の規定類を改正  

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「事業の効率化の推進」については，引き続き，第 5期効率化推進計画に基づき，必要
な組織改正等を行い，効率化を図ります。 

②「民間活力の導入の推進」については，29年度に石田水環境保全センターの運転管理を
委託するとともに，地域事業整備後の維持管理業務の民間委託を着実に実施します。 

③「地域事業の水道・公共下水道事業への統合」については，水道事業，公共下水道事業
の下で，より安定的な事業運営に努めます。 

④「経営分析手法の充実や積極的な経営情報の開示」及び⑤「経営評価の活用等による 
ＰＤＣＡサイクルの推進」については，引き続き，経営審議委員会等から助言を頂きな
がら，事業の進捗点検及び経営評価を実施します。 

⑥「企業力向上のための組織改革の推進」については，引き続き，所属へのヒアリング等
を通じた課題の調査・把握に努めるなど，組織改革に向けた取組を進めます。 

⑦「業務の高度情報化の推進」については，管理運営する各情報システムについて，事業
の状況や他局における運用を踏まえた改修等を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

平成 27 年度⽔に関する意識調査（Ⅴ－１－⑤，Ⅳ－３－④） 

上下水道局では，「京（みやこ）の水ビジョン」において，「皆さまのご要望におこたえし，信頼

される事業を展開する」ことを施策目標の一つに掲げ，よりきめ細やかにお客さまの声をお聴きし，

事業運営に反映するため，意識調査やアンケートを継続的に実施しており，その⼀環として，平成

28 年 2 ⽉から 3 ⽉にかけて「⽔に関する意識調査」を実施しました。 

《調査概要》 

・ 調査対象 京都市内に在住する満 20 歳以上の男⼥ 5,000名 

・ 調査期間 平成 28 年 2 ⽉ 25 ⽇（⽊） 3月 10 日（木） 

・ 調査方法 調査対象者に調査票を郵送により配付・回収 

・ 回 収 率 44.3%（回収数：2,213通） 

・ 調査項目 7項目，30 問 

ご自身・ご家族について（1 問），水に関するライフスタイルについて（8問） 

水道水について（3 問），事業全般について（5 問），サービスについて（6問）

広報活動等について（5問），総合的な満⾜度，ご意⾒について（2問） 

「平成 27年度⽔に関する意識調査」の報告書（本冊⼦・概要版）は上下⽔道局
のホームページから御覧いただけます。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－１ 経営環境の変化に対応した経営の効率化 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 5 ① 

事業の効率化の
推進 

・職員定数 1,249 名（150 名削減） 
・組織・業務の再編 

 

 

 

 
 

 ② 民間活力の導入の推進 
・各種業務における民間委託化の
拡大 

 

 

 

 
 

◎ 
重点 5 ③ 

地域事業（山間地域の上下水道事業）の水道・公共
下水道事業への統合 

 

 

地域水道 

・地域水道事業，京北地域水道 
事業と上水道事業との統合 
（28年度末）と効率的な維持管
理の実施 

特定環境保全
公共下水道＊ 
 

・特定環境保全公共下水道の公共
下水道事業との一体的な運営，
効率的な維持管理の実施 

 ④ 
経営分析手法の
充実や積極的な
経営情報の開示 

・会計制度見直しに対応した経営
情報の積極的な開示 

 

 ⑤ 
経営評価の活用
等によるＰＤＣＡ
サイクルの推進 

・第三者評価の充実などによる 
更なる効果的な経営評価の実施 

 

 ⑥ 
企業力向上の 
ための組織改革
の推進 

・第 5 期効率化推進計画に基づく
組織改正の実施 

 

 ⑦ 業務の高度情報化の推進 
・効率的なシステムの開発，運用 
・情報セキュリティの強化 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－２ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化 

目  的 
将来の財政負担を軽減するため，自己資金の確保や国等の財政措置を活用することによ

り企業債の発行を抑制します。 
資産の有効活用や広告事業など，新たな増収策を検討・実施します。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

自己資金の活用による企業債の発行抑制やコスト縮減のための取組など，
長期的な財政の安定化に向けた取組を概ね計画どおりに実施することができ
たため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ① 

企業債残高の 
削減 

・機会あるごとに，補償金免除繰上償還制度＊の復活を要望 
・自己資金の活用による企業債の発行抑制 
28 年度末残高  水道事業    1,641 億円（目標 1,675 億円） 

(翌年度延伸分含む) 公共下水道事業 3,182 億円（目標 3,195 億円） 
a 

◎ 
重点 5 ② 

未納金徴収体制
の強化 

・営業所の特別滞納整理班とお客さまサービス推進室が連携し，
未収金削減に向けた取組を実施 a 

◎ 
重点 5 ③ 

保有資産の有効
活用 

・山ノ内浄水場跡地隣接用地，伏見水環境保全センター北西側用
地及び北部配水管理課西側用地の 3件の売却を実施 

・未利用地等の保全・活用に向けた境界明示・不動産鑑定評価等を実施 
・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，旅行事業
者等と連携して通船を核とした旅行商品等の企画を展開 

・「琵琶湖疏水通船復活」試行事業の検証及び本格実施に向けた検討を実施  
【Ⅳ-３-③再掲】 

・多角的な広告事業の実施 
・「水道使用水量のお知らせ」裏面への広告掲載の実施（4～3 月）  
・ホームページバナー広告掲載の実施（4～3月） 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.8）へ
の広告掲載の実施 

・28 年度別段預金（無利息の決済用預金）の平均残高を 8 億円 
未満で運用 

a 

◎ 
重点 5 ④ 

上下水道サービス
を持続していく
ための効率的な
再投資 

・優先度を踏まえた上水道施設整備事業計画及び公共下水道建設
事業計画を策定し，事業を実施 

・太秦庁舎建築工事の実施（29 年 5 月完了）【Ⅰ-３-②再掲】 
・健全かつ安定的な事業運営を行えるよう，「水道及び下水道施設
等マネジメント基本計画」を策定・公表（3月） 

・水道施設のアセットマネジメントシステム構築に着手 

b 

 ⑤ 
水道・下水道工事
等における 
コストの縮減 

・京都市公共事業コスト構造改善取組要領に基づき，当局の取組
事例の効果やコスト改善率の検証を行い，公共事業コスト改善
を実施 

・取組事例集の充実，局内での情報共有 
a 

 ⑥ 
経営の健全性を確保 
するための引当金
の新設・見直し 

・会計制度の見直しに対応した各種引当金＊を 29年度予算に計上 a 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－２ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化 

 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ⑦ 新たな増収策の検討・推進 

・山ノ内浄水場跡地隣接用地，伏見水環境保全センター北西側用
地及び北部配水管理課西側用地の 3件の売却を実施 
【Ⅴ-２-③再掲】 

・未利用地等の保全・活用に向けた境界明示・不動産鑑定評価等を実施
【Ⅴ-２-③再掲】 

・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，旅行事業
者等と連携して通船を核とした旅行商品等の企画を展開 

・「琵琶湖疏水通船復活」試行事業の検証及び本格実施に向けた検討を実施  
【Ⅳ-３-③再掲，Ⅴ-２-③再掲】 

・多角的な広告事業の実施【Ⅴ-２-③再掲】 
・「水道使用水量のお知らせ」裏面への広告掲載の実施（4～3 月）  
・ホームページバナー広告掲載の実施（4～3月） 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.8）へ
の広告掲載の実施 

・ふれあいまつり等の市民イベントに参加し，水道水の利用促進
など水道事業，公共下水道事業に係る PR を実施（22 箇所） 
【Ⅳ-３-②再掲】 

・大規模太陽光発電の売電継続（新山科浄水場，松ケ崎浄水場， 
鳥羽水環境保全センター，石田水環境保全センター） 

a 

 ⑧ 給与制度の 点検・見直し 
・給与・手当の課題解決に向けた情報収集及び検討を継続 
・人件費等に関してホームページへ情報掲載 a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「企業債残高の削減」については，引き続き，企業債の発行抑制に努めます。 
②「未納金徴収体制の強化」については，他部局と連携した実態調査を継続し，未収金の
削減を進めます。 

③「保有資産の有効活用」については，引き続き保有資産の売却等有効活用に向けて境界
明示等の権利保全を進めるとともに，「琵琶湖疏水通船復活」の本格事業化に向けた 
検討や多角的な広告事業を進めます。 

④「上下水道サービスを持続していくための効率的な再投資」については，「水道及び下
水道施設等マネジメント基本計画」に基づいた効率的な再投資を推進します。 

⑤「水道・下水道工事等におけるコストの縮減」については，コスト改善の取組事例を 
収集し，取組事例の効果やコスト改善率の検証を行い，引き続き公共事業コスト改善を
実施します。 

⑥「経営の健全性を確保するための引当金の新設・見直し」については，引き続き， 
退職給付引当金等，各種引当金の執行状況を踏まえて引当金を計上します。 

⑦「新たな増収策の検討・推進」については，引き続き，保有資産の有効活用に向けた 
検討を進めるとともに，多角的な広告事業や大規模太陽光発電の運用・売電を進めます。 

⑧「給与制度の点検・見直し」については，今後も継続的に点検を行い，必要な見直しを
行っていくとともに，ホームページにおいてはグラフ等を活用して，より視覚的効果が
高く見やすい開示を行います。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 5 ① 

企業債残高の 
削減 

・企業債残高 4,700 億円 

 

◎ 
重点 5 ② 

未納金徴収体制
の強化 

・特別滞納整理班の設置等，効果
的かつ効率的な未納金徴収の 
体制を強化 

 

◎ 
重点 5 ③ 

保有資産の有効
活用 

・未利用地等の売却，運用を継続
して実施 

・効率的な資金運用を継続して 
実施 

 

◎ 
重点 5 ④ 

上下水道サービス
を持続していく
ための効率的な
再投資 

・建設事業計画の策定・実施の 
継続 

 

 ⑤ 
水道・下水道工事
等における 
コストの縮減 

・京都市全体における総合コスト
改善の目標達成 

 

 ⑥ 
経営の健全性を確保 
するための引当金
の新設・見直し 

・地方公営企業会計制度の見直 
し＊に対応した引当金制度の 
適正な運用を実施（退職給付引
当金，賞与引当金，修繕引当金，
貸倒引当金） 

 

 ⑦ 新たな増収策の検討・推進 

・資産の売却・貸付・広告の継続
的な実施 

・様々な機会，媒体を通じた広報
の継続的な実施 

 

 ⑧ 給与制度の 点検・見直し 

・引き続き社会情勢に応じた適切
な給与制度の実現 

・分かりやすい情報開示を継続 
して推進 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－３ 上下水道一体体制の効率的な事業運営 

目  的 
水道事業，公共下水道事業に共通する業務の共同化・集約化を図るとともに，両事業の

会計の一体的な管理や，料金・財務の連結を推進し，一体的な経営を行います。 

 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

技術部門・水質管理業務・財務運営など，各分野において，水道・下水道
一体体制を構築するための取組を概ね計画どおりに実施することができたた
め，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
上下水道会計の
連結と一体的な
財務運営の推進 

・水道事業，公共下水道事業を連結した損益計算書及び貸借対照
表を作成し，ホームページで公表するとともに，経営評価の 
冊子に掲載 

・短期金融商品を活用した急な資金需要への備え（繰替運用＊の 
必要な状況発生なし） 

・地域事業を含めた水道事業，公共下水道事業の平成 29 年度予算
を編成 

a 

 ② 上下水道技術の一元監理の推進 
・現行版の工事共通仕様書の改定に向けた現状調査及び改定方針
の決定 a 

 ③ 
水道・下水道の 
水質管理業務の
一元化 
【Ⅰ-３-③一部再掲】 

・水質管理センター技術協力会議を実施（5月，2月） 
・水質分析に関する技術研修を実施（6月） 
・調査研究に関する課内研究発表会を開催（水質第 1課：10 月，
水質第 2課：7月，12 月） 

・下水放流水，焼却灰の放射性物質測定及び研修を実施（8月，2月）  
・下水道技術講座を実施（3月） 

a 

 ④ 浄水場排水の下水道での一体処理化＊【Ⅲ-３-④再掲】 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「上下水道会計の連結と一体的な財務運営の推進」については，引き続き，状況に応じ
て繰替運用が実施できるよう資金管理を行います。 

②「上下水道技術の一元監理の推進」については，現行版の工事共通仕様書の改定に向け
た作業を進めます。 

③「水道・下水道の水質管理業務の一元化」については，継続して技術協力会議を開催し，
水質管理の一元化を進めるとともに，研修や研究発表会により水質管理技術の向上を 
目指します。 

※ ④「浄水場排水の下水道での一体処理化」は，再掲のため省略。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

 ① 
上下水道会計の
連結と一体的な
財務運営の推進 

・一体的経営による財政基盤の 
確立 

 

 ② 上下水道技術の一元監理の推進 
・上下水道技術の一元的監理に 
よる更なる業務の適正化 

 

 ③ 
水道・下水道の 
水質管理業務の
一元化 
【Ⅰ-３-③一部再掲】 

・琵琶湖・淀川水系の水環境保全
に向けた一体的な水質管理の 
更なる推進 

・水質検査における精度管理の 
更なる向上 

・地域事業における水質管理への
助言 

 

 ④ 
浄水場排水の 
下水道での一体
処理化 
【Ⅲ-３-④再掲】 

・全ての浄水場の排水を水環境 
保全センターにおいて一体処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

浄⽔場排⽔の下⽔道での⼀体処理化（Ⅲ－３－④，Ⅴ－３－④） 

浄⽔場で発⽣する汚泥等を⽔環境保全センターで⼀元的に処理することにより，⽔道・下⽔道

施設トータルで考えると排⽔処理施設の更新費⽤及び維持管理費⽤が削減できます。 

これまでから，蹴上浄⽔場，松ケ崎浄⽔場においては下⽔道での⼀体処理を⾏っています。

残りの新⼭科浄⽔場については，排⽔処理施設の更新に合わせ，汚泥圧送設備を整備し，平成

26 年度から下⽔道での⼀体処理へと変更しました。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－４ 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進 

目  的 

水道事業，公共下水道事業に求められるサービス精神と経営感覚を持つ企業職員を育成
します。 
水道事業，公共下水道事業の円滑かつ効率的な遂行のため，技術の継承・発展を目指し

た総合的な技術力の向上を実現していくとともに，将来を担う人材を育成します。 
 

28 年度の 
単年度評価 Ａ 

人材活性化に向けた取組の強化，知識・経験や技術・技能の継承など， 
幅広い取組を計画どおりに実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ① 

人材活性化に 
向けた取組の 
強化 

・人材育成基本方針「企業力向上プラン」の 28 年度取組項目の 
着実な実践 

・職員研修計画に沿った研修の実施及び実施した局研修の分析・
評価による次年度研修実施計画への反映 

・民間企業（大阪ガス）への職員派遣研修の実施 
・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施 
・地方公務員法の改正を踏まえた 28 年度人事評価制度の運用 

a 

◎ 
重点 5 ② 

職員の意欲・やる気 
を引き出す取組
の充実 

・職員提案目標件数（100 件）達成（総数 146 件） 
うち，市長賞 2件，優良賞 9件，入賞 12件，きょうかん賞 7件 

・自主研修の支援（資料の閲覧） 
・各事務の年度末及び年度当初の手続に対する業務監察を実施（48 所属）  
・収入事務に対する業務監察を実施（26 所属） 
・出勤時等の服務監察を実施（416 回） 

a 

◎ 
重点 5 ③ 

職員の能力発揮
の た め の 職場 
環境の整備 

・定期健康診断及び事後措置の実施 
・産業医による職場巡視の実施（全事業所 5月～3月) 
・メンタルヘルスラインケア研修，メンタルヘルスセルフケア 
研修の実施，ストレスチェック制度の実施 

・特定事業主行動計画「仕事とくらし きらめき スマイルプラ
ン」に掲げる行動項目の実施 

a 

◎ 
重点 5 ④ 

国際協力事業の
推進と国際貢献
を支える人材の
育成 

・下水道グローバルセンター（GCUS）＊等の活動に参画し，国や他
都市の情報収集 

・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施【Ⅴ-４-①再掲】 
・JICA 課題別研修（「都市上水道維持管理（浄水・水質コース）」）
を大阪市と共同して実施 

・JICA 研修に係る技術視察の受入れ 
・海外研修員の受入れ 
水道施設  17 箇国  65 名 
下水道施設  7 箇国  114 名 

a 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 28 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ⑤ 

知識・経験や 
技術・技能の継承 

・職員研修実施計画に基づく技術研修の実施（局内研修を 9 回 
実施 6 月：3回，7月：1回，9月：1 回，10 月：1 回，11 月：
3回）及び各所属による職場研修の実施 

・各所属でのナレッジマネジメント＊の運用 
・各所属でのナレッジマネジメントの取組充実のためのフォロー
アップ調査の実施（8月） 

・水道技術研修施設の整備工事を実施（平成 30年 2 月完了予定） 
・京都府が主催する「京都水道グランドデザイン」検討委員会に
参画し，テーマ別ワーキングや他都市の先進事例調査を実施 

a 

 ⑥ 
大学や研究機関
と の 連 携 等に 
よる技術の開発
及び向上 

・外部機関との共同研究制度に係る要綱等を制定（9月） 
・提案型共同研究２件の実施（高機能粉末活性炭の凝集ちんでん 
・砂ろ過処理への適用に関する共同研究，精製消化ガス＊を用いた
水素製造プロセスに関する共同研究） 

・国の研究に対する大学，研究機関と連携した研究協力の実施 
（6月，7月，12 月，1月） 

・琵琶湖環境科学研究センターとの共同研究（プランクトンの増
殖に関する研究）に関する情報交換会に参加（5月，2月） 

・京都大学において下水汚泥の有効利用及び水銀の実態調査に 
ついて意見交換を実施（11 月） 

・日本水道協会 28年度全国会議において京都府下の大学生，工業
高等専門学校及び工業高校の生徒に対する参加補助制度を創設
（138 名の参加） 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「人材活性化に向けた取組の強化」については，人材育成基本方針「企業力向上プラン」
に掲げる各項目の取組を着実に実行していくとともに，新たなプランを策定します。ま
た，全ての職員が行動指針に沿って業務を遂行するよう，引き続き意識喚起を行います。 

②「職員の意欲・やる気を引き出す取組の充実」については，職員提案の推進を図るとと
もに，自主研修の需要に応じた支援の充実を検討します。また，不祥事につながる不適
正な事務処理の発生を防ぐため，効果的な業務監察を実施するとともに，服務監察につ
いても継続して実施します。 

③「職員の能力発揮のための職場環境の整備」については，定期健診の事後措置を早い 
段階で行うとともに，ストレスチェック制度の実施により職員の心身の健康管理を行い
ます。また，産業医による職場巡視により，働きやすい職場環境の整備を進めます。 

④「国際協力事業の推進と国際貢献を支える人材の育成」については，今後も引き続き，
水ビジネスに関する国や他都市の情報を継続的に収集するとともに，海外研修員の受入
れを行い，それらを通じて国際貢献を担う人材の育成を進めます。 

⑤「知識・経験や技術・技能の継承」については，今後も各職場におけるナレッジマネジ
メントの運用を拡大するとともに，水道技術研修施設の整備工事を進めます。 

⑥「大学や研究機関との連携等による技術の開発及び向上」については，引き続き，様々
な外部関係機関と連携し技術開発や調査研究を進めます。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－４ 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進 
    
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（28年度末時点） 

◎ 
重点 5 ① 

人材活性化に 
向けた取組の 
強化 

・人材育成基本方針に掲げた取組
の着実な実施による職員力の 
向上 

・職員行動指針の実践による職員
力の向上 

 

◎ 
重点 5 ② 

職員の意欲・やる気 
を引き出す取組
の充実 

・職員のやる気を引き出し， 
自主的に職務遂行や業務改善に
積極的に取り組む職場づくり 

・業務及び服務に係る監察の実施
による更なるコンプライアンス
の徹底  

◎ 
重点 5 ③ 

職員の能力発揮
の た め の 職場 
環境の整備 

・安全衛生，健康管理の充実， 
働きやすい職場環境の整備を 
継続して実施 

 

◎ 
重点 5 ④ 

国際協力事業の
推進と国際貢献
を支える人材の
育成 

・国や他都市の情報を継続的に 
収集 

 

◎ 
重点 5 ⑤ 

知識・経験や 
技術・技能の継承 

・計画に基づく技術研修の実施 
・技術力継承発展推進部会に 
おける技術継承システムの運用 

・近隣自治体との連携 

 

 ⑥ 
大学や研究機関
と の 連 携 等に 
よる技術の開発
及び向上 

・大学や研究機関との連携による
技術開発の更なる推進 

・技術検討部会における技術的 
課題の解決と検討の推進 
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５ 評価結果のまとめ 

＜中期経営プラン（2013-2017）に掲げた重点項目別評価結果一覧（平成25年度以降）＞ 
 ５つの重点項目のうち，Ａ評価が４項目，Ｂ評価が１項目，Ｃ，Ｄ及びＥ評価の項目はありませんでした。 

 

＜重点推進施策別評価結果一覧（平成25年度以降）＞ 
 ５つの施策目標の実現に向けた22の重点推進施策のうち，Ａ評価が15施策，Ｂ評価が6施策，Ｃ評価が1
施策，Ｄ及びＥ評価の施策はありませんでした。 

 

25年度 26年度 27年度 28年度

重点項目①
改築更新の推進

Ａ Ａ Ｂ Ａ

重点項目②
災害対策の強化

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

重点項目③
環境対策の強化

Ａ Ａ Ａ Ａ

重点項目④
お客さま満足度の向上

Ａ Ａ Ａ Ａ

重点項目⑤
経営基盤の強化

Ｂ Ａ Ａ Ａ

重点項目名

・　地震等の災害に強い上下水道施設の整備

・　災害・事故等危機時における迅速な対応

・　雨に強く安心できる浸水対策の推進

・　市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進

・　環境保全の取組の推進

・　お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進

・　お客さまが利用しやすい仕組みづくり

・　積極的に行動するサービスの充実

・　広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保

・　経営環境の変化に対応した経営の効率化

・　持続可能な事業運営のための財務体質の強化

・　人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進

・　道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新

・　基幹施設の機能維持・向上のための改築更新

・　水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成

25年度 26年度 27年度 28年度

1 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給 Ａ Ａ Ａ Ａ

2 地震等の災害に強い上下水道施設の整備 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3 災害・事故等危機時における迅速な対応 Ａ Ａ Ａ Ａ

4 雨に強く安心できる浸水対策の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

5 異臭味問題解消のための高度浄水処理＊施設の整備 Ａ Ａ Ｂ Ｂ

6 水質への不安払拭のための鉛製給水管の解消 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ

1 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理＊の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ

2 雨の日も水環境を守る合流式下水道＊の改善 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

3 市民のくらしと水環境を守る下水道整備の拡大 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

4 環境保全の取組の推進 Ｂ Ａ Ａ Ａ

1 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新 Ａ Ａ Ａ Ａ

2 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

3 水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

1 お客さまが利用しやすい仕組みづくり Ａ Ａ Ａ Ａ

2 積極的に行動するサービスの充実 Ｂ Ａ Ａ Ａ

3 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保 Ａ Ａ Ａ Ａ

4 お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ

5 地域の皆さまや流域関係者とのパートナーシップの推進 Ａ Ａ Ａ Ａ

1 経営環境の変化に対応した経営の効率化 Ａ Ａ Ａ Ａ

2 持続可能な事業運営のための財務体質の強化 Ａ Ａ Ａ Ａ

3 上下水道一体体制の効率的な事業運営 Ａ Ａ Ａ Ａ

4 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ

施策目標Ⅴ

経営基盤を強化し，将来にわたり

安定した経営を行います

重点推進施策名

施策目標Ⅰ

毎日安心して使うことができ，災害

にも強い水道・下水道を目指します

施策目標Ⅱ

環境への負荷の少ない水道・下水

道を目指します

施策目標Ⅲ

将来にわたって使い続けられるよ

う水道・下水道の機能維持・向上

に努めます

施策目標Ⅳ

皆さまのご要望におこたえし，信頼

される事業を展開します
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＜中長期目標に対する進捗状況＞ 
 

 
H24見込

（策定時） 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 プラン目標

Ⅰ－１－④

直結式給水の増加件数

（3階建以上）

250

件/年

250

件/年

330

件/年

250

件/年

510

件/年

250

件/年

373

件/年

250

件/年

421

件/年

250

件/年

250

件/年

Ⅰ－２－①，Ⅲ－１－①

配水管更新率（※）
0.5% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2%

Ⅰ－２－①

主要管路の

耐震適合性管の割合
41.6% 43.5% 44.0% 45.5% 45.5% 47.3% 46.9% 48.7% 48.5% 49.5% 49.5%

Ⅰ－２－①

水道管路の耐震化率
9.4% 10.6% 10.5% 11.7% 11.4% 12.9% 12.5% 14.1% 13.6% 15.4% 15.4%

Ⅰ－２－④，⑤，Ⅲ－１－②

下水道管路調査・改善率
0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

Ⅰ－２－④，⑤，Ⅲ－１－②

下水道管路地震対策率
58.9% 64.6% 64.6% 70.4% 70.7% 76.9% 76.9% 82.6% 82.6% 88.4% 87.7%

Ⅰ－２－⑤

下水道施設（建築）の

耐震化率
74.2% 74.2% 74.2% 80.6% 80.6% 83.9% 83.9% 83.9% 83.9% 83.9% 83.9%

Ⅰ－４－①，②，③

雨水整備率

（10年確率降雨対応）
19.5% 20.1% 20.1% 20.1% 20.7% 22.1% 22.1% 23.6% 23.6% 28.0% 28.0%

Ⅰ－６－①，②

道路部分の鉛製給水管の

割合
17.1% 13.4% 13.5% 10.0% 10.2% 6.6% 7.1% 3.2% 4.2% 0% 0%

Ⅰ－６－③

鉛製給水管取替助成金

制度の利用件数

70

件/年

80

件/年

81

件/年

80

件/年

23

件/年

80

件/年

44

件/年

80

件/年

24

件/年

80

件/年

80

件/年

Ⅱ－１－①

高度処理人口普及率

（下水道）
48.0% 51.0% 51.0% 51.0% 51.0% 51.3% 51.3% 53.2% 53.2% 53.2% 53.2%

Ⅱ－２－①，②

合流式下水道改善率
39.0% 40.0% 40.0% 43.5% 43.5% 61.3% 61.3% 63.1% 63.1% 66.2% 66.2%

Ⅱ－２－③

雨水吐改善率
49.6% 64.3% 68.7% 82.6% 87.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ⅱ－３－②

下水道人口普及率
99.3% 99.4% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%

Ⅱ－４－①

太陽光発電出力

70

ｋＷ

2,070

ｋＷ

2,070

ｋＷ

2,800

ｋＷ

2,800

kW

3,800

ｋＷ

3,800

ｋＷ

3,800

ｋＷ

3,800

ｋＷ

3,800

ｋＷ

3,800

ｋＷ

Ⅱ－４－③

汚泥有効利用率
13% ― 21.7% 18% 24.3% 20% 23.7% 21% 23.7% 23% 17%

Ⅲ－１－③

有収率
86.3% 86.7% 87.3% 87.2% 87.3% 87.9% 88.7% 88.8% 90.4% 91.0% 90.0%

Ⅲ－３－①

浄水施設最大稼働率
76.2% ― 75.0% ― 73.2% ― 71.6% ― 69.6% ― 81.0%

Ⅳ－２－④

貯水槽水道管理者への

戸別訪問件数

500

件/年

1,000

件/年

506

件/年

3,000

件/年

2,772

件/年

3,000

件/年

3,314

件/年

3,000

件/年

2,571

件/年

3,000

件/年

3,000

件/年

Ⅳ－４－②，③

口座振替等利用率（口座振替及びク

レジットカード継続払利用率）

81.6% 81.7% 82.0% 81.9% 82.3% 82.0% 82.2% 82.3% 82.4% 82.4% 82.4%

Ⅴ－１－①

職員定数

（地域事業を含む。）
1,399名 1,369名 1,369名 1,326名 1,326名 1,277名 1,277名 1,255名 1,255名 1,249名 1,249名

Ⅴ－２－①

企業債残高（水道事業及び公共下

水道事業）

5,242

億円

5,190

億円

5,123

億円

5,055

億円

5,010

億円

4,874

億円

4,846

億円

4,870

億円

4,823

億円

4,669

億円

4,722

億円

※　H24見込は5箇年平均値　　

H27H25
業務指標

H26 H28 H29
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第４章 今後の事業運営について 

（１）平成 29年度経営評価（平成 28 年度事業）の総括 
京都市上下水道局では，「京(みやこ)の水ビジョン」に掲げた基本理念の下，5 つの

施策目標を実現するための後期 5箇年の実施計画である「中期経営プラン（2013-2017）」
の計画的な推進と，経営評価の実施による執行状況のチェックにより，継続的な業務
改善や市民サービスの向上を進めています。 
 
平成 28 年度においても，中期経営プランの 4 年目として，着実に事業を推進する

とともに，経営基盤の強化に努めました。プランに掲げた 5つの重点項目別で見ると，
「改築更新の推進」では，水道配水管の計画的な更新を進め，配水管更新率は目標ど
おり 1.1％を達成しました。また，「災害対策の強化」では，京都市「雨に強いまちづ
くり」推進行動計画に基づき，雨水幹線の整備や雨水貯留・浸透施設の普及等を進め，
10 年確率降雨対応の雨水整備率は，目標どおり 23.6％を達成しました。 
「環境対策の充実」では，下水の高度処理の段階的な整備を着実に進め，高度処理

人口普及率のプラン目標値（53.2％）を達成するとともに，朱雀北幹線，津知橋幹線
等の整備を継続して実施し，合流式下水道＊の改善を進めました。 
「お客さま満足度の向上」では，平成 28 年 4月に東部営業所を開所するとともに，

太秦庁舎の建設工事を継続して実施し，庁舎内店舗スペースにおける出店事業者の募
集・決定を行うなど，お客様が利用しやすい窓口づくりを進めました。 
「経営基盤の強化」では，第 5期効率化推進計画に基づく職員定数の削減や自己資

金の活用による企業債の発行抑制，保有地の売却等の保有資産の有効活用など，経営
の効率化・財務体質の強化を進めました。 
 
こうした取組の結果，経営指標評価（第２章参照）では，7 つの評価区分のうち，

水道事業では 1区分（「⑤生産性」），公共下水道事業では 3区分（「①収益性」，「⑤生
産性」，「⑦費用」）で指標値が前年度から向上しました。また，取組項目評価（第３
章参照）では，22 の重点推進施策のうち，Ａ又はＢ評価が大部分を占める結果（Ａ評
価 15施策，Ｂ評価 6施策，Ｃ評価 1施策）となりました。 
 
産業構造の変化，節水型社会の定着によって，本市の水需要は減少傾向にあり，水

道事業，公共下水道事業の経営環境は，引き続き厳しい状況にありますが，平成 29
年度も，配水管更新率 1.2％を目指した改築更新や災害対策，環境対策をはじめ，お
客さまサービスの更なる推進に向けた営業所の再編及び新庁舎の整備，そして経営基
盤の強化を推し進め，中期経営プランの最終年度に向けて着実に事業を推進します。 
 

（２）次期経営ビジョンの検討 
京都市上下水道局では，平成 29 年 9 月現在，平成 30 年度以降の次期経営ビジョン

の検討を進めています。 
今後の経営環境に目を向けると，人口減少による水需要の減少（料金・使用料収入

の減少），管路や施設の老朽化が更に進む（必要な事業費が増大する）など，これま
で以上に厳しいものとなることが見込まれています。また，地震や大雨等の災害への
備え，多様化するお客さまニーズへの対応や，これまでに培ってきた技術の継承など，
事業を取り巻く課題を着実に解決していく必要があります。 

-114-



経営指標評価（第２章参照）の「大都市比較から見る京都市の特徴」において，（特
に水道事業では）企業債への依存割合が高く，また，比較的職員数が多いことにより，
「②資産・財務」や「⑤生産性」の評価区分が低くなっており，今後，厳しい経営環
境の中にあっては，これらを改善していくために，長期的な視点に立って経営努力を
進めていくことが今まで以上に重要となっています。 
 
また，取組項目評価（第３章参照）においては，重点項目として位置付けている取

組を中心に，中期経営プランに掲げる目標は概ね達成できる見込みとなっていますが，
平成 30 年度以降の事業の推進に当たっては，現在の事業の進捗を踏まえた目標を掲
げるとともに，工事における進捗の遅れなど，本経営評価によって洗い出された課題
をしっかりと分析し，常に改善し続けることが重要です。 
 
平成 29 年度末に策定・公表予定の次期経営ビジョンでは，事業を取り巻く背景・

課題に加え，本経営評価の結果も踏まえ，厳しい経営環境の中でこそ，水道・下水道
の基本的な役割をしっかりと果たしつつ，長期的な視点かつ幅広い視野で目指す将来
像を描き，その実現に向けて着実に取組を進めることに重点を置き，検討を進めてい
ます。 
 
平成 30 年度以降においても，次期経営ビジョンの実現に向けて取組を進めるとと

もに，制度の充実を図りつつ，引き続き，経営評価を実施し，事業のＰＤＣＡサイク
ルを的確に回すことで，市民の皆さまの生活を支える重要なライフラインである水
道・下水道を 50 年後，100 年後の未来にしっかりとつなぎ，安全・安心を守り続けま
す。 
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京都市上下水道事業経営審議委員会について 
 
 京都市上下水道局では，経営評価制度等に関する課題や，今後の水道事業，公共下水道事

業の厳しい経営環境を踏まえ，経営全般について外部有識者等の意見を取り入れることによ

り，事業の客観性・透明性を高めるとともに，市民の皆さまの視点に立った事業推進を図る

ことを目的に，「上下水道事業経営評価審議委員会」を発展させる形で，「上下水道事業経営

審議委員会」を平成２５年７月１日に設置しました。 

 市民委員として市民の視点での意見や提案を頂くため公募した２名を含めた３名，学識経

験者として水道事業，公共下水道事業に造詣が深く，公益事業論，水道・下水道工学，水処

理・排水処理技術開発を専門とする方３名，民間有識者として事業者としての観点，経営・

財務に係る実務的な観点及び情報発信の観点を民間での豊富な経験を生かしていただける方

３名とし，幅広い分野から９名の委員で構成し，経営評価をはじめ，上下水道事業の進捗や

課題など様々な分野から御意見をいただき，市民や第三者の視点に立った事業運営を推進し，

更なる市民サービスの向上を目指しています。 

 
１ 京都市上下水道事業経営審議委員会について 
＜委員名簿＞ （任期 平成２９年７月３日～平成３１年３月３１日） 

区 分 氏   名 役     職     等 

委員長 

学識経験者 

水
みず

谷
たに

 文
ふみ

俊
とし

 
神戸大学教授（大学院経営学研究科） 

／専門：公益事業論 

副委員長 

学識経験者 

神
かみ

子
こ

 直
なお

之
ゆき

 
立命館大学教授（理工学部） 

／専門：上下水道工学 

学識経験者 西村
にしむら

 文武
ふみたけ

 
京都大学准教授（大学院工学研究科） 

／専門：水処理・排水処理技術開発 

民間有識者 

（経済界） 

奥
おく

原
はら

 恒
つね

興
おき

 京都商工会議所専務理事 

民間有識者 

（広報・情報発信） 

村
むら

上
かみ

 祐
ゆう

子
こ

 株式会社京都放送常務取締役 

民間有識者 

（経営・財務） 

山田
やまだ

 陽子
ようこ

 公認会計士・税理士 

市   民 

（女性団体） 

市原
いちはら

 民子
たみこ

 京都市地域女性連合会常任委員 

市   民 川西
かわにし

 照代
てるよ

 市民公募委員 

市   民 白井
しらい

 皓
こう

大
た

 市民公募委員 

 

 

資料１ 
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＜所掌事項＞ 
・各年度の事業計画及び中期経営プランの進捗状況の点検・評価並びに課題等のある事業の
検討 

・水道事業，公共下水道事業経営評価制度の充実に向けた助言・提案 

・その他，水道事業，公共下水道事業の経営に関し管理者が必要と認める事項の検討及び  
助言・提案 

 

２ 平成 28 年度及び 29 年度における審議委員会の開催状況，審議内容について 

 

平成 28年度
第１回 

開催日時 

平成２８年７月８日 午後３時～午後５時 

審議内容等 

・平成２８年度京都市水道事業・公共下水道事業経営評価（平
成２７年度事業）取組項目評価について（５つの重点項目に
係る評価結果）について など 

 

平成 28年度
第２回 

開催日時 

平成２８年９月９日 午後４時～午後６時 

審議内容等 

・平成２８年度京都市水道事業・公共下水道事業経営評価（平
成２７年度事業）について など 

 

平成 28年度
第３回 

開催日時 

平成２８年１２月１２日 午前１０時～正午 

審議内容等 

・経営ビジョンの策定について など 

 

平成 28年度
第４回 

開催日時 

平成２９年２月１３日 午前１０時～正午 

審議内容等 ・平成２９年度予算編成について など 

 

平成 29年度
第１回 

開催日時 

平成２９年７月３日 午後１時３０分～午後４時 

審議内容等 

・平成２９年度京都市水道事業・公共下水道事業経営評価（平
成２８年度事業）取組項目評価について（５つの重点項目に
係る評価結果） など 

 

平成 29年度
第２回 

開催日時 

平成２９年８月３０日 午前１０時３０分～午後０時３０分

審議内容等 

・平成２９年度京都市水道事業・公共下水道事業経営評価（平
成２８年度事業）について 

・上下水道局の次期経営ビジョン骨子案について 

 
※ 経営審議委員会委員は，平成２９年７月に改選しており，平成２８年度審議委員会につい
ては，下記の委員が就任している期間（任期：平成２７年９月２５日～平成２９年３月３１
日）に実施しました。なお，括弧内（役職等）は就任時のものを記載しています。 

 
市原 民子（京都市地域女性連合会常任委員），奥原 恒興（京都商工会議所専務理事），
神子 直之（副委員長，立命館大学教授（理工学部）），小林 由香（税理士）， 
寺﨑 愛知（市民公募委員），冨田 光代（市民公募委員），中嶋 節子（京都大学教授（大
学院人間・環境学研究科）），水谷 文俊（委員長，神戸大学教授（大学院経営学研究科）），
村上 祐子（株式会社京都放送取締役・ラジオ編成制作局長）      ※50 音順 
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「水道事業ガイドライン」
１ 水道事業ガイドライン

　（1）主要背景情報　【平成27,28年度実績】

27年度 28年度

給水人口規模 － 人 1,459,487 1,457,318

全職員数 － 人 702 679

水源種別 － － 表流水 表流水

浄水受水率 浄水受水量／年間取水量 ％ 0.0 0.0

給水人口１万人当たりの浄水場
数

浄水場数／（現在給水人口／
10,000人）

箇所／
10,000人 0.02 0.02

給水人口１万人当たりの施設数
（浄水場数＋送・配水施設）／
（現在給水人口／10,000人）

箇所／
10,000人 0.50 0.50

有収水量密度 有収水量／計画給水区域面積
1,000 ／

ha 7.49 7.51

水道メーター密度 水道メーター数／配水管延長 個／km 135.6 135.5

単位管延長
導送配水管延長／現在給水人
口

m／人 2.69 2.70

水道事業
（地域水道事業，京北地域

水道事業を除く）

水道事業体の
プロフィール

システムの
プロフィール

地域条件の
プロフィール

分類 指標名 定義 単位

資料２
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(2) 水道事業ガイドライン一覧表　【平成24～28年度実績】 ※地域水道事業，京北地域水道事業を除いた水道事業の指標値です。

24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

A101 平均残留塩素濃度
残留塩素濃度合計／全測定
回数

mg/L 0.57 0.52 0.49 0.49 0.47 定期検査のデータを使用。

A102
最大カビ臭物質濃
度水質基準比率

（最大カビ臭物質濃度／水質
基準値）×100

％ 40.0 20.0 40.0 30.0 30.0

A103
総トリハロメタン濃
度水質基準比率

（Σ給水栓の総トリハロメタン
濃度／給水栓数）／水質基準
値×100

％ 20.3 30.7 32.3 22.7 27.3

A104
有機物(TOC)濃度
水質基準比率

（Σ給水栓のTOC濃度／給水
栓数）／水質基準値×100

％ 32.7 34.3 32.3 29.0 33.3

A105
重金属濃度水質基
準比率

（Σ給水栓の当該重金属濃度
／給水栓数）／水質基準値×
100

％ 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A106
無機物質濃度水質
基準比率

（Σ給水栓の当該無機物質濃
度／給水栓数）／水質基準値
×100

％ 32.5 33.5 41.5 36.5 31.5

A107
有機塩素化学物質
濃度水質基準比率

（Σ給水栓の当該有機化学物
質濃度／給水栓数）／水質基
準値×100

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A108
消毒副生成物濃度
水質基準比率

（Σ給水栓の当該消毒副生成
物濃度／給水栓数）／水質基
準値×100

％ 16.7 50.0 21.0 20.0 21.0

ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢
酸の水質基準値は，27年度
に改正された値を使用して，
過去5年分を計算した。

A109
農薬濃度水質管理
目標比率

Max∑（各定期検査時の各農
薬濃度／各農薬の目標値）

％ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

A201 原水水質監視度 原水水質監視項目数 項目 22 22 22 22 22
月1回未満の試験項目を
含む。

A202
給水栓水質検査
（毎日）箇所密度

（給水栓水質検査（毎日）採水
箇所数／現在給水面積）×
100

箇所
/100k

㎡
23.4 23.4 23.4 23.4 19.6

A203 配水池清掃実施率
５年間に清掃した配水池有効
容量／配水池有効容量×100

％ 174.7 205.6 178.5 144.5 144.8

A204 直結給水率
（直結給水件数／給水件数）
×100

％ 96.5 96.5 96.6 96.7 96.7
給水件数は給水装置数，
直結給水件数は「給水装
置数-受水槽数」

A205 貯水槽水道指導率
（貯水槽水道指導件数／貯水
槽水道総数）×100

％ 3.4 4.3 16.2 19.6 15.6

A301
水源の水質事故件
数

年間水源水質事故件数 件 2 2 4 0 0
27年度から初動調査のみ
の案件は除く。

A302
粉末活性炭処理比
率

粉末活性炭年間処理水量／
年間浄水量

％ 60.0 34.8 40.2 46.2 49.9

施
設
整
備

４

 

施

設

更

新

A401 鉛製給水管率
（鉛製給水管使用件数／給水
件数）×100

％ 27.8 23.9 20.2 16.8 13.5
給水件数は給水装置数
道路部分の鉛製給水管の割
合（28年度）は4.2%（P75参照）

B101 自己保有水源率
（自己保有水源水量／全水源
水量）×100

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自己保有水源はない。

B102
取水量1 当たり
水源保全投資額

水源保全に投資した費用／そ
の流域からの取水量

円/ ― ― ― ― ―
自己保有水源がないた
め，算出しない。

B103 地下水率
（地下水揚水量／水源利用水
量）×100

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B104 施設利用率
（一日平均配水量／施設能
力）×100

％ 69.9 68.9 67.4 66.1 65.2
24年度末に山ノ内浄水場
を廃止

B105 最大稼働率
（一日最大配水量／施設能
力）×100

％ 76.2 75.0 73.2 71.6 69.6
24年度末に山ノ内浄水場
を廃止

B
　
安
定
し
た
水
の
供
給

運
転
管
理

１
　
施
設
管
理

A
　
安
全
で
良
質
な
水

運
転
管
理

１
　
水
質
管
理

２
　
施
設
管
理

３
 

事
故
災
害
対
策

目標 分類 区分 № 指 標 名 備 考定義（見直し後） 単 位
指標値
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24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度
目標 分類 区分 № 指 標 名 備 考定義（見直し後） 単 位

指標値

B106 負荷率
（一日平均配水量／一日最大
配水量）×100

％ 91.7 91.8 92.2 92.3 93.7

B107 配水管延長密度 配水管延長／現在給水面積 ㎞/k㎡ 21.2 21.2 21.2 21.2 21.3

B108 管路点検率
（点検した管路延長／管路延
長）×100

％ 96.5 96.5 98.0 100.2 103.0

B109 バルブ点検率
（点検したバルブ数／バルブ
設置数）×100

％ 13.7 13.4 13.1 13.9 12.6

B110 漏水率
（年間漏水量／年間配水量）
×100

％ 7.3 6.8 6.8 5.8 4.7

B111 有効率*
（年間有効水量／年間配水
量）×100

％ 91.1 91.6 91.7 92.7 94.0

B112 有収率
（年間有収水量／年間配水
量）×100

％ 86.7 87.3 87.3 88.7 90.4

B113 配水池貯留能力
配水池有効容量／一日平均
配水量

日 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70

配水池総有効容量には，応
急給水槽，消防局等設置の
飲料水兼用型耐震性貯水槽
の容量は含まない。

B114
給水人口一人当た
り配水量

一日平均配水量×1000／現
在給水人口

 /日・
人

370 365 358 349 345
給水人口は当該年度末給
水人口

B115 給水制限日数 年間給水制限日数 日 0 0 0 0 0

B116 給水普及率
（現在給水人口／給水区域内
人口）×100

％ 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
給水人口は，当該年度末
給水人口

B117 設備点検実施率
（点検機器数／機械・電気・計
装機器の合計数）×100

％ 286.1 284.8 282.4 269.4 300.0

B201 浄水場事故割合
10年間の浄水場停止事故件
数／浄水場総数

10年間
の件数
/箇所

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B202 事故時断水人口率
（事故時断水人口／現在給水
人口）×100

％ 24.2 23.0 21.3 19.7 18.6
事故時配水量率で不足す
る量から事故時断水人口
を逆算した。

B203
給水人口一人当た
り貯留飲料水量

（配水池有効容量×１/２＋緊
急貯水槽容量）×1000／現在
給水人口

 /人 121 121 121 121 121

B204 管路の事故割合
（管路の事故件数／管路総延
長）×100

件
/100km

9.8 11.0 15.1 14.1 13.5

B205
基幹管路の事故割
合

（基幹管路の事故件数／基幹
管路延長）×100

件
/100km

1.2 0.7 1.0 1.9 0.7
基幹管路の定義はφ350
以上とする。

B206
鉄製管路の事故割
合

（鉄製管路の事故件数／鉄製
管路総延長）×100

件
/100km

6.0 6.1 8.0 6.8 7.7

B207
非鉄製管路の事故
割合

（非鉄製管路の事故件数／非
鉄製管路総延長）×100

件
/100km

19.0 23.0 30.0 31.9 27.2

B208 給水管の事故割合
（給水管の事故件数／給水件
数）×1,000

件
/1,000

件
13.8 10.9 9.8 8.7 7.9

給水管の事故件数は，配水
管の分岐部分から水道メー
ターまでの漏水修繕件数

B209
給水人口一人当た
り平均断水・濁水
時間

Σ（断水・濁水時間×断水・濁
水区域給水人口）／現在給水
人口

時間 ＊0.14 ＊0.28 0.27 2.37 0.66
給水人口は当該年度末給
水人口

B210
災害対策訓練実施
回数

年間の災害対策訓練実施回
数

回/年 10 18 23 21 20

１
　
施
設
管
理

運
転
管
理

B
　
安
定
し
た
水
の
供
給

２
　
事
故
災
害
対
策
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24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度
目標 分類 区分 № 指 標 名 備 考定義（見直し後） 単 位

指標値

２

 

事

故

災

害

対

策

B211 消火栓設置密度 消火栓数／配水管延長 基/㎞ 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

B301
配水量１ 当たり
電力消費量

電力使用量の合計／年間配
水量

kWh/ 0.25 0.21 0.21 0.21 0.21

B302
配水量１ 当たり
消費エネルギー

エネルギー消費量／年間配
水量

MJ/ 0.89 0.75 0.74 0.74 0.74

B303
配水量１ 当たり
二酸化炭素（CO2）

排出量

[二酸化炭素（ＣＯ2）排出量／

年間配水量]×10
6

g･CO2/
 

102 99 106 99 88
排出係数は最新（電気事
業連合会により毎年秋に
公表）の数値を使用

B304
再生可能エネル
ギー利用率

（再生可能エネルギー設備の
電力使用量／全施設の電力
使用量）×100

％ 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18

B305
浄水発生土の有効
利用率

（有効利用土量／浄水発生土
量）×100

％ 100.0 100.0 ― ― ―
26年度以降，全ての浄水場
の排水を水環境保全センター
において一体処理化

B306
建設副産物のリサ
イクル率

（リサイクルされた建設副産物
量／建設副産物排出量）×
100

％ 66.5 37.8 45.4 48.5 *48.5

B401
ダクタイル鋳鉄管・
鋼管率

[（ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼
管延長）／管路延長]×100

％ 71.0 70.9 70.8 70.6 70.6

B402 管路の新設率
（新設管路延長／管路総延
長）×100

％ 0.21 0.27 0.18 0.24 0.21

B501
法定耐用年数超過
浄水施設率

（法定耐用年数を超えている
浄水施設能力／全浄水施設
能力）×100

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B502
法定耐用年数超過
設備率

（法定耐用年数を超えている
機械・電気・計装設備などの
合計数／機械・電気・計装設
備などの合計数）×100

％ 34.7 35.1 35.9 35.4 42.9

B503
法定耐用年数超過
管路率

（法定耐用年数を超えた管路
延長／管路総延長）×100

％ *13.6 *14.7 *16.0 *17.4 *18.3
※補助配水管の布設年度
別データはない。

B504 管路の更新率
（更新された管路延長／管路
延長）×100

％ 0.59 0.80 0.77 0.89 0.97

B505 管路の更生率
（更生された管路延長／管路
延長）×100

％ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

B601
系統間の原水融通
率

（原水融通能力／全浄水施設
能力）×100

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B602
浄水施設の耐震化
率

（耐震対策の施された浄水施
設能力／全浄水施設能力）×
100

％ *25.7 *25.7 *25.7 *25.7 *50.6

B602
-2

浄水施設の主要構
造物耐震化率

（沈でん・ろ過を有する施設の
耐震化浄水施設能力＋ろ過
のみ施設の耐震化浄水施設
能力）／全浄水施設能力×
100

％ 39.4 39.4 39.4 39.4 50.6

B603
ポンプ所の耐震化
率

（耐震対策の施されているポ
ンプ所能力／耐震化対象ポン
プ所能力）×100

％ 44.3 44.3 44.3 58.1 58.1

B604 配水池の耐震化率
（耐震対策の施された配水池
有効容量／配水池等有効容
量）×100

％ *26.5 26.5 26.6 26.6 24.9

B605 管路の耐震管率
（耐震管延長／管路延長）×
100

％ 9.4 10.5 11.4 12.5 13.6

B606
基幹管路の耐震化
率

（基幹管路のうち耐震管延長
／基幹管路延長）×100

％ 26.3 29.3 30.3 31.1 32.4

B606
-2

基幹管路の耐震適
合率

（基幹管路のうち耐震適合性
のある管路延長／基幹管路
延長）×100

％ 26.3 29.3 30.3 31.1 32.4

P67の「主要管路」は，基幹管
路に加え，φ200mm以上の
支線配水管の耐震管等を含
む

B
　
安
定
し
た
水
の
供
給

運
転
管
理

３
　
環
境
対
策

４
　
施
設
管
理

５
　
施
設
更
新

６
　
事
故
災
害
対
策
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24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度
目標 分類 区分 № 指 標 名 備 考定義（見直し後） 単 位

指標値

B607
重要給水施設配水
管路の耐震管率

（重要給水施設配水管路のう
ち耐震管延長／重要給水施
設配水管路延長）×100

％ 73.2 75.3 85.4 85.4 82.6

B607
-2

重要給水施設配水
管路の耐震適合率

（重要給水施設配水管路のう
ち耐震適合性のある管路延
長）×100

％ 73.2 75.3 85.4 85.4 82.6

B608
停電時配水量確保
率

全施設停電時に確保できる配
水能力／一日平均配水量

％ 109.9 109.9 109.9 109.9 111.4

B609 薬品備蓄日数

（平均凝集剤貯蔵量／凝集剤一
日平均使用量）又は（平均塩素
剤貯蔵量／塩素剤一日平均使
用量）の小さい方の値

日 28.4 21.0 22.7 18.1 17.1

B610 燃料備蓄日数
平均燃料貯蔵量／一日燃料
使用量

日 *0.9 *0.8 *0.8 *0.8 *0.7 ※合計値から算出

B611 応急給水施設密度
（応急給水施設数／現在給水
面積）／100

箇所
/100k

㎡
18.0 18.0 18.5 18.5 18.5

B612 給水車保有度
（給水車数／現在給水人口）
×1,000

台
/1,000

人
0.0041 0.0041 0.0061 0.0061 0.0061

給水人口は当該年度末給
水人口

B613
車載用の給水タン
ク保有度

（車載用給水タンクの容量／
現在給水人口）×1,000

 
/1,000

人
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

給水人口は当該年度末給
水人口

C101 営業収支比率
（営業収益－受託工事収益）
／（営業費用－受託工事費）

％ 115.2 120.4 127.1 126.9 125.0

C102 経常収支比率
[（営業収益＋営業外収益）／
（営業費用＋営業外費用）]×
100

％ 101.2 107.2 121.0 121.3 121.1
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C103 総収支比率 （総収益／総費用）×100 ％ 83.6 107.2 98.3 121.3 121.1
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C104 累積欠損金比率
[累積欠損金／（営業収益－
受託工事収益）]×100

％ 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C105
繰入金比率（収益
的収入分）

（損益勘定繰入金／収益的収
入）×100

％ 0.2 0.2 0.7 0.2 0.2
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C106
繰入金比率（資本
的収入分）

（資本勘定繰入金／資本的収
入）×100

％ 0.6 1.3 6.0 7.6 7.8
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C107
職員一人当たり給
水収益

（給水収益／損益勘定所属職
員数）／1,000

千円/
人

42,464 44,911 46,337 47,706 49,431

C108
給水収益に対する
職員給与費の割合

（職員給与費／給水収益）×
100

％ 25.5 22.1 19.7 19.0 19.1
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C109
給水収益に対する
企業債利息の割合

（企業債利息／給水収益）×
100

％ 13.2 11.5 10.9 10.4 9.7
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C110
給水収益に対する
減価償却費の割合

（減価償却費／給水収益）×
100

％ 39.3 38.6 38.3 39.0 39.4
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C111
給水収益に対する建
設改良のための企業
債償還元金の割合

（建設改良のための企業債償
還元金／給水収益）×100

％ 47.3 29.7 29.2 30.2 29.4

C112
給水収益に対する
企業債残高の割合

（企業債残高／給水収益）×
100

％ 607.8 594.6 582.0 580.1 585.7

C113 料金回収率 （供給単価／給水原価）×100 ％ 93.9 99.2 113.1 113.8 113.8
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C114 供給単価 給水収益／年間総有収水量 円/ 152.5 159.5 166.3 166.2 166.3
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用
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24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度
目標 分類 区分 № 指 標 名 備 考定義（見直し後） 単 位

指標値

C115 給水原価

[経常費用－（受託工事費＋
材料及び不用品売却原価＋
附帯事業費＋長期前受金戻
入）]／年間有収水量

円/ 162.5 160.8 147.0 146.0 146.1
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C116
１か月１０ 当たり
家庭用料金

１か月１０ 当たり家庭用料
金
（料金表による）

円 870 970 970 970 970

C117
１か月２０ 当たり
家庭用料金

１か月２０ 当たり家庭用料
金
（料金表による）

円 2,490 2,740 2,740 2,740 2,740

C118 流動比率 （流動資産／流動負債）×100 ％ 234.4 220.5 85.4 101.3 89.1
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C119 自己資本構成比率
（資本金＋剰余金＋評価差額
など＋繰延収益）／負債・資
本合計

％ 42.2 42.2 41.3 42.2 43.2
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C120 固定比率
固定資産／（資本金＋剰余金
＋評価差額など＋繰延収益）

％ 227.5 224.4 228.0 220.6 215.0
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C121
企業債償還元金対
減価償却費比率

（建設改良のための企業債償
還元金／当年度減価償却費）
×100

％ 120.4 76.8 76.1 77.3 74.5
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C122 固定資産回転率
（営業収益－受託工事収益）
／[（期首固定資産＋期末固
定資産）／2]

回 0.100 0.105 0.106 0.105 0.103
26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C123 固定資産使用効率
（年間配水量／有形固定資
産）×10,000

 /
10,000

円
7.3 7.0 6.8 6.6 6.4

26年度から地方公営企業
会計制度の見直しを踏ま
えた会計処理を適用

C124
職員一人当たり有
収水量

年間総有収水量／損益勘定
所属職員数

 /人 278,000 282,000 279,000 287,000 297,000

C125 料金請求誤り割合
（誤料金請求件数／料金請求
総件数）×1,000

件
/1,000

件
0.0064 0.0040 0.0020 0.0047 0.0003

C126 料金収納率 （料金納入額／調定額）×100 ％ 92.1 91.8 92.1 92.0 92.2

C127 給水停止割合
（給水停止件数／給水件数）
×1,000

件
/1,000

件
5.0 4.4 3.8 3.7 3.6

給水件数は当該年度末使
用者数

C201
水道技術に関する
資格取得度

職員が取得している水道技術
に関する資格数／全職員数

件/人 0.84 0.80 0.77 0.74 0.71

C202 外部研修時間
（職員が外部研修を受けた時
間×受講人数）／全職員数

時間/
人

1.7 1.6 1.2 2.5 2.6 職員数は年度当初職員数

C203 内部研修時間
（職員が内部研修を受けた時
間×受講人数）／全職員数

時間/
人

43.1 50.5 54.8 51.7 48.1 職員数は年度当初職員数

C204 技術職員率
（技術職員数／全職員数）×
100

％ 46.3 48.3 48.4 48.5 51.7 職員数は年度当初職員数

C205
水道業務平均経験
年数

職員の水道業務経験年数／
全職員数

年/人 18.9 18.6 18.7 18.6 19.0 職員数は年度当初職員数

C206 国際協力派遣者数
Σ（国際協力派遣者数×滞在
日数）

人・日 0 0 0 0 0

C207 国際協力受入者数
Σ（国際協力受入者数×滞在
日数）

人・日 0 26 117 106 80

C301 検針委託率
（委託した水道メーター数／水
道メーター設置数）×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
委託した水道メーター数に
は，休止状態にある水道
メーターを含む。

C302
浄水場第三者委託
率

第三者委託した浄水場の浄水
施設能力／全浄水施設能力

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度
目標 分類 区分 № 指 標 名 備 考定義（見直し後） 単 位

指標値

C401
広報誌による情報
の提供度

広報誌配布部数／給水件数 部/件 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0

C402
インターネットによ
る情報の提供度

ウェブページへの掲載回数 回 333 299 350 445 450

C403
水道施設見学者割
合

（見学者数／現在給水人口）
×1,000

人
/1,000

人
74.2 74.3 75.8 117.2 117.3

見学者は，蹴上浄水場一般
公開，琵琶湖疏水記念館の
入場者数及び各浄水場施設
見学者の合計

C501 モニタ割合
（モニタ人数／現在給水人口）
×1,000

人
/1,000

人
0.021 0.025 0.021 0.021 0.021

給水人口は当該年度末給
水人口

C502
アンケート情報取
集割合

（アンケート回答人数／現在
給水人口）×1,000

人
/1,000

人
5.14 6.78 6.98 7.72 5.98

C503 直接飲用率
（直接飲用回答数／直接飲用
アンケート回答数）×100

％ 79.0 87.3 73.2 86.1 82.2

C504
水道サービスに対
する苦情対応割合

（水道サービス苦情対応件数
／給水件数）×1,000

件
/1,000

件
0.14 0.08 0.14 0.34 0.38

C505
水質に対する苦情
対応割合

（水質苦情対応件数／給水件
数）×1,000

件
/1,000

件
0.01 0.01 0.01 0.00 0.03

C506
水道料金に対する
苦情対応割合

（水道料金苦情対応件数／給
水件数）×1,000

件
/1,000

件
0.04 0.01 0.02 0.01 0.08
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「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン(2007年版)」

２ 下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン（2007年版）

（1）背景情報（ＣＩ）値一覧表　【平成27,28年度実績】

27年度 28年度

CI10 事業体の名称 事業体の名称（自治体名,組合名等） - 京都市 京都市

CI20
地方公営企業法の
適用の有無

地方公営企業法の適用の有無 - 有 有

CI30 事業名
公共下水道,特定環境保全公共下水道,特
定公共下水道,流域下水道

- 公共下水道 公共下水道

CI40 事業規模
東京都，政令指定都市を除き規模別に分
類

- 政令市 政令市

CI50 職員数 職員数 人 533 521

CI60 資金収支（決算収入額） 決算収入額(損益計算書　総収益) 千円 51,124,505 50,605,795

CI70 資金収支（決算支出額） 決算支出額(損益計算書　総費用) 千円 46,392,742 45,916,408

CI80 維持管理費 維持管理費（総額） 千円 12,845,831 12,775,701

CI90 維持管理費民間委託比率
{維持管理費（処理場委託分）+（ﾎﾟﾝﾌﾟ場委
託分）+（管きょ委託分）+（その他委託分）}/
維持管理費（総額）

％ 31.8 32.4

CI100 行政区域人口 当該市町村内人口 人 1,471,737 1,469,360

CI110 処理区域人口 処理区域内の行政人口 人 1,459,400 1,457,000

CI120 排水人口密度 下水道処理人口/排水区域面積 人/ha 95.6 95.8

CI130 人口に対する普及率 下水道処理人口/行政区域人口 ％ ― ―

CI140 水洗化率
水洗便所設置済人口/処理区域内の行政
人口

％ 99.1 99.2

CI150 汚水管きょ延長 汚水管きょ総延長 ｍ 2,104,679 2,107,646

CI160 雨水管きょ延長 雨水管きょ総延長 ｍ 164,605 165,310

CI170 合流管きょ延長 合流管きょ総延長 ｍ 1,828,338 1,830,992

CI180 現在晴天時処理能力 現在有する水処理能力  /日 1,305,000 1,305,000

CI190 現在晴天時最大処理水量
晴天時に水処理施設に入った日最大処理
水量

 /日 1,125,880 1,092,900

CI200 現在晴天時平均処理水量 実績日平均処理水量（過去１年実績）  /日 781,880 768,930

CI210 処理場数 所管となっている全ての処理場数 箇所 4 4

CI220 年間降雨量 当該処理場地域における年間降雨量 mm 1,964.5 1,752.0

CI230 平均気温 当該処理場地域における年平均気温 ℃ 16.6 17.1

CI240 2030年度人口指数
『将来の市区町村別人口および指数(平成
12年＝100とした場合)』の当該市町村2030
年値(人口問題研究所website上)

％ 93.8 93.8

CI250 放流先水域の類型
当該処理場処理水放流先の水域の類型
※河川の範囲ごとにAA～Eの6段階の水質
　 基準があり，AAに近いほど厳しくなる

- Ａ Ａ

地
域
の
特
徴

公共下水道事業
（京北及び北部地域特定環境保全

公共下水道を除く）指 標 名
分
類

№

事
業
体
の
特
徴

シ
ス
テ
ム
の
特
徴

変 数 の 定 義 単位
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（2）業務指標値（ＰＩ）一覧表　【平成24～28年度実績】 ※特定環境保全公共下水道事業を除いた公共下水道事業の指標値です。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

Op10 施設の経年化率(管きょ)
耐用年数超過管きょ延長/下水道
維持管理延長×100

％ 7.6 8.7 10.4 12.5 14.6

 Op20 管きょ調査率
管きょ調査延長/下水道維持管理
延長×100

％ 0.00 1.58 0.84 0.63 0.60
25年度から老朽管対
策に係わる管きょ調査
を開始

 Op30 管きょ改善率
改善(更新・改良・修繕)管きょ延長
/下水道維持管理延長×100

％ 0.33 0.33 0.44 0.27 0.46

 Op40 取付け管調査率
取付管調査箇所数/取付管総箇
所数×100

％ 0.0322 0.0515 0.0368 0.0424 0.0497

 Op50
取付け管改善数
(10万か所当たり)

取付管改善箇所数/取付管総箇

所数×10
5 箇所 75.4 59.3 87.0 93.6 94.4

 Op60
管きょ1km当たり
陥没か所数

道路陥没箇所数/下水道維持管
理延長

箇所
/km 0.0115 0.0201 0.0267 0.0251 0.0185

 Op70
管きょ1m当たり
維持管理経費

維持管理管きょ費/下水道維持管
理延長

円/m 275 271 264 264 261

 Ot10 主要設備の経年化率
主要設備の経過年数の総計/主
要設備の標準的耐用年数の総計
×100

％ 87.4 89.5 91.9 88.5 90.2
主要設備は，電気設備
＋ポンプ設備＋水処理
設備

 Ot20 水処理プロセス余裕率
(1-現在晴天時日最大処理水量/
現在晴天時処理能力)×100

％ 9.91 7.28 4.56 8.31 11.65

 Ot30 非常時電源確保率
非常時電源が確保できている処
理場数/所管の全処理場数×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot40 施設の耐震化率(建築)
耐震化した建築施設数/耐震化が
必要な建築施設数×100

％ 74.2 74.2 80.6 83.9 83.9

 Ot50 目標水質達成率(BOD)
目標水質達成回数(BOD)/水質調
査回数(BOD)×100

％ 99.2 96.8 97.7 97.5 97.2

 Ot60 目標水質達成率(COD)
目標水質達成回数(COD)/水質調
査回数(COD)×100

％ 99.6 98.6 98.8 99.5 98.7

 Ot70 目標水質達成率(SS)
目標水質達成回数(SS)/水質調査
回数(SS)×100

％ 97.1 98.0 96.9 98.2 95.7

 Ot80 目標水質達成率(T-N)
目標水質達成回数(T-N)/水質調
査回数(T-N)×100

％ 99.3 98.7 98.0 99.3 96.7

 Ot90 目標水質達成率(T-P)
目標水質達成回数(T-P)/水質調
査回数(T-P)×100

％ 95.7 88.9 97.0 99.0 98.0

Ot100 臭気基準遵守率
基準遵守回数(臭気)/調査回数
(臭気)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 Ot110 水処理電力原単位
使用電力量(水処理)/年間総汚水
処理水量

kWh/
m3 0.105 0.107 0.106 0.104 0.108

年間総汚水処理水量
は，高級処理量（使用
電力量は，高級処理電
力量）

 Ot120
水処理使用消毒剤
原単位

使用消毒剤量/年間総汚水処理

水量×10
6 g/m3 4.89 5.19 5.40 5.50 5.60

年間総汚水処理水量は
吉祥院支所及び伏見オ
ゾン除く高級処理量＋簡
易処理量

備　　　考
分
類

№ 指　　標　　名 概　　　　　　　　念 単位
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24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
備　　　考

分
類

№ 指　　標　　名 概　　　　　　　　念 単位
指標値

U10 雨水排水整備率 整備済面積/雨水計画面積×100 ％ 19.5 20.1 20.7 22.1 23.6
10年確率降雨対応雨
水整備率

U20
法定水質基準遵守率
(BOD)

法定水質基準遵守回数(BOD)/法
定試験水質調査回数(BOD)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U30
法定水質基準遵守率
(COD)

法定水質基準遵守回数(COD)/法
定試験水質調査回数(COD)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U40
法定水質基準遵守率
(SS)

法定水質基準遵守回数(SS)/法定
試験水質調査回数(SS)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U50
法定水質基準遵守率
(T-N)

法定水質基準遵守回数(T-N)/法
定試験水質調査回数(T-N)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U60
法定水質基準遵守率
(T-P)

法定水質基準遵守回数(T-P)/法
定試験水質調査回数(T-P)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U70
法定水質基準遵守率
(大腸菌群数)

法定水質基準遵守回数(大腸菌群
数)/法定試験水質調査回数(大腸
菌群数)×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 U80
管きょ等閉塞事故
発生件数
(10万人当たり)

事故発生件数/下水道処理人口

×10
5

件/10
万人

2.06 3.71 3.72 4.32 4.53

 U90
第三者人身事故
発生件数
(10万人当たり)

第三者人身事故発生件数/下水

道処理人口×10
5

件/10
万人

0.0687 0.0688 0.0000 0.0000 0.0000

 U100
下水道サービスに対する
苦情件数
(10万人当たり)

苦情総件数/下水道処理人口×

105

件/10
万人

118 136 175 174 314

 U110 苦情処理率
1週間以内に処理した苦情件数/
苦情総件数×100

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 U120
下水道使用料
(一般家庭用)

各自治体の算出方法による 円 1,890 1,830 1,830 1,830 1,830
20 使用の下水道使
用料（税抜）

U130
下水道処理人口
1人当たり汚水処理費
(維持管理費)

汚水処理費(維持管理費)/下水道
処理人口

円/人 6,007 5,970 5,717 5,786 5,805
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

U140
下水道処理人口
1人当たり汚水処理費
(資本費)

資本費(汚水分)/下水道処理人口 円/人 7,978 7,800 9,841 7,437 7,313
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

U150
下水道処理人口
1人当たり汚水処理費

汚水処理費/下水道処理人口 円/人 13,985 13,771 15,558 13,223 13,118
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

 U160
職員1人当たり
下水道使用料収入

下水道使用料収入/職員数
千円/

人
42,257 41,746 40,053 41,538 42,663

職員数は年度末総職
員数

 U170
職員1人当たり
年間有収水量

年間有収水量/損益勘定職員数
千 /

人
461 462 454 473 492

損益勘定職員数は年
度末損益勘定所属職
員数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユー

ザ
・
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ス
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「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン(2007年版)」

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
備　　　考

分
類

№ 指　　標　　名 概　　　　　　　　念 単位
指標値

 M10
1人･1日当たり
平均有収水量

(年間有収水量/年間実日数)/下
水道処理人口

 /人 0.363 0.359 0.353 0.352 0.355

M20 有収率
年間有収水量/年間総汚水処理
水量×100

％ 57.7 58.6 57.7 55.7 56.6
年間総汚水処理水量
は流入汚水量

M30 経常収支比率
（営業収益＋営業外収益）/（営業
費用＋営業外費用）×100

％ 108.3 110.1 110.0 110.2 110.8
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M40
繰入金比率
(収益的収入分)

損益勘定繰入金(雨水処理負担金実
繰入額+他会計補助金実繰入額+他
会計繰入金実繰入額+損益勘定他会
計借入金)/収益的収入×100

％ 46.3 46.8 40.4 39.9 39.4
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M50
繰入金比率
(資本的収入分)

(他会計出資金実繰入額+他会計
補助金実繰入額+他会計借入金)/
資本的収入×100

％ 2.9 8.0 9.1 10.4 5.8
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M60 使用料単価
下水道使用料収入/年間有収水
量×1000

円/ 126.5 124.2 122.0 122.3 122.4

M70 汚水処理原価
汚水処理費/ 年間有収水量×
1000

円
/m3

105.6 105.2 102.6 102.7 101.3
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M80
汚水処理原価
(維持管理費)

汚水処理費(維持管理費)/年間有
収水量×1000

円
/m3

45.4 45.6 44.4 44.9 44.8

汚水処理費（維持管理費）
から企業債取扱諸費を控除
する。
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M90
汚水処理原価
(資本費)

汚水処理費(資本費)/年間有収水
量×1000

円
/m3

60.2 59.6 58.2 57.8 56.5

汚水処理費（資本費）に企
業債取扱諸費を含める。
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M100 経費回収率
下水道使用料収入/汚水処理費
×100

％ 119.8 118.1 118.9 119.1 120.8
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

M110
経費回収率
(維持管理費)

下水道使用料収入/汚水処理費
(維持管理費)×100

％ 278.9 272.5 274.7 272.2 273.0
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

 M120
経費回収率
(資本費)

下水道使用料収入/汚水処理費
(資本費)×100

％ 210.0 208.6 159.6 211.8 216.7
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

 M130
要員の公務・労務災害
発生件数（処理水量
100万 当たり）

休業4日以上公務・労務災害年間
発生件数/年間総汚水処理水量

件
/100
万 

0.0031 0.0000 0.0064 0.0000 0.0055
年間総汚水処理水量
は流入汚水量

 E10
晴天時汚濁負荷削減率
(BOD)

{1- 放 流 水 質 (BOD)/ 流入水 質
(BOD)}×100

％ 98.0 98.0 98.0 98.0 98.3

E20 再生水の使用率
再生水利用量/高級処理水量×
100

％ 7.28 6.43 7.10 6.93 6.74

E30 下水汚泥リサイクル率 汚泥利用量/発生汚泥量×100 ％ 13.6 21.7 24.3 23.7 23.7

 E40
処理人口1人当たり
温室効果ガス排出量

下水道事業に伴う温室効果ガス
CO2換算排出量(t)/下水道処理人

口

kg-
CO2/

人
64.1 63.4 62.8 65.4 67.0

 E50
下水排除基準に対する
適合率

適合件数/採水件数×100 ％ 96.0 97.4 96.7 97.0 97.2

 E60
環境基準達成のための
高度処理人口普及率

高度処理実施区域内人口/高度
処理が必要な区域の人口×100

％ 48.0 51.0 51.0 51.3 53.2

高度処理が必要な区域は，
単独公共下水道区域内に
おいて高度処理を位置付け
た区域である。

 E70 合流式下水道改善率
合流式下水道改善面積/合流区
域面積×100

％ 39.0 40.0 43.5 61.3 63.1

Fi3
有形固定資産
減価償却率

有形固定資産減価償却累計額
／（償却資産－資本剰余金）×
100

％ 33.7 34.6 47.4 48.6 49.9
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

Fi7 累積欠損金比率
当年度未処理欠損金／（営業
収益－受託工事収益）×100

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fi24 自己資本構成比率
（自己資本金＋剰余金）／負
債・資本合計×100

％ 58.5 59.8 52.4 53.9 54.8
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

Fi25
固定資産対
長期資本費率

固定資産／（固定負債＋資本
金＋剰余金）×100

％ 97.8 97.6 101.4 101.1 101.5
26年度から地方公営企業会
計制度の見直しを踏まえた
会計処理を適用

※　経営指標評価で用いた下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン2003年版の指標4指標を掲載しました。
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用語解説（五十音順） 
 
雨水浸透ます 住宅の屋根等に降った雨水を雨どいから集水し，地中に浸透させる施設。雨水を地中
に「しみこませる」役割を果たし，雨水の流出抑制のほか，地下水の保全にも寄与する。 

 ※ 雨水浸透ます設置助成金制度については P72 参照 
 
雨水貯留施設 住宅の屋根等に降った雨水を雨どいから集水し，タンク等に貯留する施設。雨水を「た
める」役割を果たし，雨水の流出抑制のほか，草花の水やりや打ち水等にも有効活用できる。 

 ※ 雨水貯留施設設置助成金制度については P72 参照 
 
雨水吐口 合流式下水道において，降雨時に一定量以上の排水を河川などに放流するための施設のこ
と。汚水混じりの雨水やゴミなどが放流されるため，改善対策を進めている。 

 
雨水流出抑制 雨水を一時的に貯留したり，地下に浸透させたりすることによって，短時間に大量の
雨水が下水管や河川に流れ出さないようにすること。 

 
環境報告書 事業者が，自らの事業活動によって生じる環境負荷や環境に対する考え方，取組等を社
会に対して定期的に公表するもの。 

 
管路情報管理システム（マッピングシステム） コンピュータの地図上に，水道管の布設状況を表示
できるシステム。水道管などの膨大な水道施設の図面情報を一元管理することができる。水道埋設
管に関する問い合わせに迅速に対応できるほか，水道管の事故発生時には，復旧作業の迅速化を支
援し，早期復旧に役立つ。なお，下水道管についても同様のシステムにより運用している。 

 
魚類監視装置 飼育メダカの行動パターンを解析し，毒物の流入を連続監視する装置のこと。 
 
繰替運用 資金不足時に実施する会計間（例：水道事業特別会計と公共下水道事業特別会計）の短期
の資金融通のこと。 

 
クリプトスポリジウム 激しい下痢と腹痛を主症状とする消化器疾患を引き起こす，病原性微生物。 
 
クロロフィル計（蛍光光度計） 植物プランクトンに含まれる特定色素の量を計測する機器であり，
アオコなどの流入監視ができる。 

 
下水道グローバルセンター（GCUS）  計画・建設から管理・運営に至るまで，日本の産学官のノウ
ハウを結集し，海外で持続可能な下水道システムを普及させるための活動を行う機関。事務局は，
公益社団法人日本下水道協会国際課。 

 
原水 pH 調整設備 原水の pHが高いと凝集剤の効果が低下するため，炭酸ガスを注入し原水 pH を下
げて浄水処理の向上を図るための設備のこと。 

 
高機能ダクタイル鋳鉄管 地震発生時の振動等による離脱を防止する機能のついた継手を持ち，鉄管
をポリエチレンスリーブで巻き，さらに内面にエポキシ樹脂粉体塗装をしたダクタイル鋳鉄管のこ
と。地震に強く，丈夫で長持ちし，安全・安心に水を供給することができる。 

 
高度浄水処理 通常行っている浄水処理では取り除くことが困難な臭気物質やトリハロメタン等を取
り除く処理のことをいう。一般的には，粒状活性炭による吸着やオゾン処理による酸化分解によっ
て行う。 

資料３ 
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高度処理（下水） 従来の処理方式と比べて，さらに良好な水質が得られる処理のこと。有機物を   
より多く除去したり，従来の処理方式では除去できない物質（窒素，りん等）を除去すること等が
出来る。 

 ※ 高度処理施設等については P78 参照 
 
合流式下水道 汚水と雨水を同一の管きょで集め，処理する下水道の方式。これに対し，汚水と雨水
を別々の管きょで集める方式を「分流式下水道」という。 

 ※ 合流式下水道の改善については P80 参照 
 
災害用マンホールトイレ 多くの人が避難する避難所や広域避難場所に，下水道に直結した複数の 
マンホールを設置しておくことで，災害発生時にマンホール蓋を開けてトイレとして使用できる 
ように整備された施設のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
債権者登録払制度 あらかじめ財務会計システムに口座等の債権者情報を登録しておき，上下水道局
からの支払時に当該口座に振り込む制度のこと。 

 
消化ガス 下水の処理過程で発生する汚泥について，本市においては脱水・焼却の前段階に消化とい
う処理を行っている。消化とは微生物の働きにより汚泥中の有機物を分解する処理のことであり，
その副産物としてメタンを主成分としたガスが発生する。このガスのことを消化ガスといい，汚泥
焼却炉の燃料の一部として利用している。 

 
上下水道局業務継続計画（震災対策編） 大規模な地震災害時の様々な制約下にあっても，非常時優
先業務を適切に執行することを目的とした計画のこと。 

 
浄水場排水の下水道での一体処理 浄水場で発生する汚泥等を水環境保全センターで一元的に処理
すること。排水処理施設の更新費用及び維持管理費用が削減できる。 

 
水道便利袋 口座振替依頼書，クレジットカード継続払申込書，水道メモ（上下水道に関する手続き
や料金等について掲載したパンフレット），京都市上下水道局からのお知らせ（お支払方法の変更
案内や悪質業者への注意喚起に関するチラシ），京の水宣言（京都の水を「おいしい」「大好き」
と宣言するためのチラシ），及びマグネット（管轄の営業所等の連絡先を記載したもの）を封入し
たもの。 

 
水道 GLP 水道水質検査優良試験所規範のこと。検査の信頼性の確保策として，優良試験所規範（GLP）
の制度があり，食品や医療の分野で導入されている。水道水質検査については，（公社）日本水道
協会が水道 GLP として認定業務を行っており，水道事業体等が水道 GLP の認証を受けることで，自
ら行う水質検査の精度管理の向上と検査結果の信頼性が確保される。水道ＧＬＰ制度では，４年毎
に更新認定審査が行われ，正確な検査を実施する体制や技術力が継続して維持されていることが判
定される。 
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脱水ケーキ 下水の処理過程で発生した汚泥を脱水機で脱水した後に残る固形物質のこと。焼却し埋
め立て処分を行うほか，セメントの原料などにも活用されている。 

 
地域水道 京都市では，簡易水道（給水人口 101 人以上 5000 人以下）と飲料水供給施設（給水人口 50
人以上 100 人以下）を併せて「地域水道」と称している。（平成２９年４月から水道事業に統合） 

 
地方公営企業会計制度の見直し 昭和41年以来大きな改定が行われていなかった公営企業会計制度に
ついて，民間企業会計基準等との整合性を図る必要性などから，全面的な見直しが行われたもの（資
本制度の見直しは平成 24年度から，会計基準の見直しは平成 26年度から）。 
※ 詳細は 8ページ参照 

 
直結式給水 給水装置の末端である給水栓までを配水管の水圧を利用して給水する方式のこと。一方，
給水管によって運ばれた水道水を一旦受水槽に貯めたうえで，ポンプを使って高置水槽にくみ上げ，
自然流下により給水する方式を受水槽式給水という。受水槽式給水には水量の調整や地震時の飲料
水の確保という利点はあるが，維持管理上の負担はもとより，その管理が不十分な場合，衛生上の
問題が生じる可能性がある。 
※ 直結式給水の拡大については P64 参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電子入札 入札を参加業者が 1カ所に集まって行うのでなく，事務所・自宅などでインターネットを
使用して行う入札のこと。 

 
導水施設 水道水のもととなる原水を，浄水場まで運ぶトンネルや管のこと。京都市には，琵琶湖疏
水から各浄水場，宇治川から新山科浄水場を結ぶ導水トンネルや導水管がある。 
※ 新山科浄水場導水トンネルの築造については P52 参照 

 
特定環境保全公共下水道 処理対象人口が 10,000 人以下の公共下水道のこと。 
 
ナレッジマネジメント 個人の知識・技術（ナレッジ）を職場で共有し，ノウハウとして蓄積してい
く手法のこと。 

 
配水池 配水する区域の水の需要量に応じて，適切に水を配るため，浄水場から送られた水道水を一
時的に貯めておく施設のこと。配水量の時間変動を調整する機能がある。 

 

受水槽式給水
高置水槽

給水装置（吐水口まで）

貯水槽水道
配水管

水道メーター

止水栓Ｍ形受水槽

ポ
ン
プ

４階建て直結直圧式給水

ボール止水栓

水道メーター

複式逆流防止弁

配水管
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引当金 正確な期間計算及び財政状態の適正な表示を行うために，将来の特定の費用又は損失を負債
又は資産に計上するとともに，当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するもの。退職
給付引当金，貸倒引当金等がある。 

 
微粉炭 微粉末活性炭のこと。市販の粉末活性炭（粒径約 10μｍ）を粉砕して出来る微粉末の活性炭
（粒径約 1～5μｍ）のことである。活性炭を細かくすることにより，表面積が増加し，臭気原因物
質の除去性能の向上が期待できる。 

 ※ 微粉炭注入設備については P73 参照 
 
微量化学物質 微量で環境等に影響を及ぼす可能性のある物質の総称。近年，医薬品類や内分泌かく
乱物質（環境ホルモン）等未規制の物質が注目されている。 

 
補償金免除繰上償還制度 企業債の繰上償還を行う場合，後年度の利子相当分を補償金として支払う
必要があるが，平成 24年度までの特例措置として繰上償還に係る補償金が免除される制度のこと。
繰上償還とともに低金利の企業債に借り換えることで，支払利息が軽減される。 

 
補助配水管 直接給水装置を取り付けるための配水管のうち，管網を形成せず行き止まりになってい
る口径 25～75mm の管のこと。 

 
水安全計画 水源から給水栓までの各過程で問題となる水質項目や浄水処理等の事項を包括的に把
握・評価し，それらを重点的に管理する手法を定めた計画であり，この計画を策定・実行すること
で，皆さまにお届けする水道水の安全性の確保向上を図る。 

 
ミスト装置 水道水を特殊なノズルで微細な霧にして噴出し，水を効果的に気化させ，その気化熱が
周囲の熱を奪う現象を利用し，周辺気温を下げる装置のこと。 

 
みなし償却制度 補助金等を受けて取得した固定資産について，資産の取得価額から補助金等の価額
を差し引いた価額で減価償却を行うことができる制度。京都市においては，国庫補助金が多い公共
下水道事業において，コストに算入する減価償却費を低く抑えるため適用していた。 

 
有収率 お客さまが使用された水の総量のことを有収水量といい，これが水道料金収入の対象となる
水量になる。一方，ご家庭等から排出された使用料収入の対象となる汚水の量を有収汚水量という。
年間の配水量（汚水処理水量）に対するこの有収水量（有収汚水量）の割合を有収率という。有収
率が高ければ効率が良いことになり，給水や下水の処理に当たって無駄がないか，施設の稼働状況
が収益につながっているかどうかを確認することができる。 

 
要監視項目 人の健康の保護及び水生生物の保全に関する項目で，環境基準ではないが，公共用水域
での検出状況を監視するように努めるべき物質であると環境省が設定したもの。 

 
連絡幹線配水管 異なる給水区域の配水幹線をつなぐ水道管のことで，給水の相互融通が可能となる。
一方の浄水場が事故等で給水できなくなった場合等に，もう一方の浄水場から給水ができるように
整備を行っている。 

 
EMS（環境マネジメントシステム） 事業者等が，その経営の中で，自主的に環境負荷（地球温暖化，
廃棄物の大量発生，生態系の破壊等）低減に向けた取組を推進するための仕組み（体制・手続等）
のこと。 

 
KYOMS（京都市役所環境マネジメントシステム） 京都市役所の“KY”と，オリジナルの“O”とマネ
ジメントシステムの“MS”をくみあわせ「KYOMS（キョウムス）」と呼んでいる。 
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上下⽔道局では，⽔道事業，公共下⽔道事業の適切な執⾏管理
や継続的な改善と市⺠サービスの向上を図るとともに，結果を 
公表することにより，市⺠に対する説明責任を果たし，市⺠の  
視点に⽴った市政の実現を図ることを目的として，経営評価を 
実施し，評価結果について公表しています。 

この本冊のほか，市⺠の皆さま向けに内容をまとめた概要版も
作成し，区役所や図書館等で配布しています。 

下記ホームページでも御覧になれます。 
 
●ホームページアドレス 

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/ 
 

 

  

このたびは「京都市水道事業・公共下水道事業経営評価」を御覧いただきありがとうございま
した。 
 上下⽔道局では，皆さまからの貴重な御意⾒･御感想を基に，今後ともより分かりやすい経営
評価への改善やより良い事業運営につなげていきたいと考えています。 
 
 経営評価をはじめ⽔道事業，公共下⽔道事業に関する御意⾒･御提案は， 

上下水道局ホームページ の ご意⾒メールまでお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都市水道事業・公共下水道事業経営評価 検 索 

市⺠の皆さまの御意⾒･御提案をお聞かせください。 

「京都市水道事業・公共下水道事業経営評価」 

概要版も御覧ください。 



 

 

平成 29 年度 京都市⽔道事業・公共下⽔道事業 

経営評価（平成 28 年度事業） 

                  平成 29 年 9 ⽉発⾏ 

＜この評価に関するご意⾒，お問い合わせ先＞ 

京都市上下水道局 総務部経営企画課 

〒601-8004 京都市南区東九条東山王町 12 番地 

TEL 075-672-7709 FAX 075-682-2711 

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/ 

 


